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午前 10 時 00 分 開議 

○金兵智則委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は15名で全委員が出席しており

ます。 

 ただいまから本日の委員会を開きます。 

 それでは、早速本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、労働費、農林水産業費、商工費及

びその特定財源に関する歳入の細部質疑に入りま

す。 

 なお、関連であります議案第13号及び議案第15

号の２件につきましても、あわせて質疑をいただ

きます。 

質問者、挙手願います。 

永本委員。 

○永本浩子委員 おはようございます。 

 それでは早速質問のほうに入らせていただきた

いと思います。 

 予算書の64ページ、地域連携インターンシップ

活用労働力確保事業について、お聞きしたいと思

います。 

 この事業は大空町と網走市とで協力して農大の
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厚木校、そして世田谷キャンパスから学生さんを

招いて、農業を従事していただきながらこちらへ

の移住また労働力の確保というところに結びつけ

ていきたいという事業だと認識しております。 

 平成28年度は16名来ていただきまして、大空町

に10名、網走市に６名ということで、第１回目は

大成功に終わったと思いましたけれども、去年の

平成29年は16名、６名ではなくて８名ずつで、そ

して網走としては前回が酪農だけだったのを畑作

のほうにもということで、去年お話があったかと

思いますけれども、その結果、去年29年度はどう

だったのか、まずその実績からお聞きしたいと思

います。 

○田口徹商工労働課長 地域連携インターンシッ

プ活用労働力確保事業ですけれども、平成29年度

におきましても、今委員のおっしゃったとおり、

インターンシップ受け入れ広域協議会のもと、事

業を推進してきております。 

 受け入れにつきましては、平成29年９月４日か

ら12日までの８泊９日で実施しております。受け

入れにつきましては、網走、大空各４件、計８件

の農家が受け入れしております。網走におきまし

ては、今委員のおっしゃったとおり、酪農２件、

畑作２件の４件、大空町につきましては、畑作の

４件となっております。 

 対象としましては、東京農業大学の厚木校と世

田谷校で合計16名が参加したという形になってお

ります。 

○永本浩子委員 それでは、当初の予想どおり、

16名参加していただいて、今回は初めて網走とし

ても畑作のほうでも受け入れがあったということ

で確認させていただきました。 

 参加した学生さんたちの感想等聞いていらっ

しゃるようでしたら、教えていただきたいと思い

ますけれどもいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 参加した学生からはアン

ケートをとっております。事前、事後ととってお

るのですけれども、その参加後のアンケートでは

受け入れ農家への感謝の言葉、これは非常に多

かったという状況があります。それから、首都圏

から来ておりますので、初めての北海道の大規模

農業、これが非常に驚きだったと。それから、当

地に対する愛着心も非常に沸いたということで、

もう尐し長いインターンシップもできればやって

みたいというような好意的な意見がたくさん寄せ

られていた状況となっております。 

○永本浩子委員 大変うれしいアンケートの声が

多かったということで、本当にいい傾向だなとい

うふうに思いました。 

 一方で、受け入れた農家さんたちの反応はどう

だったのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 受け入れた農家さんにも

アンケートをとっておりますけれども、今回は昨

年と違いまして、農家さんの受け入れの中で、宿

泊もできるところはやってほしいと言ったとこ

ろ、４件ほど受け入れてくれるなど非常に好評で

ありまして、今後も機会があればまた受け入れた

いというような回答が多かったような状況になっ

ております。 

○永本浩子委員 受け入れの農家さんからもまた

新たなそういう動きが出たということで、今後農

泊とかそういったところにも、観光のほうにも結

びつけていけそうな反応で大変よかったかと思っ

ています。 

 こういったことを受けて、今度平成30年度の予

定としてはどういう計画になっているのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 平成30年度の予定としま

しては、ほぼ平成29年度と同様な方向でいきたい

というふうに思っております。 

 平成29年度から受け入れ学生につきましても、

一部参加費をいただいたりしているのですけれど

も、これにつきましても、そういう条件のもとで

も集まっておりますので、そういうような方向で

やっていきたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 当初のこの地域連携インターンシップの目標、

目的というのは、将来的には長期滞在とか移住と

いう可能性を探るというところにあったかと思い

ますけれども、先ほどの学生さんたちのコメント

の中でも、もう尐し長い滞在をしてみたかったと

いう声もあったということですけれども、今後の

こういった移住の可能性等はどのように捉えてい

らっしゃいますでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 非常に、農業における就

農というのは新規で入ってくるのが非常に難しい

という状況もありまして、なかなか北海道の就農

というのは容易ではないというのは、学生も、そ

れから我々も理解しているところですけれども、

こういう体験をもとにしまして、この地域を知っ
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てもらってより好きになっていただけるというこ

とがありますので、違う方向での可能性もありま

すし、将来的には観光で来るということも考えら

れますし、そういう面でいけば、一定の効果があ

るのかなというふうには考えております。 

○永本浩子委員 ぜひいいほうに可能性が広がる

ように、今後も運営していっていただきたいと思

います。 

 そしてまた交流人口の増加、今課長申し上げま

したけれども、観光でもまた来てくれる可能性が

やはりあるのではないかということで、そういっ

たところに着目すると、ちょっと担当課は違いま

すけれども、あばしり応援人という形で、こう

いった学生さんたちになっていただくというよう

な取り組みも大切になってくるのではないかと思

いますけれども、この点はいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 応援人についてはこれま

で取り組んではいなかったのですけれども、大変

有意義な意見だというふうに思いますので、た

だ、この事業につきましては、大空町との連携と

いうこともありますので、大空町とも協議をしま

して、今後検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○永本浩子委員 ぜひ検討をお願いしたいと思い

ます。 

 また先ほどの農家さんの反応で、宿泊も可能と

いうところが何軒かあったということで、こう

いった受け入れ体制というのに農家さんがなれて

いただけると、観光のほうでも体験観光というこ

とで農泊という可能性も尐し見えてくるのではな

いかなと思ったのですけれども、その辺は、

ちょっと担当課が違いますけれども、どうなのか

なと思いますがいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 インターンシップにおけ

る宿泊、観光にもつながるということなのですけ

れども、実はこのインターンシップで非常に問題

になっていたのが、過去から続いていたのですけ

れども、宿泊が大変な負担になってできないとい

うような現状がありました。ですから、今回もあ

くまでもやっていただければということであっ

て、強制は一切しておりません。強制をしてしま

うとインターンシップ自体が難しくなってしまう

というような状況もありますので、その辺は慎重

にしたいというふうに考えているところです。 

○永本浩子委員 状況よくわかりましたので、可

能性を見つけながら、時間をかけてでもというこ

とでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、70ページの林地台帳システム整

備事業についてお聞きいたします。 

 これ新規事業ということで、内容となぜこう

いったことが今やるようになったのか、その目的

についてお聞きしたいと思います。 

○梅津義則農林課長 林地台帳システム整備事業

についてでございますが、こちらの事業は平成28

年５月に森林法の改正におきまして、市町村が統

一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地

の境界に関する条項などを整備、公表する林地台

帳制度が創設されたということで、森林の所有者

情報、土地地番、地目、面積、測量値、森林経営

計画の認定等を一元管理するということになって

ございます。 

○永本浩子委員 わかりました。今度この台帳の

システムを整備するということで、これによって

プラスになることというのはどういったことがあ

るのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 この台帳を整備することに

よって森林の所有者情報ですとか土地地番、地

目、面積、測量値、あと森林経営計画の認定が

データベース化されますので、必要な情報がすぐ

取り出せるといったような状況になってございま

す。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 この事業ですけれども、今年度181万5,000円を

かけてやるということで、今年度１年間で終われ

るような見通しになっているのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 スケジュールとしまして

は、今年度、北海道のほうから林地台帳システム

に必要な林地台帳情報と地図情報原案の提供を受

けております。 

 平成30年度の上期において、原案情報に網走市

が有する既存の情報を修正、追加を行いまして、

下期に情報内容の公表、土地所有者からの情報提

供によりまして、林地台帳システムによるデータ

の構築をしてまいります。 

 平成31年度から林地台帳制度の運用を開始する

といったようなことですので、システム自体は30

年度に構築が終わって、運用が31年度から始まる

といったような流れになってございます。 

○永本浩子委員 では、今年度できちんと終わる

予定ということで確認させていただきました。 
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 ちょっとこの質問をしてみたかったのは、今林

業大学校の誘致という動きが報道されていました

ので、それと何か関係があるのかなと思ったので

すけれども、それとはまた別の事業という認識で

よろしかったでしょうか。 

○梅津義則農林課長 林業大学校とはまた別のも

のと認識していただいてよろしいかと思います。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 それでは次に72ページ、ナマコ中間育成試験事

業についてお聞きしたいと思います。 

 ナマコも本当に今中国でもすごく高く売り買い

されているということで、これが成功すれば本当

にいいかなと思いながら見させていただいていま

す。結構長くかけて、この育成試験のほうはやっ

てらっしゃるかと思いますけれども、これまでの

経過をまずお聞きしたいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 ナマコの中間育成試

験事業に関するお尋ねでございますが、この事業

は、この事業そのものは平成24年度からというこ

とでやっていまして、当初は種苗生産の試験から

スタートしまして、平成25年の段階でほぼ種苗生

産については技術が確立をしたということであり

まして、平成26年度から28年度までの３カ年の中

間育成試験を実施してきたところでございます。 

 さまざまこの３年間試行錯誤を行いながら中間

育成試験を行ってきたところでありますが、ちょ

うどその時期、近年の大きなしけの被害ですと

か、そういったことがあって、なかなかその中間

育成試験についての正当な評価ができていないと

いうのが、この３年間の状況でありました。 

 そこで、こういったしけ被害を回避するため

に、港湾や漁港といった静穏域を活用して、場所

の選定も含めて、開始時期や育成方法、放流時

期、効果的な放流サイズなどの知見を改めて得る

ために、平成29年度と30年度で２カ年試験事業を

行おうと考えているところでございます。 

○永本浩子委員 種苗生産のほうは確立できたけ

れども、その後がなかなかしけが続いたりという

ことで自然相手の事業ですので、せっかくのナマ

コが流されてしまったりという、いろいろと御苦

労しながらやっている最中だと思いますけれど

も、平成29年度はこの静穏域に設置をして、その

結果がわかるのはいつぐらいになるのでしょう

か。 

○脇本美三農林水産部次長 まださらに先のこと

になろうかと思いますけれども、そういった平成

29年度の状況を評価した上で、平成30年にどのよ

うな取り組みを進めるかというのも判断したいと

考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 それで、今網走で揚がっているナマコの水揚げ

なのですけれども、天然のものなのか、この養殖

によるものなのかの区別はなかなか難しいとは思

いますけれども、揚がっている水揚全体の実績と

いうのはどれぐらいになっているのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 ナマコの近年の水揚

げの実績でございますが、平成25年が10トンで

2,627万円、平成26年度が8.4トンで2,744万4,000

円、平成27年が７トンで2,596万2,000円、平成28

年が8.9トンで2,463万7,000円、平成29年が8.1ト

ンで2,711万4,000円となっております。 

○永本浩子委員 やはり結構とれてはいるという

評価かなと思うのですけれども、本当に網走でも

こういったナマコがこういう中間育成の養殖関係

がもしうまくいけば、天然のものと合わせて大き

な次の網走の目玉商品になるかと思いますので、

何とかぜひ成功していただきたいと思うのですけ

れども、これからの課題というのはどういったと

ころにあるとお考えでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 ナマコの中間育成に

関する今後の課題ということでございますが、仮

に平成30年の事業を終えて、中間育成手法が仮に

確立をしたと仮定をして、その後課題となるの

が、中間育成種苗の放流効果の検証というのが一

番大きな課題になるだろうと思っています。 

 しかし、現在の技術におきましては、天然ナマ

コと放流ナマコの区別、それから放流したナマコ

の追跡、こうした技術が確立されておりませんの

で、唯一可能な技術といたしましてはＤＮＡによ

る判定がございますが、費用も高額でありまし

て、現段階では現実的ではないというふうに考え

ております。 

将来、簡易で安価なこうしたＤＮＡ判定も含め

た技術が確立した場合を見越して、種苗生産の際

には親ナマコのＤＮＡサンプルを採取しておりま

すが、大変難しい課題ではあると思いますけれど

も、そうした技術の確立に期待をしたいというふ

うに考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。 
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 サケとかそういったものでしたら、何かチップ

をつけるとか、背びれを切るとか何かそういった

もので養殖によるものかどうかという区別もつけ

られるのでしょうけれども、ナマコとなるとなか

なか本当に難しいのだなというのを実感させてい

ただきました。 

 ただ本当にこれが成功して、養殖によるものか

どうかはたとえわからなかったとしても、ナマコ

の水揚げが上がってくれば、網走にとっても大変

うれしい結果につながると思いますので、大変か

と思いますけれども、事業のほうを続けていって

いただければと思います。 

 それでは次に、74ページのおいしいまち網走の

ＰＲ事業について、お聞きしたいと思います。 

 これはふるさと寄附の事業だと思いますけれど

も、これまでのふるさと寄附の額と件数の推移を

教えていただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 網走市におけるふるさと

寄附の推移ですけれども、昨年と比較しますと、

平成28年度の２月末の数字は、件数で１万7,217

件、それから金額では７億1,000万円となってお

ります。それに対しまして、平成29年度、今年度

につきましては２月末の数字で１万3,511件、金

額については６億3,600万円となっておりまし

て、比較いたしますと、金額では約7,400万円減

尐しているというような状況、件数におきまして

も減尐しているような状況となっております。 

○永本浩子委員 ちょっと減尐ぎみということ

で。それともう一つ聞きたいのが参加事業者の推

移なのですけれども、始めた当初と今と比べると

結構ふえているのではないかと思うのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 おいしいまち網走ＰＲ事

業につきまして、始めたのは平成27年度からとい

うことになりますので、そのときからの寄附に対

する返礼品の参加事業者の数ですけれども、平成

27年度当初は22業者から始めております。その

後、昨年から平成28年、29年度は今40業者となっ

ております。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 では、まず金額のほうなのですけれども、28年

と29年を比較すると、かなり28年までは順調に伸

びていましたけれども、現時点でマイナス7,400

万円ということで、この寄附の額が減ったのは、

返礼品が寄附の３割に見直しをかけてもらいたい

という、そういった国からの動きがあったためか

とは、私なりには思っているのですけれども、そ

の辺はどのようにお考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 網走市における寄附額の

減尐の要因ですけれども、まず全国的に見まし

て、ふるさと寄附に取り組む事業者が多くなって

きているということがありまして、それで減って

いる部分もあるのかなというふうに考えておりま

す。 

 また、昨年４月に総務省から寄附額に対する返

礼品の割合を３割以下にするようにという指導が

ありました。網走市は大きく超えていたわけでは

なく、おおむね３割で、送料を入れると若干超え

たり下がったりというような状況だったのですけ

れども、そこはきっちりと守ったということもあ

りまして、昨年に比べると寄附に対する返礼品の

価格割合は若干低くなっていると、それも要因と

してないとは言えないと思います。 

○永本浩子委員 やっぱり同じカニをもらいたい

と思っても、３割をきっちり守っているところ

と、これは強制ではないので守っていない自治体

も多分あると思うので、そういったところと比べ

られてしまうと、どうしても多いところのほうに

流れていってしまうというのはいたし方ないのか

なと思いますけれども、今後の取り組みとして網

走市としてはどのようにお考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今後の取り組みですけれ

ども、ふるさと寄附は当市におきましても貴重な

財源ということもありますので、やはり尐しでも

多く集めたいというふうに考えている次第です。 

 そのためには、やはり幅広い層からの寄附をい

ただきたいということで、現在３社にインター

ネットの寄附サイトを設けているのですけれど

も、そこをふやしていろいろな層のお客さんから

寄附をいただくということを考えておりますし、

またこれまで新聞広告や電車広告ということも

やってきたところなのですけれども、やはり寄附

するサイトに広告を打つのが効果が大きいのでは

ないかということを考えまして、そういうことに

も新年度は取り組んでいきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○永本浩子委員 尐しでも多くの方の目に触れる

という取り組みということで、３社から何社ぐら

いまでふやす予定になっているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今年度１社ふやして３社
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になったのですけれども、新年度にはもう２社ほ

どふやしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 でも２社ふやすとなると、その経費というのは

結構かかるものなのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 経費につきましては、寄

附サイトに応じて経費はかかることになりますけ

れども、いずれにしましても、サイトを通して寄

附をいただく分には経費がかかりますので、若干

その会社によって経費の差はありますけれども、

ふやしてもふやさなくても経費はかかってくると

いう状況になっております。 

○永本浩子委員 では、尐しでもまた新年度ふえ

ていただけるように努力をお願いしたいと思いま

す。 

 先ほど、参加事業者さんが当初は22社だったの

が現在40社ということで、かなりふえていただい

たなと思っておりますけれども、業種的にはどん

なところがふえているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 業種的には、市内の加工

屋さんがやはりふえてきているような状況にあり

ます。ただ昨年から、一昨年から昨年にかけては

ふえていない状況でありますけれども、毎年広く

参加業者以外にも声はかけてはいますので、新年

度においても広く声をかけていきたいというふう

に考えているところです。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 それでまた、このふるさと寄附のおかげをもち

まして、網走市としても本当に教育関係などいろ

いろなところに使わせていただいて、本当にこの

ふるさと寄附の効果は大きいなというふうに実感

しているのですけれども、寄附をしていただいた

方たちには、このように使わせていただきまし

た。いろいろなところに丸をつけていただいて、

その結果、こういうふうになりましたというの

は、ぜひお伝えしていただきたいということは、

去年も随分出ていたので、市のホームページ等に

も掲載されるようになりましたけれども、先日、

網走ビールの工場に伺うことがありまして、そこ

で工場長さんとも、網走流氷ドラフトがかなりふ

るさと納税のほうで売れているようでよかったで

すねという話をしたら、本当にうれしく思ってま

すということで、おかげさまをもちましてそう

いったふるさと寄附のおかげで、教育関係のほう

も本当に随分子供たちが喜ぶような政策を実現す

ることができたのですというふうに言ったら、そ

れは全く知らなかったということで、ただ売れれ

ばいいと思っていたみたいな話をいただいたので

す。それで参加していただいている事業にさんた

ちにも、いただいた寄附のおかげで、網走市がこ

のように変わることができた、こうやって喜びの

声があるということを伝えていただくことも大事

なのではないかなと思ったのですけれども、そう

いったこの点についてはどのようにお考えでしょ

うか。 

○田口徹商工労働課長 当市におきましてふるさ

と納税の返礼品を扱っている皆様方には、毎年４

月に集まっていただきまして、その年の事業内容

等の説明というのを必ずやっております。そのと

きに昨年の実績、それから使い道など詳細な資料

をお渡ししておりますので、ぜひそれを社内でも

広げていただくようお話ししたいというふうに思

います。 

○永本浩子委員 ぜひ現場の方にそういった話が

伝わっていくように、一言また申し添えていただ

いて、網走一丸となってこのふるさと寄附、大成

功できるように持っていっていただければと思い

ます。 

 それでは次に、76ページの冬季観光魅力向上事

業についてお聞きしたいと思います。 

 この事業の中身をまず聞かせていただきたいと

思います。 

○大西広幸観光課長 冬季観光魅力向上事業につ

きましては、新たな冬のコンテンツを造成しまし

て滞在時間の拡大による宿泊向上を図るもの、ま

た、冬の観光パンフレット等を作成しまして、冬

のコンテンツを包括的に情報発信することで、冬

季観光の魅力向上を図っていくこととなっており

ます。 

○永本浩子委員 その具体的な内容を教えていた

だけますか。 

○大西広幸観光課長 平成29年度の事業内容とし

ましては、ファットバイクの購入などを実施して

おります。 

 平成30年度につきましては、先ほど申しました

冬のリーフレットの作成による情報発信、また新

たな冬のコンテンツ作成に向けた実証の検証等を

行いたいというふうに考えておりますし、今年度

購入しましたファットバイクツアーの商品の造成
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事業、さらなる商品の造成を図りたいというふう

に考えております。 

○永本浩子委員 ファットバイクということを中

心にということかと思いますけれども、ファット

バイクに関しては、先日行われた流氷まつりでも

体験会が行われて、かなり好評だったということ

で、あと道立オホーツク公園でも体験試乗会が

あったというふうに聞いておりますけれども、そ

の参加人数とその評判はどうだったのか教えてい

ただきたいと思います。 

○大西広幸観光課長 流氷まつりにおきまして、

２月11日、12日の２日間にわたりまして、ファッ

トバイクの無料体験搭乗を行っております。参加

者につきましては２日間で延べ450名となってお

りまして、試乗した方たちの反応につきまして

は、雪の上で自転車を走らせるという、日常体験

しないような体験ができたというところと、普通

の自転車で雪の上を走ることができたということ

で、大変好評を得ております。 

 また道立オホーツク公園で開催しましたファッ

トバイクレースにつきましては、こちら道内の

ファットバイク愛好者の方がたくさん来ていただ

きまして、18名ほどの参加をして開催したところ

であります。 

○永本浩子委員 流氷まつりの会場では本当に

ファットバイクの評判がよかったようで、台湾な

どそういった方たちの呼び込みにと、最初はそう

いった話もあったかと思いますけれども、流氷ま

つりの経過を見て、インバウンドだけではなく

て、市内、道内、国内の方にも大変喜んでもらえ

るのではないかという、そういったちょっとうれ

しい先行きが見通せるようになったのではないか

と思っておりますけれども。現在市が所有してい

るファットバイクの台数は何台ぐらいあるので

しょうか。 

○大西広幸観光課長 現在、市のほうで所有して

いるファットバイクの台数は４台となります。 

○永本浩子委員 今４台ということで、１台お幾

らぐらいするものなのでしょう。 

○大西広幸観光課長 ファットバイクにつきまし

て、当市が購入したものにつきましては１台20万

円程度のものとなっております。 

○永本浩子委員 やはりなかなかいいお値段がす

るのだなと思いましたけれども、これを冬季観光

のかなめにするとすると、４台では到底足りない

という状況になるかと思いますけれども、今後の

購入予定というのはどういうふうになっているの

でしょうか。 

○大西広幸観光課長 現在所有している４台につ

きましては、体験、あとファットバイクを広める

という意味で取得しておりまして、市がプレー

ヤーとして事業を展開するわけではございません

ので、ファムトリップ等で受け入れしたお客様に

乗っていただくとか、体験していただいて商品の

造成をしていただくとか、そういう形で使用した

いと考えておりますので、現在のところ増車する

予定はございません。 

○永本浩子委員 そうですか。何かちょっと好評

なのにもったいないなという気もしますけれど

も。そういうスタンスで、今後は行くということ

なのですかね。どうなのでしょう。 

○大西広幸観光課長 ファットバイクにつきまし

ては、当市で所有している４台とサイクリングブ

ランド化形成事業というのがございまして、そち

らのほうで８台ほど本年度取得しておりますの

で、それもあわせて、網走市も一緒に事業をやっ

ている事業ですので、お借りしたりということ

で、使うときにファットバイクの行き来は可能で

すので、最大12台までは対応できる形になってお

りますので、新規取得せず対応したいというふう

に考えております。 

○永本浩子委員 そういう形でお金をかけずに貸

してもらえるというルートがあるということで、

ちょっと安心しましたけれども。何とかいい形で

持っていければいいかなと思ってます。 

 また、ちょっとほかのところから聞きましたけ

れども、今回冬の冬季観光というところで、冬の

カヌーについてもちょっと研究をしたいというよ

うな話もお聞きしてますけれども、その件はこの

事業の中には入ってないのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 本年度の新たなコンテンツ

の整備としまして、網走川で冬のカヌーの体験が

できないかというところで、商品として造成でき

ないかどうかを検証することとしております。 

○永本浩子委員 新しい挑戦ということで、これ

が軌道に乗ってくれば、また網走としてもひとつ

開けてくるかと思うのですけれども、カヌーとな

るとやはりガイドが必要になるかと思いますけれ

ども、そういったところはどのようにお考えなの

でしょうか。 
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○大西広幸観光課長 ガイドの養成、発掘につき

ましても、これから検討しなければならない懸案

ではありますが、小清水町のほうにモンベルさん

が来まして、モンベルさんの御協力を得ながら、

ノウハウがございますので、そういうノウハウを

活用して、こういう事業を検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○永本浩子委員 ではそういう心強い助っ人のお

知恵をお借りして、網走としてもまた新しい分野

に出ていっていただければと思います。 

 この冬季観光魅力向上事業のファットバイク、

また冬のカヌーというところ、ターゲットとして

は私は国内でも国外でも両方いけるのではないか

なと思いましたけれども、観光課としてはどのよ

うにお考えなのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 ファットバイクにつきまし

ては、新たな体験メニューコンテンツとして宣

伝、ＰＲしているところであるのですけれども、

当初、海外のメディアや旅行関係者を対象にセー

ルスコールをする際にファットバイクを宣伝した

ところ、台湾ですとか、そういう雪のない地区か

らしますと、雪の上で自転車に乗れるというのは

「興味がある」「おもしろい」「体験したことがな

い」ということでお話をいただいておりまして、

商品造成も検討したいというお話もいただいてお

ります。 

 また、国内、道外のお客さんにつきましても、

雪の上で自転車に乗るという、非日常的な体験が

できるということもありますので、そういう面も

含めてＰＲ、普及を図っていきたいというふうに

考えております。 

○永本浩子委員 私も台湾の方は自転車が大好き

ということで、サイクリング大会が網走で開催さ

れたときも、かなり大勢の方が台湾から来ていた

だいて、オホーツクを走っていただいたわけなの

で、台湾だけかなと最初思っていたら、流氷まつ

りのときのあの様子を見て、本当に台湾だけでは

なくて、道内、国内、子供たち、本当に楽しそう

に喜んでもらえるいい商品になるのではないかな

という思いで見ておりました。 

 こういった内容なのですけれども、情報発信が

これからどう宣伝していくかというところで大事

になってくるかと思いますけれども、この情報発

信のツールはどんなところを考えていらっしゃる

のでしょうか。 

○大西広幸観光課長 情報発信の方法につきまし

ては、先ほど申し上げました観光リーフレット、

冬のイベントのみを掲載したリーフレットとあわ

せましてＳＮＳ、市のホームページ等で周知をし

てまいりたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 そういった形で発信していただ

きながら、それとまた別で参加していただいた方

に、自分のフェイスブックとかＳＮＳを通じて、

すごく楽しかった、おもしろかった、またやって

みたいというような、そういった声を発信してい

ただくというのが、こちらからそういったいろい

ろなツールを使って発信するのにプラスして、か

なり大きな効果が得られると思うのですね、今の

時代はね。そういったところも、来ていただいた

方、乗っていただいた方にぜひ発信していただき

たいと、そういった働きかけも大事かと思います

けれども、この点はいかがでしょうか。 

○大西広幸観光課長 実際、パンフレットなどで

見て、どんなものかわからないというよりも、体

験した方にＳＮＳなどで情報発信していただいて

拡散していただくのが、より効果的な情報発信方

法だと思っておりますので、体験した方にはぜひ

そういう発信をしていただくように促していきた

いというふうに考えております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。ぜひよろし

くお願いいたします。 

 それでは次に、同じ76ページの天都山周辺花園

管理育成事業についてお聞きしたいと思います。 

 これ「はな・てんと」のことかと思いますけれ

ども、「はな・てんと」は本当に完全ボランティ

アの皆様でやっていただいていまして、いろいろ

大変だという声などいろいろな声を聞いておりま

すけれども、まずはこのボランティアの参加団体

数の推移を教えていただきたいと思います。 

○大西広幸観光課長 天都山周辺花園管理育成事

業、「はな・てんと」の事業なのですけれども、

こちらのボランティアの参加団体の推移でござい

ますが、直近３年間になりますが、平成27年度は

43団体885名、28年度につきましては41団体855

名、29年度につきましては41団体963名となって

おります。 

○永本浩子委員 わかりました。心配したほど

減ってはいないという捉え方でいいかと思います

けれども、かかわってくださっているこのボラン

ティアの皆さんからいろいろなお声も聞きながら
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やっている事業かと思いますけれども、市のほう

で掌握している課題というのはどういったところ

があるのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 課題につきましてでござい

ますが、ボランティアの登録人数につきまして

は、平成28年度と29年度と比べますとふえている

状況ではありますが、実際、定植、草刈りなどの

作業に来ていただいている人数につきましては減

尐しておりまして、１人当たりの作業量がふえて

いるというところで、ボランティアの皆さんも疲

弊してきているというところもございますので、

申し込みの団体、団体申し込みする際に区画の面

積を減らしてほしいなどという要望も出てきてお

ります。ですので、その課題を何とか克朋して、

ボランティアの皆さんにたくさん参加していただ

けるようにしていきたいというふうに考えており

ます。 

○永本浩子委員 やっぱり現実はそういうところ

かなと思いますね。ただやっぱり本当に「はな・

てんと」も網走の観光名所の一つにもなっている

かと思いますので、何とかいい形で持っていけれ

ばと私も思っております。 

農大生もかなり参加していただいているかと思

いますけれども、農大生の参加率というのはどれ

ぐらいになっているのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 農大生の参加率でございま

すが、済みません、ただいま人数等持ち合わせて

おりませんので、率につきましてはわかりません

が、農大さんの野球部などに、皆さんボランティ

アで賄い切れなかった面積を賄って、大変大きな

面積を賄っていただいている状況にあります。 

○永本浩子委員 本当に私も農大の方のおかげで

という話も聞いておりますので、本当にありがた

い話だなとは思っておりますけれども、市として

は今後の対応策というのは、どのようにお考えで

しょうか。 

○大西広幸観光課長 「はな・てんと」の作業に

つきましては、草取り作業が月１回ほどございま

して、それが一番皆さんの負担になっているとこ

ろであります。本年度、新年度につきましては、

定植前に除草剤をまきまして、ある一定程度草の

繁殖を抑える方策を検討しておりまして、それに

よりましてボランティアの皆さんの負担軽減を

図っていきたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 網走市に例えば園芸部があるような高校などが

あれば、またそういったところにお声かけもでき

るかと思ったのですけれども、なかなかそういう

のも難しいかと思いますので、何とかいい形でこ

の「はな・てんと」が続けられるように市のほう

もやっていただきながら、また現場の方の声、ま

たアイデアというのもぜひお聞きしながらやって

いっていただきたいと思います。 

 こういう大変な状況の中で言うのはちょっと考

えてしまうところもあるのですけれども、ある市

民の方から、「はな・てんと」はとてもきれいで

毎年写真撮影に行っているということなのですけ

れども、やっぱりいつも横並びの色違いの花のレ

イアウトということで、何かちょっとレイアウト

を変えるだとか、そういう試みはできないのだろ

うかという声をいただいたのですけれども、なか

なか大変なことかと思います。こういった点はい

かがでしょうか。 

○大西広幸観光課長 「はな・てんと」の花の並

び、デザインにつきましては、「はな・てんと」

運営協議会の中で協議して決定したものを定植す

ることとしております。実際の区画割り等の作業

につきましては、協議会の役員の方が中心となり

まして、手作業で行っておりまして、ロープを

張ってメーター数をはかって一つ一つ区画割りを

している状況にありまして、また新しいデザイン

にするとなるとかなり大幅な作業量の増加となり

まして、負担となりますので、現行、毎年花の並

び、配色等は変更はしております。毎年同じよう

な形にしてはいないのですけれども、横並び、委

員がおっしゃられた横並びの状態ではあるのです

が、花の色、場所等は変更しておりますので、本

年度以降もそのように対応していきたいというふ

うに考えております。 

○永本浩子委員 状況よくわかりました。 

 また、一応ボランティアの皆さんとの協議の場

でも、こんな声があったということは伝えていた

だいて、万々が一そういったことも考える余裕が

あるようでしたら、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは次に、同じ76ページの鉄道利用型観光

客誘客促進事業についてお聞きしたいと思いま

す。 

 これも新規事業ということで、ＪＲ発行のフ

リーパスの助成事業かと思いますけれども、事業
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の中身をお願いいたします。 

○高井秀利観光商工部参事 本事業の中身につい

てでございますが、ＪＲ北海道がピーチアビエー

ション、バニラエアと連携し販売するひがし北海

道フリーパス及びＪＲ北海道が外国人観光客に販

売する北海道レールパス、これを所有する方が網

走に宿泊する際にその宿泊料の一部を助成するこ

とにより、網走の誘客につなげ市内の宿泊客の増

強とあわせて石北本線、釧網本線の利用促進を図

ろうとするものであります。 

○永本浩子委員 ピーチとＪＲの提携でというこ

とで、網走の宿泊料を助成するということですけ

れども、その助成額というのは幾らぐらいになる

のでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 助成額でありますけ

れども、ひがし北海道フリーパスを利用する観光

客に対する助成が2,000円を1,000名、北海道レー

ルパスを利用する観光客に対する助成につきまし

ても2,000円を1,000名の利用を想定しておりま

す。 

 対象人数につきましては、ＪＲ北海道と協議を

させていただきまして、これまでのそれぞれのパ

スの利用実績等を鑑みて、こういった数字になっ

ております。 

○永本浩子委員 2,000名の方の分ということで

420万円の計上ということですけれども、こう

いった試みが本当に今、存続が危ぶまれているＪ

Ｒの利用促進につながっていけばと思っておりま

すけれども、今度は８月でしたか、釧路にもＬＣ

Ｃのピーチが入る予定になっていると思いますけ

れども、もしこの釧路にピーチが入った場合は、

このフリーパスに対する助成などそういったもの

はどうなるのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 ピーチを利用された

方への助成でありますけれども、ＪＲ北海道と

ピーチアビエーションの連携につきましては、新

千歳空港に降りられた方が対象で販売をされてお

りますので、新千歳空港に、８月１日以降は新千

歳空港に入られたお客様が釧路空港から出られる

という動きにも対応できるというふうに考えてお

ります。 

○永本浩子委員 釧路にピーチが入った場合も、

このフリーパスも使えるし助成も行われるという

ことで理解させていただきます。 

 また、これは新しい試みになるかと思うのです

けれども、こういったことをやっているというの

は、新千歳空港でＰＲするという形になるので

しょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 まずはＪＲ北海道さ

んとの連携になりますので、ＪＲ北海道さんの

ホームページ等でもＰＲをしていただこうと思っ

ておりますが、網走市と観光協会のホームページ

が統合することもありますので、そういったホー

ムページ、多言語化したホームページでもＰＲを

していきたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 そして、この対象になるのは、インバウンドの

外国人観光客のみということなのでしょうか。そ

れとも、国内の方でも利用可能ということでしょ

うか。 

○高井秀利観光商工部参事 ＪＲ北海道レールパ

スにつきましては外国人の方対象の商品でありま

すので、こちらはインバウンドとなります。ピー

チとの連携のひがし北海道フリーパスにつきまし

ては、ＬＣＣの利用者であれば買うことができま

すので、ＬＣＣのチケットを提示してフリーパス

を購入するという手続になりますので、そちらは

インバウンド、国内どちらでも対応できるかと

思っております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 平成30年は何とか2,000名来ていただければう

れしい話ですので、頑張っていただきたいと思い

ます。 

 それでは76ページ、同じページのオホーツクあ

ばしりツーデーマーチ負担金についてお聞きした

いと思います。 

 まずこのツーデーマーチの負担金なので、市が

どうこうということではないかと思いますけれど

も、昨年140万円だったものが90万円に減額に

なった理由をお聞きしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 オホーツクツーデーマーチ

負担金の減額の理由でございますが、平成29年度

につきましては、でっかいどうオホーツクマーチ

第30回記念大会ということで、記念品等の準備を

しましたので、その経費分を増額して要求してお

りまして、30年度につきましては平年並みの負担

金となったところであります。 

○永本浩子委員 減額の理由については了解いた

しました。 

 もう30年も続いているものということで、結構
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な方が、私の知り合いも全国いろいろなところの

ツーデーマーチに出かけていっている人がいるの

ですけれども、網走にはどれぐらいの方が来てい

らっしゃるのか、その参加人数の推移と内訳、道

内、道外、どういう感じになっているのか教えて

いただきたいと思います。 

○大西広幸観光課長 オホーツクツーデーマーチ

参加者状況でございますが、平成26年度につきま

しては延べ参加者数が1,044名、道内568名、道外

476名となっております。平成27年度、28回大会

につきましては、ちょっと数字が減りまして延べ

751名、道内461名、道外290名。平成28年、29回

大会につきましては延べ727名、道内373名、道外

354名となっております。昨年度、本年度の大会

につきましては延べ759名、道内428名、道外331

名となっております。 

○永本浩子委員 700名ぐらいの方が来ていただ

いて、道外からも350名前後の方が来ているとい

うことで、道外から来る方は網走市内の宿泊とい

うことが見込めるかと思いますけれども、そう

いった経済効果というのはどれぐらいと思って

らっしゃいますでしょうか。 

○大西広幸観光課長 先ほども申し上げました人

数につきましては、２日間延べ人数となりますの

で、実質の人数にしますと約半分の人数となりま

す。 

宿泊等による経済効果額につきましては、平成

29年度で経済効果額として720万円程度というふ

うに計算しております。 

○永本浩子委員 ある程度の経済効果は出ている

かと思いますけれども、今後このツーデーマーチ

は行っていく予定なのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 あばしりオホーツクツー

デーマーチにつきましては、ここ３年間程度は

700名程度で推移はしておりますが、平成26年ま

では1,000名以上の参加がありました。今、尐な

い状況が続いておりまして、なかなか参加者数も

ふえる見込みもないということと、このイベント

に対してもボランティア等の皆さんに御協力いた

だいておりますが、この方たちの御協力もなかな

か厳しい状況となっているということもございま

して、先日の実行委員会に諮りまして、あばしり

ツーデーマーチにつきましては平成30年度をもち

まして終了することとしております。 

○永本浩子委員 平成30年で終了ということで、

それにかわる事業として、アドベンチャートラベ

ル推進事業が今回上げられたのだと認識しており

ますけれども、このアドベンチャートラベル推進

事業について、簡単に事業内容をお願いいたしま

す。 

○大西広幸観光課長 アドベンチャートラベル事

業につきましては、このツーデーマーチにかわる

という意味での事業ではございません。マーチに

つきましては、平成30年度をもちまして終了とい

うことでございまして、こちらにつきましては、

ウオーキング等楽しみにしている方もいらっしゃ

いますので、また今後、市民向けのウオーキング

イベントなど、関係部署と相談しながら検討して

いきたいというふうに考えております。 

 アドベンチャートラベル推進事業につきまして

は、こちらはマーチとは別でして、シートゥサ

ミットというものを開催したいというふうに考え

ておりまして、こちらでは新たなコンテンツであ

りますシーカヤックの環境整備が必要となりま

す。こちらモンベルのオホーツク地域の進出を

きっかけに、モンベルですとか地元のプレーヤー

とともにシーカヤックなどで網走湖などでのカ

ヌーやカヤックのコンテンツ整備を進めたいとい

うところでございます。 

 また、シートゥサミットの実際開催に向けて、

現地視察等を実施してまいりたいというふうに考

えております。 

○永本浩子委員 アドベンチャートラベルという

ことで今度モンベルさんと提携をして、カヤック

と走ったり、そしてまた山に登ったりという、そ

ういったトライアスロン的な内容のもので、今度

新しく挑戦したいというふうにはお聞きしており

ますけれども、参加人数の予想と網走での宿泊や

経済効果というのはどういったところを考えてい

らっしゃいますでしょうか。 

○大西広幸観光課長 シートゥサミットは全国で

12カ所今開催されておりますが、定員は各大会と

も300名となっております。もし300名が参加した

場合には、こちらシートゥサミットは自転車とカ

ヤックと登山という３種目をやるわけですが、そ

の前日に環境シンポジウムというものを開催しま

して、人と自然との共生をテーマにしたものを開

催いたしますので、こちら１日開催ですが２日以

上の連泊が期待されるところであります。ですの

で、300名参加で皆さん宿泊をしたとすると、800
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万円程度の経済効果があるものというふうに考え

ております。 

○永本浩子委員 ツーデーマーチのかわりではな

いという先ほどもお話がありましたけれども、

ツーデーマーチをやめたとしても、またこういっ

た新しい事業が成功していけば、それを上回る経

済効果もあると思いますし、またこういったトラ

イアスロン的なものに興味を持たれる方というの

は、ある程度若い年代層の方になるかと思います

し、モンベルさんと提携することで、その情報発

信力というものが、網走にとってはとても大事な

力になると思いますので、この辺のところがうま

くいくように私も期待したいと思います。 

 最後にＡＢＡＳＨＩＲＩバルの魅力発信事業に

ついてお聞きしたいと思います。 

 ＡＢＡＳＨＩＲＩバル、何回かもう開催されて

いますけれども、さらにということかと思います

が、この内容をお聞きしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 ＡＢＡＳＨＩＲＩバル魅力

発信事業につきましては、平成28年度より実施し

ているＡＢＡＳＨＩＲＩバルの宣伝になるのです

が、本年度につきましては、新たにＪＲ観光列車

での車内販売、あとテレビ放送などを行ったとこ

ろ、市外からの問い合わせ、参加者などが増加し

ております。 

 来年度につきましては、ＡＢＡＳＨＩＲＩバル

を一つの観光コンテンツとしてさらに発展させる

ために、札幌でのイベントに参加してＰＲを実施

するものであります。また、メディアを通じた情

報発信も図れることから、また民放のテレビ、ラ

ジオなどのタイアップしたイベントに参加して、

ＡＢＡＳＨＩＲＩバルの魅力を発信したいという

ふうに考えております。 

○永本浩子委員 いろいろなメディアを使って札

幌まで出向いていって、ＡＢＡＳＨＩＲＩバルを

宣伝するというのは、とてもいいことだとは思う

のですけれども、実際私も何回かバルでお店を

回っていったときに、全部の店ではありませんけ

れども、やっぱりバルだと１品しかないというこ

とで、余り歓迎されていないと感じるお店もあっ

たのも事実です。そしてまたバルだけで札幌、道

央圏から人を呼ぶというのはなかなか難しいかな

ということも感じますので、これを成功させるた

めには、本当に飲食店の方たちとも心を一つにし

てやっていっていただきたいと思いますし、また

先ほどの話ではありませんけれども、ＳＮＳで

せっかく来たけれどもがっかりだったみたいなこ

とを発信されると、それこそマイナスになってし

まいますので、その辺のところ、しっかりと取り

組んでいっていただきたいと思います。 

 以上で、私の質問は終わらせていただきます 

○金兵智則委員長 ここで暫時休憩します。 

午前11時02分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時13分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 栗田委員。 

○栗田政男委員 それでは４日目の質疑に入りた

いと思います。 

 ずっと出られてる方は大変疲れてるのかなと思

いますが、これも網走の未来にとっては大切な審

議ですから、もう尐しの間頑張ってやっていただ

きたいと思います。 

 それでは農業委員会のほうで１点質問がござい

ます。 

 予算上アップしている、当然のことなのですけ

れども、まずはその概要について、予算のかかっ

た理由についても含めてお願いをいたします。 

○本間保司農業委員会事務局次長 農業委員会費

の増額の御質問でございます。 

 昨年29年度の予算に比べまして要求額で178万

円の増となっておりますが、この内訳につきまし

ては、農業委員報酬額の引き上げに係る財源とし

て122万4,000円、その他例年行っております農業

行政視察の訪問先が本年は道外というふうになっ

ておりますので、それに係る旅費と合わせまして

８月24日札幌市で開催されます東北北海道農業活

性化フォーラムへの参加旅費を計上いたしまして

の増となっております。 

○栗田政男委員 昨年の８月まで、この議会側か

らも出向という形なのかどうかは別にしても出向

させていただいてました。２名、たまたま私の会

派の古都委員と私が農業委員会のほうに出向させ

ていただいていました。 

国の法改正によりいろいろな制度が変わったの

ですが、大きく変わったのは選挙制度です。今ま

では選挙によって農業委員というのは選ばれてい

たのですが、首長、市長の任命制という形になり
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ました。その中でいろいろと、そこに選ばれる人

たちの縛りも変わってきたということで、残念な

がら私たち議員のほうは今回からは出向できない

ような状況になってます。 

 それは国の改正なのですが、その中で私いろい

ろ調べさせていただいたのですが、やはり今その

農業委員会の制度、国が決めることなのですが、

何分にも、この当地の農業情勢とはちょっと乖離

してる部分があるのかなということを強く感じま

した。というのは、私どものこの地域というのは

農業のウエートというのは非常に高い地域であり

ますし、農業者の農業意識というのは日本一僕は

高いというふうに認識をしております。なぜかと

いうと、それだけ市場生産もありますし、広大な

土地を使いながら収益を上げてる部分では、ほか

に絶対負けないだけのものがあるということを感

じています。 

 そういう中で、今回、月１回農業委員会での総

会をやってらっしゃると思うのですが、月１回、

真摯に審議をしなくてはいけないという大変な重

責を担って毎月集まっていただいてやってらっ

しゃる。 

もっと言うと、それだけではないのですね。農

業委員の皆さんというのは日々、自分の回り持ち

分のエリアのいろいろな農地に対しての認識を持

ちながら、パトロールなり、いろいろな状況、そ

の他、場合によっては農地転用の話もあろうかと

思います。そういうことを日々真摯にやられて、

今までその部分というのはほとんどボランティア

に近くやっていただいていた現状があります。 

これを何とかしていただかなくてはいけないな

ということで、原課のほうにも個人的にはお願い

をしていた経過はありますけれども、今回、些尐

ではありますが、そういうことが可能になったと

いうことで大変うれしく思っています。 

 そういう中で、ぜひとも市民の皆さんにも、こ

の網走市の農業委員会がしっかりと仕事をしてそ

の重責を担っているということを認識していただ

きたいのと、特に土地の売買あっせん、賃貸に関

しては、非常に重要なウエートがあります。です

から適正なる価格で、今そういうことが行われて

いる。農業委員会が中に入りながら、ほとんどの

場合が今入る形になっていると思いますけれど

も、非常に機能しているということで、そこも認

識をしていただきたいのと、そのおかげで網走市

の耕作放棄地はほぼないと、ゼロに近い。 

これも日本の中では誇ることですし、本州のほ

うはほとんどが放棄地になっているという地域も

ありますから、そういう面からすると、私どもの

この網走市当地の農業委員会のウエートというの

は非常に高いのかなと思います。 

 その中で今お聞きした視察の予算も尐し上げ

た、今回余分にかかるということなのですが、僕

はこの部分はぜひともしっかりと予算を担保して

いただきたいなというふうに思っています。 

なぜかと申しますと、私ばっかり話していて質

疑にならないのですが、昨年札幌のほうでシロシ

ストの緊急対策で私たちも参加しながら、現場の

声を聞かせていただきました。行ってみないと絶

対わからないことがそこにあるわけです。ですか

ら、農業委員の方は農業を実際にやられて、経験

も豊富なプロパーの方であります。国のほうとし

ては若年者とか女性の方を入れてくれということ

を盛んに言っているのですが、私はそんな簡単な

ものではないなと、中に入っていて感じました。

やはりある程度の人生経験、キャリアがあって初

めてその重責は果たせるのかなというふうに思い

ますし、そういう面で冒頭に申しましたように、

国の政策というのは案外こっち向きではないなと

いう気がしてなりません。 

それはそうとしても法律ですから、しっかりそ

の中でやっていただきたいなというふうに思いま

すし、今後はいろいろなことで、当市においても

やっぱり今一番喫緊の課題というのはシロシスト

の防除だと思います。それも農業委員会の、直接

農業委員会が関係するわけではないですが、今後

いろいろな形で出るかと思います。一方的な話に

なりましたので、質疑というか、増額されて非常

にうれしいということをお伝えして、次に進みた

いと思います。 

 次ですね。それでは、商工のほうの予算書では

74ページになります。企業誘致推進事業について

お伺いをいたします。 

 まず企業誘致推進事業の事務費として 39万

5,000円、企業誘致プロモーション事業として50

万円の予算が計上されております。この中身につ

いて今回の概要を教えていただきたいと思いま

す。 

○田口徹商工労働課長 企業誘致推進事務費と企

業誘致プロモーション事業の関係ですけれども、



 

－ 131 － 

企業誘致推進事務費におきましては、これまで誘

致した企業と、それから誘致をすることにかかわ

るいろいろな事務、例えば道の補助ですとか、工

場立地法の関係ですとか、そういう手続の関係等

で行われる事務費、さらにそれにかかわる旅費等

に使うための予算となっておりまして、 39万

5,000円が計上されているところです。 

 それに対しまして、企業誘致プロモーション事

業ですけれども、こちらにつきましては、主に道

外企業を対象に企業誘致したところに対するフォ

ローアップが中心となっております。またそれに

伴いまして波及する企業誘致等に向けての旅費等

の予算となっておりまして、予算額は50万円と

なっております。 

○栗田政男委員 この質問に対しては、私はこの

場でも毎回のように質疑してますけれども、企業

誘致、網走市は非常にうまくいってるモデルケー

スではないかなというふうに思ってます。過去さ

かのぼればいろいろな企業が、今網走当市におい

て事業をされていることによって、当市において

非常にメリットがある。 

そういうことも踏まえれば日体大も僕はある面

で企業ではないですけれども、企業誘致の一つの

形なのかなというふうに思ってますし、もちろん

バイオマスの発電の関係もやはり立派な企業誘致

であります。そういう事業をどんどん推進するた

めに、ちょっと予算がプアなのかなという気がし

ますが、原課としては十二分に担保してるとい

う、確保したというような考えでよろしいのです

か。 

○田口徹商工労働課長 一定の予算を計上したと

いうふうに考えております。 

○栗田政男委員 たまたまですね、今世界の中で

一番の企業といいますと、伸び代のある企業とい

うのは、皆さん御存じのようにアマゾンですね。

20年前私が行ったころは本だけを小ぢんまりと

やってる会社でしたが、今世界的な企業で、今第

２の本社をつくるということでアメリカじゅう、

カナダも含めて奪い合いの闘いをやってます。 

やはりこれも何度も申し上げてますが、網走に

来るメリットがないと企業は来ないということが

重要であります。だから網走に来て、この遠隔地

に来てもらうためにはいろいろなリスク、コスト

もかかるわけです。だから、そういうものをクリ

アした中で、網走ならではの特典がそこにつかな

いと、企業はやはり気持ちだけでは来てくれない

ですし、やっぱりその数字というものが必要にな

るのかなという気がします。 

だからそれも含めてしっかりとこの部分は継続

的にやるべきですし、今後ますます当市のような

地方都市にとって、中央部の力のある企業の進出

というのはいろいろな経済効果が期待されるの

で、僕は必要になるのかなと思いますので、推進

をしていただきたい、具体的な策ももっともっと

練っていただければなというふうに思います。 

 次、行きます。 

 今お話しした再生可能エネルギー活用事業であ

ります。 

 これについては、本年度の新しい事業だと思い

ますが、まずはこの概要についてお伺いをしたい

と思います。 

○日野智康商工労働課参事 再生可能エネルギー

活用調査事業の内容についてですけれども、本年

度は再生可能エネルギー活用調査というのを実施

いたしまして、再生可能エネルギー発電所から出

る廃熱を利用した活用事例だとか、バイオマス発

電環境における活用モデルなどを調査委託して実

施しているところです。調査結果の報告につきま

しては、現在報告内容をまとめていただいている

状況です。 

 新年度につきましては、今後、バイオマス発電

に取り組む事業者から事業拡張の計画が予定され

ていることもありますので、報告いただいたモデ

ル事業などから、当市の気象条件等を踏まえ廃熱

を利用した可能性があるか、誰がどう取り組むか

などの事業スキーム等について、検討していきた

いという事業内容でございます。 

○栗田政男委員 能取にできる発電所の２期工事

に絡んだお話という答弁でした。 

 昨年この質疑をしたときに、残念ながらその計

画段階のうちからそういう活用方法を考えていな

いと、そういう施設はなかなか入れられないとい

う答弁をいただいてます。今回はその計画の段階

で当然入れられるという予定で、こういう事業を

組んでるのだと思います。 

 これ非常に大切な事業でありますし、能取の地

域ですから、当然ある程度の温度が出る、温水が

発生するということは聞いていますので、ただ高

温ではないので、なかなかその活用というのはど

うのこうのという話も聞いてます。が、やはりそ
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れを有効に活用するというのはこの発電所に限ら

ず、当地においても、特に冬季間のいろいろな産

業の発展のためには必要なものではないかなとい

うふうに思います。 

例えば、港の中に養殖の生けすをつくってみた

り、先ほど農業委員会の話をしましたが、全国各

地農業のそういうハウス栽培は、農業委員の皆さ

んは視察をして研究をしてらっしゃいます。で、

彼らは農業のプロパーです。その作物をつくると

いうことにかけてはプロ中のプロであるというふ

うに思います。そういう方々が、温度あるもろも

ろ活用して水耕栽培、一番ベストなものを多分選

べるはずですし、当市において、この極寒の網走

であってもしっかりとした活用方法というのは見

出すべきではないか。それによって雇用とかいろ

いろなものが活性化していくのではないかという

ふうに考えます。 

ぜひともこの部分はしっかりと検討をしていた

だきたいと思うのですが、その２期工事につい

て、言える部分で結構ですから、現在つくられて

いるものよりはかなり大きいというふうに聞いて

るのですが、そのわかる範囲で答弁をいただけれ

ばというふうに思います。 

○日野智康商工労働課参事 まだ計画段階ではご

ざいますが、規模としましては 10メガ規模、

9,900キロワット規模ということでお伺いしてい

るところでございます。 

○栗田政男委員 ごめんなさい。この現在、今つ

くられているものは何キロのものですか。 

○日野智康商工労働課参事 今の１号機、取り組

んでいる部分については発電規模出力1,999キロ

ワット、売電量1,720キロワットアワー、年間の

売電量は1,366万2,000キロワットアワーというこ

とでお伺いしているところでございます。 

○栗田政男委員 かなり大きなものができるとい

うことなので、当然エネルギーもそれだけ発生す

るわけですから、ぜひともこの事業を成功させて

いただきたいですし、地域が単なる発電という形

だけでなくて、ほかの付随する産業がどんどん発

展するように。 

 日体大ですが、きのうの質疑の中にもありまし

たが、網走に来ていただいています。ただ、全国

どこを探してもなかなか障がいのある子たちの働

く場所というのは多分尐ないでしょうし、受け入

れる企業、幾ら法律を改正してもなかなかそれは

簡単にはいかないというのが現状だと思います。

そういう中で、あそこにいる子供たちが、将来に

わたって網走市の地に永住してもらったり仕事を

しながらやってもらうことによって、いろいろな

また違った交流、経済効果というのも生まれてく

るというふうに考えてますので、すごく期待する

事業ですから、農業に限らず、漁業も含めて、こ

の地域というのは漁業も盛んな地域ですから、真

剣に取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。 

 続きまして、観光のほうに入ります。 

 先ほど鉄道の利用型観光についての、永本委員

のほうからの質疑がありました。これについて聞

こうと思ったのですが、概要を確認しました。た

だＬＣＣを使われる方の客層というのですか、そ

れをきっちりと押さえて、マーケティングしてお

かないと、この事業が成功のほうに行かないので

はないかと。ＪＡＬやほかの普通の航空会社と同

じような感覚でこの事業を考えると、僕は個人的

にちょっと厳しいのかなという気がするのです

が、原課のほうの見解をお願いいたします。 

○高井秀利観光商工部参事 今回はピーチさんで

ありますけれども、釧路就航がピーチさんであり

ますので、ピーチさんの主な利用者層ということ

でありますけれども、ピーチさんのほうからは情

報をいただいておりますので、そういったター

ゲットを設定しまして、いろいろな施策を打って

いくというふうに思っております。 

○栗田政男委員 その辺はちょっと言い方がはっ

きり言えないところもあるのですが、明らかに普

通の航空会社と格安航空というのはやっぱり使わ

れる方の収入層というのですか、それは明らかに

違ってくる部分があるので、それによって旅行の

形態というのも変わってくるという意味でお伺い

をしたのですが、その辺も注視しながら、ただし

活用として、これはもう市長も含めて、女満別空

港にぜひともＬＣＣを入れたいというのは私たち

も含めてみんなの悲願なのですよ。入ればみんな

で活用できるし、余分なサービスだとか、そんな

ものは要らないからぜひとも入ってほしいという

ことが一つの悲願でありますし、ぜひともそうい

う動きも並行してやってほしいのですが、この面

についてはぜひとも、せっかくやるのですから形

をつくって成功しなければ何の意味もない。ただ

やるだけではどうしようもないということを申し
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送って、来年度までの間見させていただきたいと

思います。 

 最後になりますが、オホーツク網走マラソンに

ついてお聞きをします。 

 ３年間、大変成功裏に進まれて実績もついてき

たマラソンであります。これが観光部が所管する

というのは、当初違和感が皆さんありながら、普

通であればスポーツ課の所管ですから、教育委員

会の所管になるのでしょうけれども、多分その当

時の議論も踏まえて、市長がその経済効果という

ものを重視しながら、なおかつ湖畔園地の活用と

いうことも命題ではなかったのかなというふうに

思います。そういう中で３年間やられてきたこ

と、成功裏に終わってきたことは高く評価をした

いと思います。 

 本年度、予算は変わらないようなのですが、聞

くところによりますと、若干最後の部分の収穫祭

が変更になるということをお聞きしてるのです

が、その辺についての概要を教えていただきたい

と思います。 

○高井秀利観光商工部参事 オホーツク網走マラ

ソンの併催されてきた事業についてでありますけ

れども、フィニッシュ会場で開催されておりまし

た市民向けの併催イベント、「うみ」と「大地」

の収穫祭につきましては、主催団体様の意向によ

りまして、来年度の実施は取りやめるということ

となりました。しかし、主催団体様からは参加ラ

ンナー向けのおもてなしへの協力は承諾をいただ

いておりますので、実行委員会として参加ラン

ナーを主な対象といたしました飲食ブースを設置

する予定でございます。 

 そのおもてなしブースの内容等につきまして

は、今後エントリー数等を考慮しながら、実行委

員会の選手対応部会を構成する関係団体と協議を

して決定をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○栗田政男委員 今まで主体となって収穫祭を仕

切っていただいた団体が、抜けられてサブに回る

という答弁だったというふうに思います。 

 ここで大事なのは、その団体がなぜ抜けなくて

はいけなくなってしまったかということもきちん

と検証を原課ではしたのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 主催団体様からは、

なかなか人的な面も含めて協力が難しいというふ

うにお話をいただきました。 

○栗田政男委員 もちろん議員の皆さんもいろい

ろなお話は聞いてますし、要望等も当然個人的に

は受けてると思います。なかなか議会の場でそれ

を言う機会というのはなかったわけですけれど

も、やはりボランティアで参加して、あれだけ大

きなイベントをやるというのは無理があるし、単

年度、次年度というか、２年ぐらいであればそれ

は何とかクリアはできるのですが、継続的にボラ

ンティアという形でああいう大きなイベントを

ずっと受け持つというのは、やはりそれは無理が

出てきて当たり前なのですね。そこは心配してい

て、原課のほうにも私何度も言いました。もっと

ちゃんときちっとできないのかと。 

例えばそういう労力のかかる部分は外注をして

予算をつけて、労力の軽減を図ってやることはで

きないのかということを言いましたけれども、現

実にはやってくれなかったというのが正直な話で

す。そうすると、結果的にこういうことになって

しまいます。 

 一つはやっぱりマラソンというすごくいい形

で、あの収穫祭が僕はある面でメーン事業のよう

な気がしてました。もちろんマラソンですから走

るのも重要なファクターなのでしょうけれども、

あの部分がやはり網走の一つの売り物ではなかっ

たかなというふうに思います。 

 今回やめるということではないということで安

心はしてますけれども、当然何らかの形でいろい

ろ市民の協力も仰がなくてはいけないと思います

が、私も若いときからずっといろいろなイベント

に参加をさせていただきました。正直言って、流

氷まつりにしろ、いろいろなものが形骸化をし

て、我々が一つの組織の中で駒になってしまって

いる感が否めないというか、私どもやっぱりそう

いう感覚はあったのは事実なのですね。どこかで

これはけじめをつけないと、我々はイベントをや

る団体ではないのだというような正直な気持ちが

あります。 

そういうことに今回なってしまわないようにと

いうことから、いろいろ注視しながら皆さんには

お願いしてた経緯もありますが、伝わらなかった

のは言い方が悪かったのか、やり方が問題があっ

たのかということはわかりませんけれども、ぜひ

ともそれを教訓にしていただいて、今後のそうい

うイベントの進め方、マラソンは始める段階に継

続的に長くやるということを答弁をいただいてま
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す。これは二、三年でやめてしまうと何の意味も

なくなってしまうので、ある程度の期間きっちり

やるべきものだというふうに認識をしておりま

す。これは皆さんの見解は一致してると思いま

す。そういう中で今回、大きな転換点ではないか

というふうに思います。毎年というか何回も参加

される方にとって、トーンダウンした感のないよ

うなしっかりとした対応ができることが、僕は必

要だというふうに思いますが。原課に聞いてもま

たいい答弁がないのですが、どうですか原課。 

○高井秀利観光商工部参事 フィニッシュ会場の

イベントにつきましては、今後も関係団体の皆様

と協力を仰ぎながら、いろいろ協議させていただ

きまして、いい方向で運営をしたいと思っており

ます。 

 オホーツク網走マラソンの魅力につきまして

は、参加ランナーの方からいろいろ御意見いただ

いておりますけれども、コースの魅力ですとか、

エイドの魅力、応援する方の魅力という、いろい

ろな魅力がありますので、その中の一つとして

フィニッシュ会場もあったというふうに認識して

おりますので、今後も参加ランナーの方の目線に

立って、今後も発展するようなマラソン大会の運

営を目指していきたいというふうに考えておりま

す。 

○栗田政男委員 特に若い人たちの団体が中心に

なって青団連というものが結成をされて、非常に

今まで春のカニ祭りだとか、いろいろなことで網

走を盛り上げてきていただいていました。いろい

ろな、参加団体、ただし参加団体もそれぞれ事業

を持ちながら、そのプラスアルファで青団連とい

うものがつくられて、その労力がまた上乗せに

なってしまったという現実があります。それほど

歴史のない団体ですけれども、しっかりと活動し

ながら一生懸命そのリーダーの方々はまちづくり

のために汗を流してこられて現在があるというこ

とであります。 

 若い人の力というのは非常にパワーがありま

す。これはやはりまちづくりの上で、絶対に必要

不可欠なものであり、そのパワーを有効にみんな

で活用していく、これは大切な事業であると思い

ます。そのために行政の人たちもしっかりと相手

のスタンスも尊重しながら、予算づけをしながら

事業に取り組んでいく。決して使い勝手のいい団

体という意識は当然持ってはいないでしょうけれ

ども、参加する側はそういう意識になってしまう

のも、これはやっぱりしようがないことだと思い

ます。その辺もしっかり議論しながら、できるな

らば今後の方向性として、いろいろなイベント等

は有償ボランティアに近いようなボランティアの

方法を、しっかりと考えていく必要性があるのか

なというふうに私は思ってます。 

 ひとつ、みんなでつくるまちですから当然それ

に参加して協力することはやぶさかではないと思

いますけれども、いろいろなことを検証しながら

考えて、ぜひとも理事者の皆さんには、そういう

視点を持っていただきたいということを申し述べ

て質問を終わります。 

○金兵智則委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 私のほうからもるる質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず初めに、交通対策事業についてから伺って

いきたいというふうに思います。 

 76ページの公共交通対策、まず質問というか、

私はこの事業がなぜ商工、ここで行われてるのだ

ろうというのが、当初から疑問に感じておりまし

た。というのは、公共交通を扱う課であるからに

は、利用者たる市民の目線というのが必ず必要に

なってくると思います。となると、商工となると

どうしても事業者の目線となり、きめ細やかな消

費者のニーズにこたえることができないのではな

いのかなというふうに考えるからであります。 

 そういった中で、事業者や市民団体とともに形

成される協議会、網走市地域公共交通活性化協議

会でるる議論が行われているのだと思いますけれ

ども、どのような方たちか集ってどのような議論

がされているのか、まずお伺いしたいと思いま

す。 

○田口徹商工労働課長 網走市地域公共交通活性

化協議会の関係ですけれども、組織としまして

は、関係団体としまして、北海道運輸局、オホー

ツク総合振興局、それから網走バスの労働組合、

網走商工会議所さん、それから中央商店街振興組

合さん。 

それから道路管理者の立場では北海道開発建設

部、建設部と道路事務所と両方入っておりますけ

れども、それからオホーツク総合振興局の建設部

のほうですね。それから網走市の建設港湾部、そ

れから警察、公安委員会ですね。 

それから公共交通関係事業者としまして、網走
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バス様、それから網走観光交通様、それから網走

ハイヤー様、網走北交ハイヤー様、市内の公共交

通機関ですね。 

それから利用団体、住民の方々ですけれども、

町内会連合会、それから老人クラブ連合会、小・

中学校校長会、それからバスの友の会などの利用

者団体。 

それから学識経験者として、オブザーバー的な

存在でもありますけれども、札幌大学経営学部の

先生。 

それから市としましては、市民環境部、健康福

祉部、教育委員会、観光商工部で組織しておりま

す。 

 協議内容ですけれども、網走市の市内路線の利

活用、それから利便性、今後のあり方等につい

て、議論をしているような状況となっておりま

す。 

 当然市民の意向というのは、住民利用者が入っ

ておりますので、市民の意向も酌んだ協議をして

いるというふうに考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 市民の方も参加した中で進められているという

ことですけれども、ここで何か成果が生まれて、

実際に運営に反映されているというようなことは

あるのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 この協議会をつくってか

らの新たな取り組みというものは、何度もここで

もお話しさせていただいておりますけれども、コ

ミュニティーバスの運行、これは協議会の中で検

討してきて実証試験をやって、実際に走らせてる

というような状況となっております。このコミュ

ニティーバスは当然西山線もありますし、二ツ岩

線のデマンドタクシーもあるという形となってお

ります。そのほか、バス停の整備ですとか、時刻

表の整備ですとか、あとイベントにおけるバスの

紹介とか、いろいろな取り組みをさせていただい

ているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 きめ細かに議論がされて、実際に反映されてい

る。特にコミュニティーバスの取り組みというこ

とで、この協議会の中から出てきて、今実際に試

験的にも含めて運行はされているということで理

解いたしました。 

 今後もこの協議会進められていくというふうに

思うのですけれども、今後の何かテーマという

か、どういうふうに進めていくというお考えがあ

ればお伺いしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 現在、人口減尐が進む社

会におきましては、今後のバスの利用状況がどの

ようになるのか。 

高齢社会になることによってふえるのか、一概

にふえるとも言えないのか、その辺もあります

し、そのような状況の中での交通手段、どのよう

な交通手段が望ましいのか。 

今年度からバス事業者と、バス事業者や専門家

の意見も踏まえまして、いろいろな検討をして、

現状の把握と今後の交通体系のあり方などについ

て、検討をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○川原田英世委員 やっぱり人口減尐、尐子高齢

化の中で、どのような形になっていくのかを見き

わめながら議論が進められていくということで、

協議会ではぜひそういったところから、細かな利

用体系にまで含めて議論を進めていただきたいと

思うのですが、担当課として、その協議会に臨む

に当たってどのような情報提供をして、どのよう

なスタンスというか、どのような形で臨んでいく

のかということも、非常に重要だと思うのです

ね。 

 二次交通圏から網走市内の公共交通全般につい

て、そこで議論をしていくということですけれど

も、この公共交通について、どのような形で人口

減尐の中でも維持していくのかを考えれば、やっ

ぱり利用者をふやしていくしかないというのが、

まず第一にあるのだというふうに思います。それ

について、どのような対策を講じているのか、ど

のような見当を持っているのかお伺いします。 

○田口徹商工労働課長 公共交通の利用者の増と

いうことですけれども、先ほど申したような取り

組みが利用者の利便性を高める取り組みというこ

とで、それによって利用の頻度を高めたいという

ふうに考えているわけです。 

そういうことから、バスの乗り方教室を行った

りですとか、見やすい時刻表をつくったりですと

か、またバス停の待合所の整備など、市民ニーズ

に即した取り組みを検討してきたところでござい

ます。 

○川原田英世委員 きめ細やかなところで検討さ

れているというふうにイメージとしては受けるの

ですね。やっぱり協議会の中でもっと大きな枞の
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中での議論を進めていただきたい。コミュニ

ティーバスの検証も含めてですけれども、コミュ

ニティーバスのこの形が果たしてよかったのか。

検証としてほかの形もいろいろあった、もっと小

型のほうがよかったのではないかとかですね。い

ろいろな形があるのだというふうに思います。そ

ういったことも含めて、ぜひ検証していただきた

い。 

検討協議会に入っている方からお話を聞くと、

協議会の中でどういった話をされてたのですかと

聞くと、いや、発言したの僕だけだよということ

で、いつもそうなのですかと聞くと、うん、誰も

話なんかしないよというような状況を伺っていた

ものですから、余り積極的に取り組まれていない

ような状況があるのかなというふうに把握をして

いたものですから、そこをぜひ工夫をして、特に

利用者の方からいろいろな状況、アイデアが出る

ような形で進めていただきたいと思うのですが、

そこについてはいかがですか。 

○田口徹商工労働課長 利用者の声を反映させる

ということですけれども、コミュニティーバスに

おきましても、西山通り線、それから二ッ岩線も

そうなのですけれども、利用頻度が尐ないという

ことで、地域の方々と常に協議をさせていただい

ている状況でございまして、地域の声を反映させ

たいというふうに考えております。 

 また郊外地区におきましても、その地域地域に

入りまして、その声を聞きながら、そこに合った

交通を目指していきたいと考えています。なかな

かそれが形にはなってきていないのは残念なとこ

ろではあるのですけれども、そのような考え方で

取り組まさせていただいております。 

○川原田英世委員 ぜひ利用者の目線、使用者の

声というのを大事にしていただいて、利用者増に

向けた取り組みを進めていただきたいというふう

に思います。 

 それと道のほうでは、道全体の交通網、この計

画をこれから検討するということで進められてい

るということで理解しています。さまざまな交通

網、航空、バス、鉄路等も合わせて総合的に計画

をつくっていっているのだというふうに理解して

います。 

 その中でそれを受けて、やっぱり網走市内も空

港から市内路線等に合わせてもより細かな、道の

ほうは大きな部分での交通網の計画をつくってい

るのだと思うのですけれども、それを受けてのさ

らにきめ細かな市内、市民の、また人口減尐に合

わせた、高齢化等にも反映した計画をこれからつ

くっていく必要があるのだというふうに思います

けれども、その点についてお考えをお伺いしま

す。 

○田口徹商工労働課長 先ほど今年度から、現状

の交通網について事業者等といろいろ意見交換を

し、意見交換といいますか、調査などをしていく

ということを申したところですけれども、そうい

う状況を行いながら、交通網計画の必要性等につ

いても検討していきたいという方向で考えており

ます。 

○後藤利博観光商工部長 ただいま課長のほうか

らもお話をさせていただいたのですけれども、公

共交通につきまして非常にタイムリーな話題でご

ざいまして、なかなか一朝一夕に解決のできる方

法が見当たらないというのが現実でございますけ

れども。 

ＪＲも含めまして、市内のタクシーまでいろい

ろな交通手段がありますけれども、各事業者が

個々別々に自分たちの持っている運行体系を、今

の現状で続けようということはなかなかもう難し

い状況になっているというふうに思っておりま

す。 

 そうしますと、例えば市内におきましても、Ｊ

Ｒから次何に乗り継ぐか、また家まではどういう

交通機関を用意したらいいのか。広域の部分から

かなり細部にわたってまで、全体的に総合的に考

える必要があるというふうに思っております。 

 そういう中におきましては、今の事業者、それ

から学識経験者のお話も必要になりますし、特に

住民の方がどういうふうな考え方をお持ちになっ

ているか。それから人口減尐社会、これは単純に

高齢者がふえていく、比率としては多くなってい

きますけれども、果たしてそれが各公共交通機関

がふえる要因につながるのか。全体としては減る

わけですから、そういう分析がしっかりできてい

るかどうか。そういう原点に立ち戻った中で、広

域的に総合的に考えていく必要があるのだろうと

いうふうに思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 公共交通のベストミックスというか、接続を含

めていろいろな形で考えていかなくてはいけない

というところだろうと思います。 
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 そして、また人口減尐に向かって考えなくては

いけないのは、やっぱり守るということと利用者

をふやす、つまり育てるという観点、そこから

しっかり実らせていくというこの三つだというふ

うに思うのですね。守るというのは、やっぱりい

ろいろな補助の形等は守る。さらに利用促進させ

るための政策というのはなくてはならないと。 

人口減尐になりました、高齢化になりました、

免許返納者がふえました、公共交通のニーズがふ

えましたとなったときに、でもこれまで取り組み

がなかったから、そのときはもう公共交通ほとん

どなくなってましたよなんていう事態が、もしか

したら起こってしまうかもしれない。そういった

ことに強い危機感を持ってる人が多くいると私は

思っています。それに向けて、やっぱり計画をつ

くっていくということは絶対に重要だというふう

に思いますので、そこはしっかりと取り組んでい

ただきたいなと、これ要請させていただきたいと

いうふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 女性高齢者就労支援事業について伺いますが、

これまでの取り組みと成果について伺いたいと思

います。 

○田口徹商工労働課長 女性高齢者就労支援事業

でございますけれども、平成29年度の取り組みで

すが、まず最初に女性就労支援事業ですが、これ

につきましては、昨年８月18日におきまして、エ

コーセンターで、北海道女性活躍支援センターか

ら講師を招いてセミナーを開催してきたところで

ございます。参加人数は29名で一昨年からこの事

業を始めているのですけれども、平成28年度の11

名よりも多い人数が集まってきたような状況と

なっております。 

 セミナーでは、多様な働き方をしている女性の

紹介や自分らしく働くにはどうすべきか、それか

ら、家庭と仕事の両立などが紹介され、さらには

参加者個人の就労についても考える時間が与えら

れるなどのワークにも取り組み、実践的なメ

ニューが行われ、講義後におけるアンケートでは

29名中21名が満足したという回答のアンケート結

果となっております。なお、今回の参加者のうち

３名の方が、その後就労が決まっていたり、働い

ているというような一定の成果も見えているとこ

ろでございます。 

 次に、高齢者の取り組みでございますけれど

も、これは女性セミナーと同じ日に、高齢者向け

の合同企業説明会をエコーセンターで行ってきて

いるところでございます。こちらは、企業数が参

加９社で、面談参加者は27名でした。このマッチ

ングには女性セミナーに参加している人も出てほ

しいという意図があって同じ日にやったわけです

けれども、女性の参加も数名確認はしているとこ

ろでございます。このマッチングでは、４社に４

名の就労が決まったということで、こちらについ

ても一定の成果があったものと判断しているとこ

ろでございます。 

○川原田英世委員 実際に就労につながった方が

いるということで、成果があったものということ

で理解をいたしました。 

 この事業、成果があったということですが、今

年度はちょっと予算が減額になっていますけれど

も、30年度の事業内容はどのような内容になって

いますでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 30年度の事業ですけれど

も、ことしの女性セミナーにつきましては、今ま

でやってきた女性セミナーと同じ趣旨を持つ団体

がフォーラムを開くということで、そのフォーラ

ムを補助する形を考えております。団体名はオ

ホーツクキャリアデザインネットワークというと

ころで、オホーツクキャリアデザインフォーラム

2018というのを本年４月18日に開催するというこ

とで、そこを支援していきたいというふうに考え

ております。 

 こちらのほうは、オホーツクに住む22名の女性

で、中に網走市の在住女性の４名も含んだ団体と

なっておりまして、事業の趣旨は我々がやってい

るセミナーとほぼ同じということで、これにより

多くの市内の女性に参加していただき、今後の就

労につなげていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 あと、高齢者のマッチング事業につきまして

は、昨年同様行いたいというふうに考えていると

ころですけれども、マッチングにつきましては、

会場費程度のお金しかかからないので、予算は減

額になっているような状況となっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 22名中４名が網走の方、これオホーツクという

ことですから、圏内管内幅広くお声がけをして

フォーラムを行うのだとというふうに思います。

実り多いものになるようにということで、ぜひ開
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催に向けて、市も協力体制をしっかりととって

いっていただきたいなというふうに思います。 

 次に移ります。 

○金兵智則委員長 川原田委員の質疑の途中です

が、ここで昼食のため休憩とします。 

再開は、午後１時といたします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 川原田委員の質問を続行します。 

川原田委員。 

○川原田英世委員 次に、エゾシカ侵入防止柵設

置管理助成事業についてお伺いいたします。 

 この事業ですけれども、これまでも取り組みは

されていると思うのですが、30年度これは新規設

置なのか、管理なのか、内容をお伺いしたいと思

います。 

○梅津義則農林課長 30年度の予算は、13年度か

ら15年度に整備をされました防止柵に対する車両

の借り上げ代等の現地確認費用及び鹿柵補修費用

の２分の１について、予算の範囲内で助成をする

ということでございます。 

○川原田英世委員 つまり管理ということで、全

体のかかる経費の２分の１以内をということで理

解をいたしました。 

 これに関連して次のほうに、林業のほうで鳥獣

害防止対策事業というのがありますが、この事業

についてもあわせて内容をお伺いしたいのです

が。 

○梅津義則農林課長 こちらですが、農業被害を

与える可能性のある鳥獣として、エゾシカですと

かヒグマ、キツネ、ハシブトガラス、ハシボソガ

ラス、あとドバトですとか、キジバト、アライグ

マ、こういったものを対象に被害防止を図るとい

うような事業になってございます。 

○川原田英世委員 被害防止を図るということ

で、きっと猟友会に対して何かしらのということ

だと思うのですけれども、これは猟友会等が駆除

した実績に対しての補助なのか、どういった中身

なのかをお伺いします。 

○梅津義則農林課長 こちらは計画に基づき駆除

をするための駆除費用ということで。 

○金兵智則委員長 答弁調整のため、暫時休憩を

いたします。 

午後１時03分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時08分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き再開いたし

ます。 

 質疑を続行します。 

川原田委員の質疑に対する答弁から。 

農林課長。 

○梅津義則農林課長 有害鳥獣駆除の関係でござ

いますが、４月から９月の間に猟友会によって有

害鳥獣300頭を駆除していただいておりまして、

それに対して委託料として241万5,000円を計上し

ております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 増額になってる部分は、その部分が増額になっ

ているということなのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 今年度は昨年度からの予算

と比較して増額になっていることにつきまして

は、平成29年度まで八坂のごみ処分場に、駆除し

た鹿を埋め立て処理をしていたということなので

すが、平成30年からは処分場での処理ができなく

なったということで、そちらのほうは業者のほう

に委託をして処理していただくという必要が出て

きます。その配送費、それと湧別町の化製処理場

で処理をしていただくことになるのですけれど

も、そちらの処分料ということで計上しているた

めでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 処分料というのがかかってくるということで

す。できれば有効活用できればとは思うのですけ

れども、なかなか全部というのは難しいですし、

そこの部分はまず理解をいたしました。 

 ここで１点聞きたいのですけれども、さまざま

エゾシカを含めていろいろあると思うのですけれ

ども、有害鳥獣による農業被害額というのは把握

してますでしょうか。 

○梅津義則農林課長 農業被害額につきまして

は、平成26年度が5,218万円、27年度が4,429万

円、平成28年度が4,232万円ということになって

おりまして、てん菜、イモが主に被害を受けてい

ると。一番多く被害を与えているのはエゾシカで

あるといった状況になってございます。 

○川原田英世委員 エゾシカが一番大きな被害と

いうことで、エゾシカ対策は全道的にもさまざま
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取り組みを行われているところであります。 

 自衛隊とかと協力してヘリからなどということ

もニュースで報道されていましたけれども、かな

り大きな被害額、網走市内でもあるということ

で、そういった取り組みが必要になってくるのか

どうなのかというところなのですが、いずれにし

てもハンターの方たち、猟友会の方たちの協力が

必要になってくるというふうに考えています。 

 その中で狩猟免許取得支援事業について、これ

についてはちょっと予算が減ってるのですけれど

も、どういった背景があって予算が減額になって

いるのかをお伺いします。 

○梅津義則農林課長 今年度の予算の減額理由と

いたしましては、過去の助成支援者の実績を精査

した結果に基づく予算措置となっております。 

○川原田英世委員 実績に基づくというところな

のですけれども、そこの部分がちょっとどういっ

た形で行われているのかなと思うのですが。 

この支援を受ける、取得の支援を受けるのには

どういった窓口で、どういった情報をもとに、狩

猟免許を取得しようと思った人が、この支援を受

けられるような形になっているのか、その窓口と

いうか、そこも含めてお伺いしたいのですが。 

○梅津義則農林課長 窓口ということになります

と、市役所の農林課耕地林務係のほうが窓口に

なっております。 

 それで受講者につきましては、猟友会が行いま

す狩猟免許の予備講習会のほうにほとんどの方は

参加されると思いますので、猟友会のほうにそう

いった補助制度がありますというチラシの配付を

お願いして、周知をしているということでござい

ます。 

 助成の対象者は狩猟免許試験受験者で、猟友会

に入会していただくということが条件になってご

ざいます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 私も実は免許を取っていまして、かなり若い方

たちが取りに行ってるのですよね。ふえているの

です。環境省でデータとっていますけれども、24

年以降は若い方というか、20から60代の方でハン

ターの方はふえていっているということで。 

ただ全体としてはやっぱり高齢の方がリタイア

しており、更新時期が短くて更新しなければ自動

的になくなってしまうので、リタイアしている方

たちのほうが多いということで、増減については

やはり減尐傾向があったということで理解してい

ます。 

 事業の目的としては、やはりそういう方が免許

を取得して猟友会に入って実際に取り組んで行う

ということが必要なわけでありまして、そこは

しっかりとリンクしているのだということがわか

りました。 

 ただ、そこで実績が減っていっているというの

は、取ってる人は多いのだけれども、取ってる人

が猟友会に入っていないのだということがひとつ

課題にあると思うのですね。そこら辺、お考えあ

りましたらお伺いしたいのですが。 

○梅津義則農林課長 先ほど申し上げました狩猟

免許の予備講習会に参加された方については、ほ

とんどの方が猟友会のほうに入っていただいてい

るのではないかということで認識をしているとこ

ろでございます。 

○川原田英世委員 そういう認識をされてるとい

うことですが、入っていない方もいるというふう

に私も行って気づきましたので、ぜひ、さらに周

知して、減額になってますけれども、さらにふえ

ることを工夫して取り組みを進めていただきたい

というふうに思います。 

 次に畜産関係施設管理運営費、市営美岬牧場管

理、こちらのほうの事業についてお伺いをしたい

というふうに思います。 

 これまで指定管理ということでされていたの

が、それが過去にも伺いましたけれども、なかな

か見つからない状況が続いていたということで、

今回事業が変わっていったというふうに思うので

すけれども、こういうふうになっていったここま

での経緯について改めてお伺いします。 

○梅津義則農林課長 指定管理者を昨年、募集を

したのですけれども応募がなくて、その後、今の

利用者ですとか、ＪＡさんなどとその後の管理を

していただけないかということで、いろいろ協議

をしたのですけれども、その話し合いが思ったよ

うにうまくまとまらずに、今回は指定管理をして

くれる事業者がなかったということで、今回は市

が直接維持管理を行っていくという方向で、今回

の条例改正に至っております。 

○川原田英世委員 ということで、条例のほうで

も上がっているところではありますけれども、こ

れによって管理の仕方、どのような中身が変わっ

てくるのかをお伺いします。 
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○梅津義則農林課長 今後は預託を受けずに管理

をするということで、あそこの牧場は牧草がとれ

るということで採草地として管理していくという

ことが望ましいということで考えております。 

 また、能取岬につきましては、観光地であると

いうこともございますので、景観的な配慮も必要

と考えまして、採草により市が維持管理を行っ

て、景観を保っていくといったようなことで考え

ております。 

○川原田英世委員 景観を保っていく上で、そう

いったことで取り組みを行うということですが、

牧草について売却するというような方向だという

ふうに伺っていたのですけれども、それに対して

収入で計上されていると思うのですが、これはど

のような見込みで収入計上しているのかをお伺い

します。 

○梅津義則農林課長 今回牧草ロールを売却し

て、281万1,000円の歳入を見込んでおります。 

 その内訳としましては、まず１番草を刈ったと

きのロール代を2,500円といたしました。それ

と、２番草を刈ったときのロール代を1,000円と

見込んでおります。それぞれ１番草が960ロール

で 240万円、それと２番草が 411ロールで 41万

1,000円の歳入を見込んでおります。 

 牧草ロールにつきましては、生産物の品質です

とか物価などに左右されることから、こちらのほ

うは、また金額については売却する時期に改めて

積算をし直す必要があるのではないかと考えてお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 美岬牧場、名前もすばらしいですし景観もすば

らしい、観光としても大きな資源になり得る場所

だというふうに思いますし、いろいろ使ってもい

ただいているのだというふうに思います。 

 その牧場ということで、そこの牧場のほう見て

もすごくきれいですね、岬のほうから。そういっ

た意味で、いろいろな活用方法もあるのではない

かと思うのですが、何か検討されているようなこ

とがあるのか、ちょっとお伺いしたいと思います

が。 

○梅津義則農林課長 委員おっしゃるとおり美岬

牧場、非常に風光明媚なきれいな場所でありま

す。今現在も観光地として使われているという現

状もありますが、美岬牧場が観光資源としての側

面もあるということは認識はしておりますけれど

も、国定公園の特別地域内であることですとか、

敶地の大部分が借地であるというようなこともご

ざいますので、あまり過度な改編というのは行え

ないということもございます。 

 そういったこともございまして、本年度につき

ましては、景観保全、あと害虫対策というような

こともありますので、採草いたしまして維持管理

を継続していくという計画にしているところでご

ざいます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 維持管理をし続けながらも、さまざま検討して

いっていただきたいというふうに思います。 

 次に移ります。 

 新製品プロモーション支援事業についてお伺い

いたします。 

 若干減額ということになってますが、30年度の

取り組みの内容についてをまずお伺いいたしま

す。 

○田口徹商工労働課長 新製品プロモーション支

援事業ですけれども、まず事業内容から簡単にお

話ししますが、市内の中小企業者等がおおむね５

年以内に開発製造した新製品、新商品を対象製品

とし、テレビ、ラジオなどのマスメディアを活用

し広告宣伝を支援することで、企業や消費に対す

る認知度の向上と販路拡大を図るとともに、地域

産業の活性化に資することを目的としている事業

でございます。 

 市では、民放各局からテレビスポットのＣＭの

本数や放送時間、放送エリアなど、さまざまな放

送条件提案を広告代理店経由で受け、最も効果が

見込めると考えられる放送局やプランを選定した

上で、広告代理店との委託契約を実施していると

ころでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これまでも取り組まれてきたことを、引き続き

という部分が多いのだと思いますけれども、これ

までの成果はどのようにお考えでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 新製品プロモーション支

援事業の成果でございますけれども、平成19年度

以降この事業におきましては、毎年３商品、もし

くは２商品を対象商品として選んで放送してきて

いるところでございます。昨年度につきましても

２商品行ってきております。 

 それで、毎回放送後にアンケートをしていると

ころでございます。昨年は、品名までは言いませ
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んけれども、一つのものにつきましては、放送

後、新規取引が40件となったというような報告を

受けております。また１件につきましては、取引

は１件しかなかったのですけれども、マスコミ  

に取り上げられまして広告されたということで、

販売が促進されたというふうに聞いております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 アンケートという形で成果を調べていくという

ことなのですけれども、それ以外に何かこうはか

るものがしっかりあったほうが、この事業の成果

がよりわかりやすいかなと思いますので、ぜひそ

こら辺検証していただいて、しっかり効果がある

ものがあれば、今回若干減額になってますけれど

も、より改善して取り組みを強化していくという

ことも考えられるのではないかなというふうに思

います。そこを含めて、今後この事業をどのよう

に取り組んでいきたいのか、お考えをお伺いしま

す。 

○田口徹商工労働課長 本事業の今後についてで

すけれども、基本的に成果が出ておりますので、

継続していきたいというふうには考えているので

すけれども、委託料の関係では、事業効果として

視聴者数が多いことが最も求められることから、

ＣＭの放送本数だけにはとらわれないで、その放

送時間や視聴率、それから聴取率などを重要にし

て考えていきたいと思います。その結果として、

今回の価格は下がってるということでございま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 より費用対効果の高いプロモーションを実施し

ていくということは、この事業では最も大事な観

点だと思いますので、さらに研究を進めていくと

いうことが重要だと思いますので、ぜひお願いい

たします。 

 次にものづくり総合支援事業に移ります。 

 これまでの取り組み内容については、これまで

もるる質問がありましたので、過去の取り組みは

理解しています。 

 それらを受けて、30年度どのような改善点があ

るのかお伺いいたします。 

○田口徹商工労働課長 ものづくり総合支援事業

ですけれども、毎年のようにものづくりが低調だ

ということを述べさせていただいておるのですけ

れども、平成29年度においても、新製品創出支援

事業、それから事業化スタートアップ支援事業に

ついては、残念ながら使われたところがなかった

というような状況となっております。 

 事業化スタートアップ支援事業につきまして

は、平成26年度に３件採択したのが最後になって

おりますし、新製品創出支援事業についても25年

度以降ないという状況となっております。 

 このような状況から、平成29年度におきまして

は、今までもやってきたことではございますけれ

ども、市のホームページや広報誌はもちろんのこ

と、加工業者が集まるふるさと寄附の説明会など

で、この制度を再度周知したりですとか、東京農

大の先生に直接お話に伺ったりということもした

のですけれども、実績としてはなかったと。 

 ただ、全く話がなかったわけではなくて、数件

の問い合わせ、10件近い程度の問い合わせはあっ

たというような状況となっております。ただ、商

品展開の時期が合わなかったりですとか、収益性

の問題、補助を受けなくても利益が出ていたよう

な事業もありましたし、事業者の実施体制の課題

などもありまして、これは補助は対象になります

よということだったのだけれども事業としてやめ

てしまったとか、そのようなケースもあって、こ

としとしても結局なかったというような状況と

なっております。 

 今後30年度につきましては、何とかものづくり

の機運を盛り上げて利用促進につなげていきたい

というふうには考えております。 

 新年度におきましては、制度の見直しや採択方

法についても検討していきたいというふうには考

えておりますけれども、公金を使った補助事業で

あることには間違いございませんので、審査につ

いてはやはり適正な審査をしていきたいというふ

うには考えているところでございます。 

○川原田英世委員 これまでの実績から現状に至

るまで理解をいたしました。 

 ただ利用されていないというところ、これ何が

問題なのかというのは、今個別にいろいろと伺い

ましたけれども、そもそもやっぱり制度なのだと

思うのですね。制度改正も、制度のちょっと緩和

というか、ところに向けてこれから進められてい

くということで御答弁いただきましたけれども、

これはやっぱりそれがあった上でこの予算がある

ということでないと、なかなか理解は得られない

のではないかなというふうに思うのですが、これ

29年度取り組みされなかったわけですよね。効果
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がなかったという中で、今年度これから検討しま

すというのがちょっと私は余り理解できないので

す。条件が合わないという方に対して、10件ほど

問い合わせがあったけれども合わなくて実際に結

びつかなかったというところ。これはやっぱり制

度的な問題が主だということで理解していいので

しょうか。 

○田口徹商工労働課長 制度というよりも、申請

する中身の問題で適用にならなかったということ

でございます。 

○川原田英世委員 中身の問題で適用にならな

かったということで、制度に沿う中身のものがな

かったということの理解でいいのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 制度には合うのだけれど

も中身という問題は、新製品と言えるまでのもの

ではない。例えば店での単なる改良であったりと

か、わざわざ補助金を使ってまで行うような内容

になってはいなかったとか、それから新製品創出

支援事業や事業化スタートアップ支援事業につい

ては、審議会も通さなければならないという、そ

の審議会が苦手だとか、そのようなことがありま

した。 

○川原田英世委員 新製品という基準が全然よく

わからなくて、今まで過去にみそラーメンという

のがなくて塩ラーメンがあったと。新たにみそ味

にしてみて、みそラーメンができたと。これは新

製品ですか。 

○田口徹商工労働課長 審議会に一定の基準を設

けておりますので、その基準に照らし合わせての

採択基準となりますので、今の個別の件について

はちょっと回答は控えさせていただきます。 

○川原田英世委員 そこら辺の中身だと思うので

すよね。取り組みをしたい、こういった補助を受

けたいといっても、ではこのアイデアがそういう

適用されるのか、そこに行って申請をする労力も

かかりますし、いろいろな申請を上げても協議会

でだめだったと言われたり、いろいろな不安を抱

えながら新しいものを取り組むという人たち、特

に若い人が多いと思うのですけれども、そういっ

た方たちが取り組むのに、これっていいのかなと

絶対悩むと思います。 

そういった中で、その一定のルールが見える形

になっていて、じゃ、これだったらいけるなとい

う判断材料になるものを示された上でＰＲにつな

げていくだとか、そういうふうにしていかない

と、なかなかこの事業は前に進まないのではない

のかなというふうに思います。ぜひ検証していた

だいて、有効活用がされるように、もっともっと

努力、工夫が必要だと思いますので、そのことは

指摘させていただきたいと思います。 

 次に、天空の里出店支援事業補助金について伺

いますが、これ観光のほうでも、天空の里魅力発

信活性化事業がありますので、こことあわせて

ちょっと伺いたいのですけれども。 

 まず、この支援事業、出店支援事業ですが、成

果として、これまでの出店の状況というのはどう

でしょうか。 

○田口徹商工労働課長 天空の里出店支援事業で

すけれども、天都山エリアに指定された区域にお

いて、新規事業者や、それのみでなく市内に１店

あって、さらに新たに建てることも、これは対象

とする事業なのですけれども、そのような中で申

請があって、結果として平成29年度は１件の採択

がありました。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 １店の出店があったということで、これがまた

継続されて補助金を出すということなのですけれ

ども、目標というのは、これ１件あってまたこと

しもやるということで、この後も含めてどのよう

な形になることが目標なのか、何件出店されるこ

とが目標なのか、どういった目標で取り組みを進

めているのかお伺いします。 

○田口徹商工労働課長 予算上は１件の50万円と

いう、この補助金は２分の１補助で上限50万円で

すから、50万円という予算をつけておりますけれ

ども、昨年も申し上げましたけれども、１件にこ

だわるものではなくて、何件か出てきた時にはほ

かの補助事業の中身、起業化支援事業ですとか、

中心市街地の空き店舗活用事業とかを、その辺の

予算をうまく利用しながら対応していくというこ

とで答えさせていただいておりますので、特に目

標はないですけれども、対象となるものが出てき

たら採択していきたいというふうに考えていま

す。 

○川原田英世委員 目標はないけれども、対象と

なるものがあればどんどん採択したいと。どこに

向かっていくということではなく、使いたいとい

う人が出てきてくれれば、それは対象にするとい

うことで理解していいのですか。 

○大西広幸観光課長 天都山エリアの出店の関係
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でございますけれども、現在も天都山エリアには

魅力ある店舗、施設などが点在しておりますが、

どうしても今のところ個々転々とした形での点在

した状況となっておりますので、このような創出

事業の支援を受けまして出店をしていただきまし

て、どんどん点と点を線でつなぐような、魅力あ

るエリアとしていきたいというふうに考えており

ます。 

○川原田英世委員 今目的、点と点を線で結ぶと

いうことで、まさにそのとおりだと思うのです

ね。であれば、もう尐しその出店の基準という

か、この点をつなげる線とするための基準をもう

尐しつくっていく必要があるのかなと思うのです

けれども、その点についてお考えはいかがでしょ

うか。 

○田口徹商工労働課長 この事業につきまして

は、最初にも尐し言いましたけれども、起業化支

援事業は起業したい人が、ですから起業だから初

めてのということになりますけれども、ここは集

積したいということが目的となりますので、市内

にほかの店があって２軒目を出すとか、３軒目を

出すとかでも対象とするというような事業となっ

ております。 

 それと、業種としましては小売業、飲食業とい

う形で、主に酒類の提供を目的とする者を除いた

形の、今言った２業種となっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 業種としては特定のものを選定しているという

ことで、線と結ぶというような目的感があるので

あれば、特に呼人から上がっていくところ、すば

らしい店がぽんとあって、そこはつながっていく

とより効果的になるのではないのかというところ

の点と点が線にとか、そういったイメージなのか

なと受け取ったのですけれども、そういったとこ

ろに向けて、出店の形でもそういった何かがある

のかなという形で、ちょっとお伺いしたのです

が、わかりました。 

 それで、観光のほうの魅力発信活性化というこ

とで、ここはどういった形でこれまで取り組まれ

て、その成果はどういったものだったのかをお伺

いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 平成29年度の事業内容につ

きましては、28年度に作成しましたエリアマップ

の増刷を図りまして、写真の差しかえ等を行いま

して、内容を校正したものを増刷しております。

また、オホーツク圏を対象の生活情報誌にも掲載

したりして、オホーツク圏に向けても天空の里エ

リアの情報発信をしたところであります。 

 また、情報発信や意識調査を兼ねまして、７

月、10月の２回、モニターツアーを実施しており

ます。７月の参加者20名、10月は14名に参加して

いただきまして、特に市内の方を対象と指定させ

ていただきまして、市内の方から市外のお知り合

いとか、特に情報発信していただくという意味で

させていただきまして、参加者の皆さんからは、

こんなにお店があると知らなかったと、このお店

は知らなかったというような、発見したというよ

うな御意見をいただきまして、好評に終わったと

ころであります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そこで、30年度はどういった方向で進めていき

たいのか伺います。 

○大西広幸観光課長 新年度につきましては、現

行のエリアマップの刷新を考えております。その

刷新した中には、今はＡ３版を二つ折りの状態の

ものなのですけれども、持ち歩きしやすいような

デザインに変更とか、あと各施設のＱＲコードを

印字しまして、位置情報が確認できるような形を

とれるようにすると、利便性を図るということも

行いまして、また今年度と同様に、生活情報誌な

どへのエリアの情報発信を行っていきたいと思っ

ております。 

 また、天空の里倶楽部からの提案もありまし

て、倶楽部の天空の里エリアの中で使えるクーポ

ン券の発行とか、あと周遊させるためのモデル

コースの設定なども検討しておりますので、天空

の里の倶楽部の方と検討しながら新しい施策を検

討してまいりたいというふうに思っております。 

○川原田英世委員 新しい施策の検討ということ

で、わかりました。 

 いろいろと今、もう既に見えている部分もある

なと思いますけれども、新しくマップ含め、クー

ポン券もということで、このエリアを考えると、

公共交通を使う方はどうなのか。どちらかという

と、多分マイカーで移動して楽しんでいくという

ことになるというふうに思うので、そういったも

のをどこにどのように設置、配置、それをどうい

うふうに知らせていくのかというところが、なか

なかマイカーで移動されている方を対象にとなる

と難しいですよね。そこで何かお考え、取り組
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み、方向性が決まっていればお伺いします。 

○大西広幸観光課長 マイカー、自動車を利用し

た方への周知方法としましては、空港のレンタ

カー会社へのマップの配置ですとか、その辺も現

行行っておりますので、その辺を継続して実施し

てまいりたいと思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 またインバウンドの方に向けても、そういった

ものがわかるようにとか、いろいろ工夫や研究を

凝らしていただきたいというふうに思います。 

 次に、戻りまして、中心市街地活性化、これは

まちづくり会社まちなか網走に対しての事業だと

いうふうに思いますけれども、これまでの取り組

みの内容についてお伺いいたします。 

○日野智康商工労働課参事 現在までの取り組

み、地域経済中心市街地活性化総合推進事業の現

在までの進捗状況の御報告ですが、昨年11月にま

ちづくり会社、株式会社まちなか網走が設立され

ているところでございます。まちなか網走では、

中心市街地にぎわい創出の事業として、本年度、

らるあーと朝市、ビアガーデン、オホーツク屋台

村への出店などに取り組んでいるところでござい

ます。 

 次に、地域商社機能といたしまして、ふるさと

納税の返礼品７品目を用意いたしまして、返礼品

の取り組みを行ったところでございます。約160

件程度の注文を受けているという状況でございま

す。 

 また、株式会社まちなか網走のウエブサイト、

アバマチというサイトなのですが、これの運営、

インターネット販売や各種取り組みなどの情報発

信に取り組んでいるというところで認識している

ところでございます。 

○川原田英世委員 かなりいろいろ取り組んでい

るということで、そこでやっぱり思うのは、マン

パワーが追いついているのかなというところなの

です。これだけの事業を行っているとなると、相

当知識も豊富な方が必要だろうというふうに思い

ます。たださきの質問にあったように、地域づく

り協力隊がゼロ人という状況で、マンパワーにつ

いてもなかなか厳しいところがあるのではないの

かなというふうに、これまでの状況から判断する

ところです。 

 そういった中で、近隣だと津別町ではまちづく

り会社総括マネージャー、年1,000万円とどどん

と出てますけれども、やっぱりそういった形にな

らざるを得なくなってくる自治体があるのだなと

いうふうに認識していました。そういった取り組

みから、どのような見解をお持ちでしょうか。 

○日野智康商工労働課参事 現在の事務の体制の

お話についてでございますけれども、実情といた

しまして、代表の社長と現在週３回のパートの職

員により事務をとり行っているという状況になっ

ております。 

 地域おこし協力隊につきましては、本年度３回

募集をかけてきたという経緯がございます。６

月、11月、３月、今も募集中という状況です。中

には面接まで行った方が実はいました。なのです

が、採用の旨を伝えた段階で御辞退されたという

ような状況もあったことになっております。 

 ここの実際に事務を動かすリーダー的な人材の

確保、地域おこし協力隊という部分の採用につい

ては、人材確保の観点からも喫緊の課題と捉えて

いるところです。 

 ことしの２月に、株式会社まちなか網走主催の

まちの魅力の伝え方という講演、研修会を行って

いたのですが、このときに大樹町の地域おこし協

力隊の方に御講演いただきました。この方ことし

最後の任期ということで、自分の会社も興した方

だったのですけれども、今、地域おこし協力隊に

来てもらおうと考えたときには、やはりその要件

の緩和というのですかね。例えば３年後の提示を

自分が見据えたときに、こういう仕事につきたい

というのであれば、それの副業を認めるだとか、

その任期中に認めるだとか、あと公用車を貸与す

るだとか、そういうような部分というのは必須に

なってくるのではないかというお話もいただいた

ところです。 

 今後、その人材の確保という部分につきまして

は、市の採用条件の緩和も視野に検討していきた

いと考えているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 るる状況に合わせて検討されているということ

で、ぜひ取り組みをいい方向に向かうように進め

ていただきたいと思います。 

 次に、環境プラットホーム形成事業についてお

伺いしたいというふうに思います。 

 これ昨年、取り組みをということで、私もこれ

すごく大きく期待していたところだったのですけ

れども、昨年取り組みの成果というのはどういっ
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たところでしょうか。 

○大西広幸観光課長 観光推進プラットホーム形

成事業についてでございますが、こちらにつきま

して平成29年度より実施しております事業であり

まして、網走における体験型滞在型観光の推進を

加速するために、観光関係者だけではなく、異業

種、異分野など幅広い市内関係者によるプラット

ホームを形成しまして、地域資源を活用した新た

な観光素材の開発、商品化、またはその受け入れ

環境整備を目指していくこととして実施しており

ます。 

 平成29年度は、事業実施の初年度としまして、

行政、観光事業者のほか、生産者、加工業者、東

京農業大学など、産官学の連携によりますプラッ

トホームの基礎組織づくり、また新たな体験型観

光商品についての農業、スポーツ、文化・歴史・

自然の３分野を選定して事業を実施したところで

あります。 

 具体的な商品、観光商品としましては、農業で

は東京農大と農業生産者の協働によります地域と

の触れ合いの農業体験プログラム、スポーツでは

冬のファットバイクの体験の商品化、また歴史・

文化・自然の中では、自然体験に付加価値を加え

ました星空ナイトツアーの商品化を目指すことと

して実施しております。 

 またマーケティング調査、またワークショップ

の開催、商品造成、販売手法の検討を行いまし

て、また秋と冬には旅行事業者等を招聘するモニ

ターツアーを実施したところであります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 いろいろと研究をされて取り組まれているとい

うことで、最後にちょっと１点この事業の中で聞

きたいのですけれども、プラットホームというこ

とでさまざまな市内の総合力という形にも、私は

なっていくのだと思うのですけれども、こういっ

た委員会等を開いて学習会等を開いて、参加率と

いうか、参加者というか、その会議体のプラット

ホームの、どのくらい業種の方が参加されて進め

られているのか、確認したいと思います。 

○大西広幸観光課長 済みません、現在正確な事

業者というか、参加団体数はちょっと把握してお

りませんが、12から13団体、農業、観光、いろい

ろ含めまして、個人で体験型の事業をやっている

方も含めまして、十二、三業種の方に参加してい

ただいております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 プラットホーム形成事業ということで、かか

わってくれる団体がしっかりと集まるということ

が大前提だと思いますので、ただそこがなかなか

やはり難しいという課題なのは、私も重々認識し

ているところでありますが、そこにしっかりと注

目を当てて、これからも取り組んでいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 次、田島委員。 

○田島央一委員 結政の会の田島です。 

 順次質問をさせていただきたいと思います。 

 まずは、水産物ブランド化事業についてお伺い

したいと思います。 

 こちら、おさかな普及事業、水産物加工品販売

戦略構築事業、流氷明けウニ・カニブランド推進

事業、それぞれ全体的に予算が減額となっており

ます。昨年は226万9,000円、これ三つの事業トー

タルですが、平成30年度としては189万4,000円、

前年比でいうと37万5,000円予算が減額となって

おりますが、それぞれどういった理由なのか所見

をお伺いしたいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 水産物ブランド化事

業の予算の減額の要因ということでございますけ

れども、今委員からお話あったように三つの中事

業で構成をされている大事業でございまして、細

かい増減はそれぞれあるのですが、大きな要因と

しては、この中のおさかな普及事業におきまし

て、平成29年度の当初予算では、おさかなパンフ

レットの改定と改定印刷を8,000部と、合わせて

活き粋き７珍の名刺の台紙１万2,000枚の印刷を

予定をしておりました。平成30年度におきまして

は、単純増刷4,000部のみというふうになってお

りますので、その予算の減尐が主な要因でござい

ます。 

○田島央一委員 背景のほうは理解をいたしまし

たが、この中で特に流氷明けのウニ・カニブラン

ド推進事業のことですが、これ、既にもうウニや

カニというのは、ブランド化がなされているので

はないかと思うのですが、この２品をさらにブラ

ンド化して売っていくというような必要性という

のは、どのように考えているのかお伺いしたいと

思います。 

○脇本美三農林水産部次長 流氷明けウニ・カニ

の事業の関係でございますけれども、委員から今
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お話あったとおり、流氷明けのウニ・カニについ

ては既にブランディングされてるというふうには

認識をしております。この事業の中では、さらに

ブランド化を進めようということよりも、既に確

立をされてきた流氷明けウニ・カニブランドを首

都圏へ発信をして、首都圏における販路拡大を図

るとともに、食べておいしいと感じていただくこ

とで、網走に足を運んでいただいて、おいしいま

ち網走を感じていただくことが目的でございま

す。 

 そういう意味におきましては、提携先の首都圏

の飲食店チェーンにおいてフェアを実施する際に

も、網走でのイベントや食の紹介などをあわせて

行っているところでございます。 

 こうした取り組みについては、平成30年度にお

いても引き続き進めていきたいと考えておりま

す。 

○田島央一委員 認識のほうは示されたのです

が、その中で、都市部、都市圏のほうでＰＲをし

て、地元で開催しているようなところに引っ張っ

てくるような考えもあるのかなと思って聞いてお

りましたが、昨年なんかもそうなのですが、春カ

ニの祭りをやっていると、もうカニがほぼないと

いうような状況で、チケットの販売なども含め

て、お手伝いをさせてもらった部分もあります

が、そうすると、もうこれ以上カニがないから

きょうは売らないでくれというような状況も現実

としてありましたし、なかなかこの辺は単純にブ

ランド化だけではなくては、ふるさと納税だとか

いろいろな背景がある中で、もう品薄になってき

ている状況もありますし、かなり売れてきている

のではないかなという認識は持っていますので、

そこで次の質問にちょっと移らせていただきま

す。 

 今後、別の品目をブランド化していくような取

り組みに、もう移行していってもいい段階なので

はないかなと思うのですが、その点について例え

ば違う品目の選定だとかも含めて、そういうふう

に作業を進めていったほうがいいのではないかな

と思いますが、その件についての所見をお伺いし

たいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 御指摘の件について

は理解をいたします。ただ具体的な魚種をどうし

たらいいのかですとか、あるいは販路の状況です

とか、あるいはさまざま水産物の試験研究等々の

進捗ですとか、今回のホッカイエビの試験なども

取り入れてますけれども、そういったもろもろの

状況を見ながら、具体的にどうしたらいいのかと

いうのは、そういった状況を見定めながらいろい

ろ研究していきたいなと思っております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 そこを見据えての動きということで、次の質問

に移ってまいります。 

ホッカイエビの資源増大試験研究事業について

なのですが、この辺も新規事業ということで、

今、次長のほうから答弁ありました、ある程度そ

ういったことも視野に入れての動きだということ

で認識をしましたが、まず事業の概要についてお

伺いしていきますが、これは市単独で事業を行っ

ていくというような認識でよろしいのでしょう

か。 

○脇本美三農林水産部次長 ホッカイエビの資源

増大試験研究事業についてでございますけれど

も、この試験を実施する背景を申し上げますと、

能取湖のホッカイエビにつきましては、毎年徹底

した資源管理の中で漁獲の許容量等々を推定をし

ながら、資源管理を徹底しながら進めてきたわけ

ですけれども、残念ながらそういった努力をして

るにもかかわらず、平成15年と27年には自主休漁

を余儀なくされたということで、非常に資源量が

一定しない、不安定だという状況になっていま

す。さらにはことしにおきましては、サロマ湖に

おいても三つの漁協がホッカイエビの休漁をする

ということを伺っております。 

 こうした状況の中で、ホッカイエビの資源と、

資源の増大と安定に向けた可能性を探るために、

東京農業大学に研究を委託し、ホッカイエビ漁業

の安定を目指そうというのが趣旨でございます。 

 発注の形態としては、市が直接東京農大に委託

の研究を行うという内容でございますけれども、

研究の進捗によっては、試験研究機関等にもさま

ざま御協力いただくような場面が、もしかしたら

出てくるかもしれないというのはあると思いま

す。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 過去、いろいろなこういう試験事業をやる場合

には、漁協さんと海面などを使う形での試験研究

かなというイメージをしていたのですが、東京農

大のほうと委託をしてやっていくということなの

で、漁協だとか水産試験場とはまたそこと直接連
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携するという形ではなくて、また側面的な形で連

携するということでの認識だと理解をいたしまし

た。 

 あと、先ほどのブランド化のところも含めて、

出口の部分も含めてのことでちょっとお伺いしま

すが、この試験研究事業はどれくらい期間をかけ

て、出口戦略ですね。例えば何カ年でこれぐら

い、結果を求めるではないですけれども、これど

ういう今後の見通しがあるのか、もし示せるもの

があれば見解をいただきたいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 先ほどちょっと申し

忘れました。大変申しわけございません。 

 この事業については、３カ年を考えておりま

す。ですから平成30年度から32年度までの３カ年

で、現在のところ考えているというのは１点ござ

います。 

 将来的なこと、これは本当に可能性を探る試験

になりますので、乱暴な言い方をすると、やって

みなければわからないというところもありますけ

れども、ただ想定されるものとしては、例えば漁

獲サイズに満たないホッカイエビを蓄養して、出

荷サイズまでに成長させることができるのかでき

ないのかとか、あるいは種苗生産ができるのかで

きないのかとか、こういったようなことが恐らく

は中心になるのではないかというふうに考えてお

ります。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 ３カ年ということで、ある程度時間もとれた中

で対応されるということで、その中でいろいろな

ブランド化の部分も含めて、出口も見据えながら

多分できる期間なのかなと思っております。 

 昨年などもそうでしたけれども、やっぱりなか

なかとれなかったりすると高価な品になって、関

東圏から親戚だとかも含めて来たときに、もう今

は牛肉より高いんだよと、一番最初に手を出す

と。それぐらい、ああ、そうなんだという認識が

どんどん広まっていけば、さらに高いというと

やっぱりおいしく感じるというのはすごく不思議

なものもあるのですが、おいしいものはおいしい

と思うのですが、さらに価値を高める一つの手立

てなのかなとも思っております。そういった出口

も含めて、ここのブランド化から含めて、ここの

ホッカイエビの試験増大、試験事業を研究してい

くということで理解をいたしました。 

○金兵智則委員長 田島委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩します。 

午後２時00分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時12分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をし

ます。 

 質疑を続行します。 

 田島委員の質問を続行します。 

 田島委員。 

○田島央一委員 続きまして、網走「食のまち」

プロジェクト推進事業についてお伺いします。 

 ことしのプロジェクトは春カニ以外に何かある

のでしょうか、その点をお伺いしたいと思いま

す。 

○大西広幸観光課長 網走「食のまち」プロジェ

クト推進事業につきましては、網走の旪まつり事

業の補助金に加えまして、網走ぐるめ街マップの

印刷の負担金として、観光協会へ支出しているも

のであります。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 春カニの部分も含めてちょっとお伺いします

が、これ産業従事者との連携などが重要だと思い

ますけれども、特に漁協さんのほうからカニが提

供されるような形で、供給量というか数はある程

度確保するためにそういう取り組みも必要かなと

思いますが、漁協さんに対し水産物の提供だとか

含めて働きかけとか、どのようなものがあったの

かお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 春カニ合戦開催は５年前か

らやってますが、その最初の１回目の開催の前に

実行委員会のほうで生産団体のほうに協力の要請

を行ったと聞いております。ですが、その協力は

得られないという回答を得たということで伺いを

しております。 

○田島央一委員 祭りを運営していくに当たって

も、もととなるメーンの商品がないというような

状況だとなかなか広がりもなくて、先ほど首都圏

のほうにＰＲをして、こっちに来てもらって食べ

てもらうというような形をもうつくりつつある中

で、そこの協力を得られないというとなかなか

もったいないなという感じもするので、ぜひとも

漁協さんには協力をいただいて、取り組みは進め

られればいいのかなと思っております。 

 実行委員会が主体という部分もありますので、

いろいろな場面からそういう声は上がって、市の
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ほうからも声を上げて対応されたということで理

解はいたしました。議会の場でもこういう話が出

たということを、漁協の方には知っていただきた

いなと思ってますし、各方面でこういう話はして

いったほうがいいかなと思っております。 

 次に、閑散期対策商品造成事業について、こと

しはどういった取り組みを行うのかお伺いしたい

と思います。 

○高井秀利観光商工部参事 平成29年度の取り組

みについてでありますが、平成29年度は平成28年

度の実績を踏まえまして、新たに観光施設を絡め

た商品造成事業を加え、三つの事業を実施してお

ります。 

 まず初めに、宿泊バスツアー商品造成事業であ

りますけれども、網走に宿泊し市内の観光施設を

旅程に組み込んだツアー商品造成をした旅行会社

に対しまして、宿泊実績１名につき2,000円の助

成を行うもので、実績といたしましては2,444名

の宿泊で助成額が488万8,000円です。 

 次に、ミュージアムクーポンつき宿泊商品造成

事業ですが、市内の宿泊施設が自社サイト、ある

いはＯＴＡを活用して販売するミュージアムクー

ポンつきの宿泊商品に対しまして、ミュージアム

の入館料の助成を行うもので、実績といたしまし

ては363枚のクーポンが利用されまして助成額が

25万120円です。 

 最後に、インバウンド周遊型募集企画商品造成

事業ですけれども、市内宿泊施設がインバウンド

を誘客したツアーに対しまして、宿泊実績１名に

つき2,000円の助成を行うもので、各市内宿泊施

設に対しまして助成をいたしますが、実績といた

しましては1,430人の宿泊で助成額が286万円とい

う事業の結果でありました。 

○田島央一委員 過去に７(セブン)ミュージアム

の事業などもありまして、美術館もあったりだと

かという、ここら辺の事業の再構築、いろいろな

反省点だとか改善点も含めて、今回の事業が造成

されたというような認識でよろしいのでしょう

か。 

○高井秀利観光商工部参事 平成29年度の事業を

構築する際に、宿泊事業者の方も加入されており

ます観光協会と意見交換をさせていただきまし

て、その中で今申し上げたような三つの事業がい

いのではないかという御意見をいただきましたの

で、それを予算化をいたしまして事業として実施

いたしました。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 宿泊の関係者だとか観光協会という形で、以前

よりは幅広に意見をいただいたような形での事業

の構築がなされたということで理解をいたしまし

た。 

 次に、オホーツク地域サイクリングブランド化

推進事業についてですが、この事業の概要につい

てちょっと御説明のほうお願いいたします。 

○高井秀利観光商工部参事 オホーツク地域サイ

クリングブランド化推進事業の事業概要でござい

ますけれども、平成29年度の取り組みであります

が、オホーツク地域サイクリングブランド化推進

協議会の設立、モニター調査の実施、サイクリン

グルート調査、サイクリングに係る人材育成、女

満別空港、北見市、常呂町、網走の道の駅へのサ

イクリングの拠点整備、冬の自転車ファットバイ

ク事業といった内容の取り組みを実施いたしまし

た。 

○田島央一委員 先ほど各委員からの御質問もあ

りましたけれども、ファットバイクに関してなの

ですけれども、これはどこの所有という形になる

のでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 ブランド化事業で購

入したものはブランド化の所有ということになり

ます。 

○田島央一委員 そうすると、市が所有するとい

う認識でよろしいでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 先ほど申し上げまし

た、オホーツク地域サイクリングブランド化推進

協議会として所有をしているというものでありま

す。 

○田島央一委員 協議会のほうで持つという形

で、これそうすると、何か各地域でイベントがあ

るときにいろいろ回していくような形で活用する

という認識でよろしいのですか。 

○高井秀利観光商工部参事 そういった認識で構

わないです。 

○田島央一委員 理解いたしました。 

 バイクも、先ほど値段を聞いて、みんなえっと

いうような感じのところもあって、かなり高額な

のかなというのもありましたし、ここは整備をす

るのもあわせて、あと大事なのがこれを持ってい

るだけではなくてＰＲをきちんとしっかりしてい

かないと人が、まずファットバイクがあるという
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ことを理解されない部分もありますので、ＰＲに

もしっかり力を入れて事業のほう進めていただき

たいなと思っております。 

 流氷まつりのときにも会場にあったりだとか、

あとＮＨＫでしたかね、番組を見てやられてると

いうのも出てましたし、尐しずつそのＰＲの部分

はあったのかなとは思いますが、まだまだ周知の

ほうは必ずしも全部はできているとも思いません

ので、新しいものを進めるに当たって理解が及ぶ

ように取り組みを進めていっていただければなと

思います。 

 それでは次に、サンゴソウ群生地再生保全事業

についてお伺いしていきたいと思います。 

 特にこの事業の中で、昨年に私が一般質問のほ

うもさせていただきました案内看板の整備につい

て、北海道観光振興機構の補助事業のほう活用し

て、案内看板の整備をしたほうがよいのではない

かということで御提案させていただきましたが、

今回これを活用して整備をするということで認識

はしております。 

この補助メニューには案内看板の新設はもちろ

んのこと移設も補助の対象になっておりまして、

今回の案内看板の整備は新設なのか、それとも既

存のものを移設して整備をしていくのか、その点

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 サンゴソウ群落地への看板

設置の件でございますが、今回は昨年度より125

万円ほど事業費が増額しております。増額分の事

業費につきましては、サンゴソウ群落地案内標識

の新設分として予算計上をしております。 

観光客などからサンゴソウ群生地の入り口がわ

かりづらいというような声が寄せられております

ので、サンゴソウ群生地入り口付近に看板を設置

するものであります。 

○田島央一委員 用地選定等含めてこれから作業

を進めていくような流れになるかと思いますが、

大体完成のめどというのはいつぐらいを考えてい

るのかお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 サンゴソウ群生地の案内看

板の標識となりますので、サンゴソウが見ごろに

なる９月までには確実に終わらせなければならな

いと考えておりますので、用地交渉等で時間を要

することもあり得ますので、早めに作業にかかり

たいというふうに思っております。 

○田島央一委員 目標としては、もう９月にはさ

んご草祭りもありますし、８月の末ぐらいからお

客さんなんかはずっと来られますので、それを目

途に進めていただければ非常に地域としてはあり

がたいなと思っております。 

 あと最初の質問の部分で、新設か、それとも移

設かというところの部分は、もうちょっとはっき

りお話をいただければと思うのですけれども、そ

の辺どうでしょうか。 

○大西広幸観光課長 先ほど御説明しましたの

は、サンゴソウ群生地入り口の付近に看板を新設

するもの、あと別の事業費がございまして、そち

らのほうで現在見えづらくなっている案内看板

が、平成10年ごろに建てたものがございまして、

そちら標識が見づらい状況もありますので、見や

すい場所への移設も考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 そうすると、トータルで２本整備をしていくと

いうような認識で理解をいたしました。 

 あと、この補助要綱の中に外国語表記なども求

められておりますが、その辺の対応はどのように

なるのか所見をお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 補助要綱に沿いまして、表

記につきましても、外国人観光客もふえています

ので、最低でも英語の表記を足して２カ国語の表

記で設置したいと考えております。 

○田島央一委員 そこで１点要望させていただき

ますが、既存のものに関しては看板の面積のほう

がかなり小さいもので表記自体が読みにくいとい

うか、小さいとなかなか見えづらい部分もありま

すので、この辺は移設するに当たってちょっと大

きなものに変更していただければ非常にありがた

いなと思いますが、その点について所見をお伺い

できればと思いますが。 

○大西広幸観光課長 看板の大きさの関係ですけ

れども、既存の支柱を新設するとなるとまた経費

もかかりますので、既存の支柱で耐えうる看板の

マックスサイズ、最大サイズで検討しているとこ

ろであります。 

○田島央一委員 理解をいたしました。 

 今回は、サンゴソウ群生地入り口がわかりにく

くて、交通事故が起こるのではないかという地域

の要望があって、この事業を動かしていただいた

と認識をしておりますが、これを契機にこういっ

た事業を活用して市内で案内看板整備をしていく

ような、必要性のあるところはどんどん活用して
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いったほうがいいのではないかなと思っておりま

すが、その点についての所見をお伺いしたいと思

います。 

○大西広幸観光課長 今後の各種案内看板標識の

設置につきましては、必要な程度や状況を判断し

ながら、補助事業の活用を図り、適切に対応して

まいりたいというふうに考えております。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 そういった箇所があればということで、自分も

気づけば、またそういったことも含めて御提案

だったり、相談をさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは最後の項目になりますが、ジャガイモ

シロシストセンチュウ緊急防除事業についてお伺

いをしていきたいと思います。 

 国の緊急防除の指定を受けたジャガイモシロシ

ストセンチュウを駆除するため、発生圃場の生産

者に防除協力金を交付するほか、土壌消毒など防

除作業や蔓延防止対策を行うとのことですが、事

業について順次ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 防除の対策であるＤ-Ｄ剤による土壌消毒の回

数や実施時期についてはどのようになるのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

○梅津義則農林課長 Ｄ-Ｄ剤については、昨年

灌注作業を行った結果、思ったように揮発しな

かったというような部分がございまして、暖かい

時期にやるということで今年度については計画を

しているところでございます。 

○田島央一委員 回数についてはどのような考え

なのか、今時点でわかるようなことがあれば教え

ていただきたいと思います。 

○梅津義則農林課長 基本２回行うということで

聞いております。 

○田島央一委員 理解をいたしました。 

 暖かい時期に２回ということで、しっかり揮発

ができるような環境の中でやるということで理解

をいたしました。 

 次に、対抗植物であるポテモンだとかハリナス

ビなど、発生圃場で植栽をすると思いますが、昨

年は発生圃場に十分供給されなかったというふう

に農家の方からもお聞きをしております。 

 新年度の事業の中では十分に植栽できるような

量を供給できるのか、その点について所見をお伺

いしたいと思います。 

○梅津義則農林課長 対抗植物の植栽の関係です

が、当初の計画ではハリナスビとポテモンを対抗

植物として使用するという計画で進めておりまし

たが、ハリナスビが検疫の問題で使用できなくな

りまして、緊急防除の実施に当たりましてポテモ

ンの種子の追加をするとともに、播種量の調整を

行いまして、ほぼ計画どおり対抗植物による防除

は実施をされたところでございます。 

 なお、ポテモンの植生を分析した結果、防除に

必要な基準は上回っているということで確認はさ

れているところでございます。 

 それと、今年度の種が足りているのかというと

ころでございますが、今のところ足りているとい

うことで聞いております。 

○田島央一委員 農家さんからはやっぱり足りな

いということはどういうことなのかと。昨年のこ

とですね。本気でやる姿勢があるのかということ

で、かなり厳しく御指摘をいただいております。

国はやる気があるのかなど、そういうことの声も

聞かせていただきました。 

 いろいろな状況で、満度に渡ってないという部

分があったりだとか、市議会としても圃場周辺の

ところを車で回ってみたりということもあったの

で、その中で見てもちょっと何かこう濃淡がある

というか、そういったところもわかるところはあ

りましたので、ぜひ、満度に種が足りているとい

うことなので、ことしはきちんと満度に対応して

いただければと思います。 

 あと、次の質問に入りますが、防除協力金につ

いてお伺いしたいと思います。これは、防除期間

３カ年だというふうに認識しておりますが、防除

協力金は何か一度にどんとお支払いをして、事業

期間と連動するような形で、３年間だったらぽん

ぽんぽんという形で支払うような形ではなくて、

１年でどんとお支払いするような形で、そうする

と、農業者の所得が一時期にぼんと上がることに

よって課税される部分も出てきて、ちょっとその

辺は農家さんからも不満が出ていまして、その辺

について市のほうでも対応された部分はあると思

うのですが、その辺ちょっと見解をお伺いしたい

と思います。 

○梅津義則農林課長 緊急防除については、今年

度から平成31年度までの３年間で実施をするとい

うことになってございます。 

 平成29年８月に、農業者を対象とした説明会に
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おいて、北海道のほうから緊急防除の計画への同

意と、防除期間中の協力金を一括して支払うと

いったようなことを説明いたしまして、平成29年

12月と平成30年１月に防除協力金を、ジャガイモ

シロシストセンチュウが確認された圃場、10アー

ル当たり６万6,000円を網走市のほうから支給を

しております。 

 当初は、29年一括でというお話でございました

が、そういった話も国のほうからあったのです

が、そこはやはり節税対策ということもございま

すので、29年と30年に分けて支払いをしたという

経過がございます。 

○田島央一委員 ことはどうかわかりませんが、

国としては、渡したからその年に一括で全部払え

ということで、ただ市のほうとしては年が明けて

から分けてお支払いをしたということで、２カ年

という形になったということで認識をしました。 

 私としては、本来であれば防除協力金ですか

ら、３年間だったら３年間で毎年定期的に払って

いくというのが一番ベストなやり方なのかなと

思っていまして、そうではないやり方になると、

３年分が１年に収入という形になってどんと来て

しまうと、それに対しての税金を払ってくれとい

う形での対応が来てしまうので、市のほうとして

はそういうふうに振り分けてということで、これ

国の予算としては４月から始まって３月に締める

という形の部分と、税の対象になるのは１月から

12月ということで、そこで対応されたというふう

には理解するのですが、本来であれば防除の協力

をしている期間に、きちんと単年度ごとに均等に

割り振っていくというようなやり方が一番僕はき

れいだと思ってますので。 

これ何で、例えば一括で受けたときに、市でも

農業者でもいいのですけれども、基金をつくって

均等に割っていくだとか、そういったことできな

かったのでしょうか。 

○川合正人農林水産部長 ジャガイモシロシスト

センチュウの防除協力金の支払いについてでござ

いますが、田島委員おっしゃるとおり、毎年いろ

いろな防除をしていきますから、その都度支払う

というほうが私たちもいいというふうに当初思っ

ておりまして、そういう考えでおりました。 

しかしながら、国の予算のほうが28年の補正予

算で全額ついたということもありまして、29年に

その分を繰り越して今現在使っているということ

で、道のほうに一括で交付されていると。それで

道から、私たちも防除協力金の契約をしてお金

が、公金が来てますので、その中で一括で支払わ

なければならないという状態になりました。た

だ、やはり税金というところもございましたの

で、そこには配慮しなければならないということ

で、できるということは12月と１月という２年度

に分けて支払いのほうをしたということでござい

ます。 

○田島央一委員 市の、今部長のほうから答弁い

ただいて、認識のほうは理解をいたしました。 

 やはりその防除に応じた形で対応したほうがい

いということの認識をいただいたので、市は多分

僕と同じような認識で、ただやり方がもう年を明

けてという形での対応を、２年に分けてというこ

としかできなかったということで理解をしたので

すが。 

そもそも道が、道経由という形で道補助になっ

て出てきてますから、本来だったら道と国の中で

整理をして、基金をきちんとつくって農業者のた

めに対応するというのが、僕は本筋だと思ってま

すので、そこの道の対応が本当によかったのかと

いう部分と、あとあわせて国のルールとして、補

正予算だから次の年繰り越してというのはわか

る、そこまでわかるのですが、そもそもきちんと

単年度ごとに対応するというようなことを、現場

の農家の人たちの思いというのはなかなか農水省

というか、その部分はわかってないのかなという

のがありますので、ぜひこの点は文面、書面か何

かにして、会議等々ありますので、その中でしっ

かり、発言するだけではなくて文面で上げていく

ということは必要なのかなと思ってますし、これ

今回予算ついて新たに発生圃場が出た、その場合

防除協力金払うというふうになると、過去のやり

方をそのまま踏襲するという形になりますよね。

そういう認識でよろしいのでしょうか。 

○川合正人農林水産部長 今現在、緊急防除のほ

うをしておりまして、蔓延防止のほうはないとい

うふうに認識しております。しかしながら、何ら

かのアクシデントで発生圃場が出たというところ

になれば、この緊急防除期間中に防除をしていく

という形になりますので、その点、その部分につ

いては毎年度の予算で措置をされていくというふ

うに考えております。 

○田島央一委員 理解をいたしました。 
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 ただ、やっぱり聞いていても、市のほうはそこ

で苦労したんだなと、現場農業者さんといろいろ

そういう話を聞いて対応されたということも理解

しましたし、やっぱりそもそも国のルールとして

どうなのかというところと、道を経由しているの

で、道としっかり国とその辺はルールの決めの部

分で対応してほしいなと思っております。 

 今国会のほうでは、何かいろいろ森友だとか加

計だとかも含めて、何かねじ曲げて物事をやって

るような印象を受けますが、ぜひとも国会、国の

ほうでは地域の声のためにルールをねじ曲げて

やっていただきたいなと、そういう思いを強くし

ているところでもあります。 

 以上で質問を終わります。 

○金兵智則委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 早速質問に入らせていただきま

す。 

 予算書66ページ、農業物販販路拡大事業につい

て伺います。 

 この事業は本年度予算で1,000万円が計上さ

れ、効果を期待できるのではと楽しみにしている

ところですが、旧東藻琴と合併した大空町と網走

との定住自立圏形成協定を締結していますので、

そこに農大とＪＡを連携させ、ナガイモの高付加

価値化を図るための産学官での調査研究に大いに

期待しているところであります。そこで、これま

での進捗状況と成果などを伺います。 

○梅津義則農林課長 地域連携ナガイモ高付加価

値化推進事業についてでございますが、これは国

の地方創生推進交付金事業を受けまして、網走

市、大空町、東京農業大学、ＪＡオホーツク網走

で構成された農産物高付加価値化推進広域協議会

が事業主体となり、平成29年度から３カ年事業と

して実施するものでございまして、平成29年度に

つきましては、ナガイモの機能性成分として、抗

ウイルス特性のあるディオスコリン成分がどのよ

うな条件で、どれぐらいもつのかという保存性の

調査、またこの機能性成分を活用した商品の開発

と改良、この機能性成分の抗ウイルス性に対する

実際の効果検証、機能性成分の原料生産にかかわ

るラインの検討、家畜のウイルスに対する抗ウイ

ルス活性の調査などについて研究を行っておりま

す。 

 また、平成30年度の事業内容についてでござい

ますが、これについてはこの広域協議会で協議し

決定した内容について、事業を実施していくこと

となりますが、主な内容といたしましては、機能

性商品自体の実証研究、機能性商品の商品化に向

けた取り組み、実際の製造販売に向けた課題やこ

の解決に向けた検証、調査を行う予定としており

ます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今後は販路に乗せて販売していくという見通し

だと思うのですが、今後の販路や販売に向けて

の、オホーツク網走特産品としてのネーミングな

ども含めた見解はどのように考えているのか、伺

います。 

○梅津義則農林課長 機能性商品などの商品化、

販路拡大については、ネーミングやロゴについて

も重要であるという認識を持っており、今後開発

される商品についてはそういったことも検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○小田部照委員 わかりました。今後も期待して

おります。 

 それでは次に、特産品産地ブランド形成事業に

ついて伺います。 

 この事業は昨年の同額の80万円が予算化されて

いますが、事業の内容は特産品として期待できる

農産物の栽培試験や、消費の拡大に向けた調査活

動を支援するとありますが、この事業はどこが主

体となりどのような試験研究をやっているのか、

また、成果はどのように見られているのか伺いま

す。 

○梅津義則農林課長 本事業につきましては、特

産品の開拓推進と産地ブランドの開拓形成を目指

すため、農業団体の行う事業に対し、その経費に

ついて助成をするものでございます。 

 また、これの進捗成果についてでございます

が、網走の特産品として行者菜の栽培、ＰＲ活動

を行っており、この生産者については現在まで３

戸から７戸にふえているところであります。 

また、ナガイモのカット商品、Ｐ-プラスの導

入などについても行われており、単身世帯向けの

小分け商品として順調な販売となっております。 

 特産品の開発については一朝一夕ではできない

ことから、今後引き続き特産品ブランド化などの

確立についての取り組みを支援してまいりたいと

考えております。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 試験栽培などもやられているということで、国
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や道の農業試験場や北見に設置されている道立オ

ホーツク圏地域食品加工センターなどの機関との

積極的な連携や活用も図るべきだと思いますが、

所見を伺います。 

○梅津義則農林課長 道立食品加工センターの活

用についてでございますが、現時点でその加工が

伴う特産品が出ていないというところでございま

すが、今後、加工も含めた特産品が開発された場

合には、網走市農産物高次加工研究所も閉鎖され

ているということもございますので、この加工セ

ンターの活用も含めて検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは次に、市営美岬牧場ですが、先ほど他

の委員からも質疑ありましたが、これまでの経過

は理解いたしました。その中で、これまで長年牧

場を利用してきた牛を預けていた方々や、現場で

従事していた関係者の方々に対してはどのような

協議や説明をして理解を得てきたのか伺います。 

○梅津義則農林課長 利用者や従事者との協議経

過ということでございますが、利用者会議などを

開催いたしまして、美岬牧場の現状について説明

を行い、利用者については理解を得ているものと

考えております。 

また、昨年度までの指定管理者とも協議を重ね

てまいりましたが、委託料の問題ではなく、牧場

管理という特殊な業務の中で必要な技術や労務管

理を行うのは困難だということで、再検討の余地

はないということでそういった結論に至っており

ます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 指定管理者との協議はなされたということです

が、現場で従事していたような関係者の方たちと

は協議や説明などはしてきたのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 従事していた方は指定管理

をされていた会社の職員ということになりますの

で、直接その方たちとの協議というのはしていな

いところでございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 現状そのような状況だということは理解いたし

ましたけれども、現場で従事している方たちから

いろいろなお話をいただきましたので、もう尐し

細やかな対応といいますか、これに至るまで現場

に預けていた方や働いていた方によくお話を聞い

たりして理解してもらうというような、全てにお

いてですけれども必要なことだと思いますが、そ

の辺はどのようにお考えでしょうか。 

○梅津義則農林課長 利用者につきましては、入

牧頭数がかなり減ってきているというのは、もう

ことしの話ではなくて、昨年、一昨年からもうそ

ういった状況がありましたので、利用者には何度

もお集まりいただいて、その中でいろいろ改善策

はないかというような協議をしてきております。 

 あと従事者ということでございますが、あくま

でも以前指定管理を受けていただいていたのが日

専連さんということなのですけれども、そちらの

職員ということですので、そちらは日専連さんの

ほうから対応をしていただいているということで

ございます。 

○小田部照委員 行政側からは直接ではなくて日

専連側に対応していただいたということで、ここ

は認識いたしました。 

 それでは次に、鳥獣害防止対策について伺いま

す。 

 予算書70ページです。 

 こちらも先ほど、他の委員から質疑がありまし

たが、最近では特に野生動物との距離が近くな

り、いろいろな被害が多くなってきているものと

思います。 

 被害の概要とその対策、その効果について、御

説明いただきたいと思います。 

○梅津義則農林課長 まず鳥獣被害の状況でござ

いますが、平成26年度が5,218万円、平成27年度

が4,429万円、平成28年度が4,232万円ということ

で、だんだん減っている傾向にはあるという認識

を持ってございます。 

 それと成果でございますが、網走市鳥獣被害防

止計画におきまして、エゾシカの捕獲頭数を340

頭としており、近年、同頭数の捕獲を行っており

被害が減尐傾向にあるということで、被害防止の

効果はあらわれているものというふうに考えてご

ざいます。 

○小田部照委員 被害の金額の推移はわかりまし

たけれども、どのような被害があったのか、内容

を聞きたかったのですけれども。 

○梅津義則農林課長 被害の内容でございます

が、農作物への被害はてん菜とイモが食害になっ

ているというのが主な被害でございます。 

○小田部照委員 これは鹿ということでよろしい

でしょうか。 
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○梅津義則農林課長 主な要因はエゾシカでござ

います。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは、猟友会について先ほど答弁もありま

したが、狩猟免許取得事業20万円とありますが、

こちらの猟友会というのは現在何名ぐらいの方が

いるのか伺います。 

○梅津義則農林課長 平成29年４月の時点で、98

名ということで伺っております。 

○小田部照委員 想定していた数より相当多くの

方がいるのだないうイメージですけれども、これ

でもまだ足りないという認識なのでしょうか。何

人ぐらいが駆除に当たられて、猟友会のメンバー

としているのが適当な人数だと想定しているのか

伺います。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

 再開は10分後。 

午後２時52分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時06分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 小田部委員の質疑に対する答弁から。 

 農林課長。 

○梅津義則農林課長 猟友会の会員は先ほどお伝

えしました98人いらっしゃいますけれども、時期

ですとか時間帯によっては実際に活動できる会員

さんの数というのは限られております。また、高

齢化等も進んでいると思いますので、できるだけ

若い方に加入していただき、技術継承をしていた

だけるように努めてまいります。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今後も狩猟免許の取得者をふやしていきたいと

いう方向で理解いたしました。 

 ちなみにこの免許のかかる費用というのは幾ら

ぐらいかかるもので、この20万円のうちどれぐら

いの助成があるのか伺います。 

○梅津義則農林課長 銃砲等に関して申し上げま

すと、免許の取得までの受講料ですとか講習会の

費用等で10万円ほどかかると聞いております。 

○小田部照委員 10万円かかるうちの幾らが助成

されるのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 かかった経費の２分の１、

もしくは５万円を上限に支援をしております。 

○小田部照委員 ほかにも助成制度はあるものな

のか、確認しておきます。 

○梅津義則農林課長 ＪＡでも同額の補助制度が

ございます。 

○小田部照委員 ＪＡで同額ということで、10万

円かかるうち市の助成制度で５万円、ＪＡのほう

で５万円ということで、実質持ち出しはないよう

な状態で免許取得ができるということでよろしい

でしょうか。 

○梅津義則農林課長 そういった認識でよろしい

かと思います。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 そういうことをもっと市民に周知すると、お金

がかからないでも免許が取れるということはなか

なかまだ知らない方というか、助成制度があると

いうことも知らないと思うので、ぜひ周知にも取

り組んでいただきたいと思います。 

 そこでこの免許ですが、狩猟で銃を使うという

ことで大変危険を伴うことでしょうけれども、い

ろいろな経験も必要だと思いますが、どういった

基準でとれるものなのか、もし詳しくわかれば御

説明いただきたいと思います。 

○梅津義則農林課長 狩猟免許の取得要件でござ

いますけれども、まず満18歳以上でわなの免許が

取得できます。それと満20歳以上で第１種、こち

らは散弾銃とライフル、第２種が空気銃、こちら

の狩猟免許が取得可能となります。また、医師に

よる統合失調症、躁鬱病、てんかん等に該当しな

いという診断結果が条件となります。また、銃砲

所持許可の取得におきましては、射撃講習等の受

講を修了していなければならないという条件がご

ざいます。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 内水面漁業振興についてであります。 

 今年度は新規に濤沸湖シジミの再生事業と、能

取湖におけるホッカイエビの資源増大に向けた試

験研究に対する事業ということで大変うれしいこ

とで、関係者の努力に期待しているところであり

ます。先ほどから答弁ありましたので、概要につ

いても理解いたしました。 

 内水面の振興ということで、森や川、湖と一体

として流域として捉え、対策に当たらなければ効

果は出ないものと思いますが、この認識と今後の

対応について伺います。 
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○脇本美三農林水産部次長 内水面漁業の振興と

いうことで、先ほど田島委員の質問にホッカイエ

ビの研究委託については答弁申し上げましたが、

シジミについてはまだ御説明申し上げてませんの

で、この場でちょっと簡単に御説明いたしたいと

思います。 

 濤沸湖のシジミですが、昭和45年ごろまで漁が

されていたというふうに聞いてますが、現在では

環境の変化等もあって漁業が営まれていないとい

うことであります。こうした中、網走漁協として

北海道の地域づくり総合交付金を活用しまして、

移殖試験を27年から３カ年行ってきて、非常にい

い成績結果が得られたということでありまして、

こうしたことを受けて、平成30年から３年間、移

殖放流、事業化水準、もうちょっと出荷体制の確

立を目指すような水準のシジミ漁の再興を目指す

ということで補助をするという内容になっており

ます。 

 今、恐らくは漁場環境とかそういった視点で質

問されたのだというふうに思いますが、これは五

戸議員の代表質問でも市長から御答弁いたしてお

りますが、濤沸湖や藻琴湖初め網走湖ももちろん

そうですけれども、こうした河川や湖の環境です

とか、内水面漁業の漁場の保全につきましては、

あらゆる場面を活用して国や道に要望もしてきた

ところですし、湖汚染化の一因となっている農地

崩落につきましても、昨年６月に制度改正がされ

て、非常に北海道としても、何といいますか、災

害復旧事業の反当たりの単価が非常に上昇したと

いうことで、大変いい状況にもなってきてます。

そうはいっても、まだまだ対象にならない部分も

ありますので、これは引き続き関係機関と連携を

しながら要望していきたいというふうに思ってい

ます。 

 また網走川流域、藻琴川流域それぞれ流域の課

題を解決する検討の場ですとか、協議会が設置を

されておりますので、こういった中で市としても

積極的に意見反映をして、課題解決といいます

か、漁場の環境保全に努めていきたいというふう

に考えております。 

○小田部照委員 詳しく御説明いただきました。

ありがとうございます。今後の事業に大いに期待

しております。 

 次の質問に入ります。 

 予算書の74ページ、ものづくり総合支援事業に

ついて伺います。 

 こちらのスタートアップ支援事業、こちらも先

ほど質疑がありましたので、一部割愛させていた

だきますが、一つ確認ですが、こちらの過去３年

実績もないと、なかなか難しいラインがあるのか

なというふうに認識してますが、制度の緩和や改

正を含めて今後検討していくことでよろしかった

でしょうか。 

○田口徹商工労働課長 先ほど川原田委員のほう

から質問がありまして答弁させていただききまし

たけれども、緩和や検討していくということは申

したとおりでございます。ただ、そのときも言い

ましたけれども、あくまでも税金を使った補助金

であるということから、一定の審査は必要だとい

うふうには考えているということも、あわせて申

させていただきます。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは次に、起業化支援事業補助金150万円

とありますが、この事業の概要と実績について伺

います。 

○田口徹商工労働課長 起業化支援事業補助金で

すけれども、事業内容は市内で事業を起こそうと

する者に対しまして、店舗の取得、改修に要する

費用の一部を助成することで、起業意欲を高め開

業者をふやすことにより、地域経済の活性化を図

るものでございます。 

 補助事業の内容ですけれども、市内に店舗を取

得または改修に要する経費の２分の１で、上限は

50万円となっております。対象業種につきまして

は、小売業、飲食店となっております。 

 実績についてですけれども、昨年度の実績は４

件ありまして、ラーメン店、洋食店、雑貨店、飲

食店と、菓子店、お菓子屋さん、が採択を受けて

おります。 

 本事業につきましては平成25年度から始まって

おりますけれども、毎年１件から３件、昨年は４

件ですね、１件から４件の採択の実績がある状況

となっております。 

○小田部照委員 内容については理解いたしまし

た。 

 実は私のところにも数名、これから起業がした

いので相談に乗ってくれないかということで、実

は担当のほうに御相談に伺った経緯がございま

す。その若者は、僕はバーをやりたいのだという

ことで伺ったところ、実は飲食店という部門でい
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ろいろ基準があるようで、バーは結局適用になら

なかったという経過がありますが、その基準につ

いてちょっと詳しく御説明していただきたいと思

います。 

○田口徹商工労働課長 この補助金につきまして

は、先ほど言いましたとおり対象が、小売店、飲

食業というふうになってるのですけれども、飲食

業のうち専らお酒を出す店は、スナック、バー等

については対象外という規定がございます。お酒

を出す店でも家族で行けるような居酒屋などは適

用されるという形にしているのですけれども、来

店される方が限定されるようなお店については、

対象外としているところでございます。 

○小田部照委員 なかなか難しい基準なのかな

と、僕は感じています。 

 網走で、志を持って起業をしたいという若者

を、居酒屋はいいのだけれどもバーはだめと。お

酒を提供する居酒屋はいいのだけれども、食事も

あるならいいけれども、食事も乾き物程度であれ

ばだめという認識なのでしょうか。何かその基準

が曖昧なように僕には感じるのですけれども。 

○田口徹商工労働課長 時間、どうしてもお酒を

飲むお店というのは夜にということが多くなりま

すし、客層もある程度限られた方になってしまう

ということから、対象外というふうにしているよ

うな状況となっております。 

○小田部照委員 時間帯も夜ということで、居酒

屋も夜だとは思うのですけれども。バーもいろい

ろなおしゃれなバー、子供連れで行けるような

バーもありますし、いろいろ基準が曖昧な部分を

私は感じるのですけれども。この事業にもう尐し

柔軟な対応で、起業したいという若者に対して、

応援するような緩和や、先ほどと同じですけれど

も、改正だとかの検討は今後なされる考えがある

のかどうか伺います。 

○田口徹商工労働課長 最初にも言いましたけれ

ども、専らお酒を出す店というのがやっぱり前提

にありまして、なかなか難しいかなというふうに

思いますけれども、いろいろなことを、事例とか

をちょっと研究はしてみたいと思います。 

○小田部照委員 わかりました。 

 終わります。 

○金兵智則委員長 次、古都委員 

○古都宣裕委員 私からも何点か伺わせていただ

きます。 

 先ほど来、質問もありましたけれども、鳥獣害

防止対策事業について伺わせていただきます。 

 こちら、たしか今年度でごみ処理場が変わると

いうことから、その部分の上乗せということで先

ほど説明もありましたけれども、駆除した鹿の処

理状況というのがやり方が変わると存じておりま

す。そして確か湧別のほうに持っていくという話

だったのですけれども、そういったふうに決まっ

た経緯というのを教えていただけないでしょう

か。 

○梅津義則農林課長 今回、先ほどもお伝えいた

しました湧別町の化製場に処理委託をするという

ことで決めた経過でございますが、いろいろな方

法ある中で、費用の比較をしてこの方向が安価に

できるということで、この方法を選択したという

ところでございます。 

○古都宣裕委員 いろいろな方法の中で、具体的

にどういった方法を検討されたのか、また決めた

際にどういう形で決めたのか、市役所だけの中で

決めたのか、どこかと協議していろいろな話を進

める中で決めたのか、わかれば教えていただきた

いと思います。 

○梅津義則農林課長 ちょっと今、決めたときの

細かい資料が手元にありませんが、発酵処理をす

る施設、焼却処理をする施設、そういったところ

へ視察に行きまして、そういったところで処理経

費を確認してきて比較したということでございま

す。 

 その経過につきましては、猟友会等と相談をし

まして、市のほうで決定をしたということでござ

います。 

○古都宣裕委員 種々いろいろ比較されたのだと

は思います。 

 あと、変わるに当たって、本年の４月から全部

受け入れ態勢が変わっていくと思うのですけれど

も、その周知体制についてはどのようになってい

るのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 処理方法につきましては、

そこは猟友会さんのほうと打ち合わせをしなが

ら、進めさせていただいておりますので、それは

猟友会の会員さんであれば、皆さん御存じかなと

いうふうに考えております。 

○古都宣裕委員 先ほど課長の答弁もありました

ように、積極的にそういった駆除に参加する方も

いれば余り参加されない方もいて、何か意識の中
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もちょっと熱量に差があるのかなとも思うのです

けれども、会員数がまだ98名ということで、全員

に市から通知するということもできなくはないと

思うのですけれども、そういった通知などは考え

てないでしょうか。 

○梅津義則農林課長 そういったことも検討して

まいりたいと思います。 

○古都宣裕委員 かかわる全ての人がしっかり、

変わるに当たってはいろいろ不手際が起きたりし

やすいものなので、そういった周知をしっかり徹

底していただきたいなと思います。 

 次に入ります。 

 74ページ、おいしいまち網走ＰＲ事業について

伺います。 

 こちら基金繰り入れも含めると、大体本年度は

７億円程度を想定していると思うのですけれど

も、この新しい内容として何かプラスになる要

素、もしくは新しいこういったものを売り込んで

いこうというものがあるのであればお示しくださ

い。 

○田口徹商工労働課長 平成30年度における、網

走市のふるさと納税にかかわる取り組みで新しい

ことということかと思うのですけれども、寄附サ

イトは現在３社のサイトを使ってやっているとこ

ろから、２社ふやして５社体制での寄附を受ける

体制をとっていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 また、商品ラインナップにつきましても、新年

度では取り扱いの返礼品の種類の数をふやした

り、寄附者に選ばれるように工夫していきたいと

いうふうに考えておりますし、寄附が多く集まる

自治体では商品ラインナップが充実しているとい

うこともありますので、網走市でもそのような取

り組みをしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○古都宣裕委員 こうした取り組みの中で、いか

に網走をＰＲできるか、網走に来てもらうかとい

うファクトも大変重要になってくると思うのです

けれども、いろいろなまちもほぼ往々にして同じ

なのですけれども、商品のラインナップを充実す

ることによって、確かに閲覧者数、見る人はふえ

るのですけれども、それはただ単にまちを見てる

のではなくて商品を見ているだけで、何らまちに

つながらないということがあるのですけれども、

いかに網走というまちにつなげていくか。その商

品が網走に関係あるものというのをＰＲしていく

かというのが大切になってくると思うのですけれ

ども、どのように考えているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 ふるさと寄附、昨年の７

月まではＪＴＢさんに50％という、ＪＴＢさんと

言いましたけれども、寄附サイトと50％で契約し

たのを40％にしたということで、６割は網走市の

ほうにお金が入っているということもありますか

ら、何ら効果がないということはないのかなとい

うふうに思っております。 

 網走に来ていただくような商品の考え方なので

すけれども、本当はクラウドファンディングなど

をやれればいいのですけれども、今のところそれ

はないのですけれども、今考えているのが、東京

農大さんと相談させていただいておりまして、農

大の学生さんの御両親がこっちに来るに当たって

の旅行券ですとか、そのようなことも今農大さん

とは検討させていただいておりますので、網走に

来るツールの一つになるのかなというふうに期待

しているところでございます。 

○古都宣裕委員 農大生の両親をターゲットにし

た取り組み、それもすばらしいなと思います。 

 ただ、代表質問でも申し上げたとおり、例え

ば、大曲湖畔園地１坪買ってもらった上で、何か

物を送るだけではなくて来てもらうような仕組

み、旅行券もパックにしたような売り方をするな

ど、例で言いますと、種子島だと山村留学を売っ

たりしているような例もあります。１年間いるわ

けですけれども、そうすることによって単身赴任

みたいな形の逆バージョンで、お母さんと子供が

来てしまうけれども、年に何回かはお父さんも来

るような形も考え得るのではないかなということ

で、商品自体も網走のものにこだわっている網走

市としては、その商品がいかに網走市とあるかと

いうのをもう尐しストーリー性をブラッシュアッ

プしてＰＲすることによって、そういった網走の

ＰＲにつながっていくと思うのですけれども、ど

のように考えているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今、委員のおっしゃった

ようなお話というのは、確かに網走につながると

いうふうに思いますので、そのような商品が創出

できるよう、今後努力していきたいというふうに

考えております。 

○古都宣裕委員 金額の上を見たら切りはないの

ですけれども、それに見合う富裕層も存在すると
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いうのも事実ですので、種子島ですと山村留学を

宇宙留学という名前のネーミングをつけただけで

物すごいふえたというのもありますので、流氷留

学でもいいですけれども、何かしらそういったＰ

Ｒをやってみるのも価値があるのではないかなと

思います。 

 次に、中心市街地活性化対策事業について伺い

ます。 

 空き店舗、空き地活用事業、毎年繰り返しにな

るのですけれども、ここの対象がいつも４条通り

とバス通りだとありますけれども、今、なかなか

難しいとは思いますけれども、この中心市街地と

いう概念をもう尐し広げて、下の町一体が中心市

街地だという取り組みに変えた上で盛り上げてい

こうという方向性はまだ見ないのでしょうか。 

○日野智康商工労働課参事 空き店舗補助事業の

エリア拡充についての御質問ですけれども、委員

御承知のとおり、エリアについては４条通り商店

街と、中央広小路商店街のエリアとなっておりま

す。 

 中心市街地の基軸らるあーとなど核となるエリ

アのシャッター街化を防ぎたいという補助の意味

合いもございます。中央商店街に基軸、核となる

現在の対象エリアを活性化させることを最優先に

考えまして、周辺エリア等につきましては、起業

化支援事業補助制度で対応していきたいというと

ころで考えているところでございます。 

○古都宣裕委員 起業化支援もある中で中心市街

地活性化とやっている以上、その通りもわかるの

ですけれども、商店街だけでなくその周辺も一体

とした中心市街地だという思いを持って取り組ん

でいただきたいなと私は思います。 

 次に、地域経済中心市街地活性化総合推進事業

とあります。これ、まちなか網走と協力してつく

り上げていくということだったのですけれども、

この空き家の活用なども、たしかまちなか網走の

会社でやるような話が以前あったと思うのですけ

れども、これについてはどのような取り組み、ど

のような進め方になっているのでしょうか。 

○日野智康商工労働課参事 リノベーション等の

取り組みについてだったのですが、まちづくり会

社の役割として、中心市街地活性化の重要なプロ

セスである空き店舗等のリノベーションの推進の

取り組みという部分につきましては、複合的、横

断的に進めることが求められている課題であると

いうことで認識しているところです。それによっ

て、株式会社まちなか網走では将来的に取り組む

事業として、空き店舗のリノベーション等も視野

に入れているところでございます。 

○古都宣裕委員 リノベーションして貸し出せれ

ばいいのですけれども、そのリノベーションする

ための資金が多分大変難しいのだろうなというふ

うに思います。 

 ただリノベーションを自分たちでやろうと思っ

たら、資金が重要になってくると思うのですけれ

ども、逆に内地のどこかお金のある企業をうまく

誘致して、リノベーションだけやって貸し出しを

やってもらえるような、そういったＰＲの仕方と

うまい連携をつくっていけば、網走の別に資金と

か、まちなか網走で自己資金をしなくても、そう

いった形もうまくやっていけると思うのですけれ

ども、そういった方向性はお持ちなのでしょう

か。 

○日野智康商工労働課参事 委員のおっしゃると

おり、首都圏の企業とつながりを持ったりしなが

ら、投資していただくようなつながりを持てると

すれば、それは効果的な手法の一つであると思っ

ております。 

 株式会社まちなか網走さんのほうでも、リノ

ベーション等については自分たちが実施するとい

う手法もございますけれども、あくまでも人と人

とをつなげるコーディネート役になることがまち

づくり会社の役割と認識しているところであると

いうことでお聞きしているところでございます。 

○古都宣裕委員 そういった認識でいただいてい

るのであれば、しっかりと連携、またはその連携

をサポートしていくような体制づくりをお願いし

たいと思います。 

 次に、企業誘致推進事業について伺います。 

 こちらの代表質問でやらせていただいたのです

けれども、企業誘致といいますと、私ももともと

そうなのですけれども、土地があって企業に来て

もらって雇用も生まれるというのが一番いい形の

一つではあると思うのですけれども、最近ですと

どうやらＣＳＲといいまして、コーポレート・

ソーシャル・レスポンシビリティーですね、そう

です、済みません。ＣＳＲだけ書いていたので、

済みません。 

その内容といえば、大企業になればなるほど社

会的の公益性を求められますというところなので
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すけれども、ただ企業も利益を目的としています

から、ただただお金を出してくださいと、それは

無理な話になります。その中でそういった投資に

よってＩＲ効果といいまして、投資家に対するＰ

Ｒにつながることによって株価が上がって株価の

利益を得られるから、そこに投資する価値が生ま

れるというようなやり方で、企業の投資の誘致を

するというやり方もあると思います。そういった

方向を持っていくには、網走のいろいろな商材が

あることをもっとブラッシュアップしていく必要

があると思うのですけれども、どのように考えて

いるでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 企業誘致の関係ですけれ

ども、市ではこれまで土地売却を初め経済の活性

化、さらには雇用の創出を目的に多種多様な工場

等の企業誘致を進めてきたところです。 

 代表質問でも答えさせていただいておりますけ

れども、それら企業による正社員で現在500名を

超えるような状況となっておりまして、一定の経

済効果、雇用効果は生まれているというふうに考

えているところです。 

 このような状況から、これまでの企業誘致につ

いても今後継続していく必要はあると思いますけ

れども、企業の社会貢献や地域内における投資に

見合う素材の研究を活用したものなど、新しい着

目点を持った企業連帯も重要かというふうに考え

ますので、今後研究を進めさせていただきたいと

いうふうに思います。 

○古都宣裕委員 今後研究を進めていただけると

いうことだったのですけれども、端的に言います

と、網走では最近とれなかったブリが入ってきた

りする、ではこのブリをどうするかといったとき

に、売り物の一つにはなると思います。いかにそ

れを生かすかをこちら側が考えるのではなくて、

こういったものがありますよ、農産物でもこう

いったものが市場に出てますよ。はね品でも構い

ません。そういったものが、企業によっては魅力

的な商品に変え得るのだというふうに思います。 

 ＣＳＲの例を言うと、一番企業の、誘致のほう

ではないですけれどもやっている企業で考える

と、一番近いのは高須クリニックの先生がそう

いった形で、一見いろいろなところに投資してい

るようですけれども、経済効果、またＰＲ効果は

すごくつながっているので、そういった部分も誘

致するような逆の発想でいけば、もっと企業誘致

も進むのではないかなと思います。 

 次に、地域コミュニティー交通対策事業につい

て伺います。 

 こちら増額となっているのですけれども、何か

今までやっている地域コミュニティー交通対策と

変わる部分というのがあるのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 地域コミュニティー交通

対策事業の関係ですけれども、西山通り線につき

ましては、国の補助金と市の補助金が入っている

コミュニティー路線として、国から補助金を受け

ているわけですけれども、平成30年度におきまし

ては、国庫補助金の補助率の一部変更等がありま

して負担率が変わってるような状況があるという

ふうになっております。 

○古都宣裕委員 負担率が変わっただけで、何ら

内容は全く変わらないということでよろしいです

か。 

○田口徹商工労働課長 それで、今までは50％、

50％という補助率だったのですけれども、若干国

の割合が低くなってきているような状況になって

おります。 

 事業内容は全然変わらないです。 

○古都宣裕委員 内容としてはわかりました。 

 コミュニティー交通としては必要なものなの

で、国に対しても積極的に維持していただくよう

な形でやって取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 次に、冬季観光魅力向上事業について、私から

も伺わせていただきます。 

 ファットバイクの利用状況についても、先ほど

伺ったのですけれども、こちら450名の利用だと

いうふうに伺ったわけですけれども、これは間口

としては多いと捉えてますか、それとも尐なかっ

たと捉えてますか。 

○大西広幸観光課長 御質問がありましたファッ

トバイク、流氷まつり期間中の２日間の利用者数

450名の数字ですけれども、実際、ファットバイ

クを10台以上持ち込みまして、お客さん対応して

おりましたが、かなりまちの人が隊列できるな

ど、人もおりましたので十分な数字かなという認

識でおります。 

○古都宣裕委員 冬の魅力向上ということで、魅

力がファットバイクだけではないともちろん思う

のですけれども、その中で10台以上で対応した中

でもかなりの待ち時間がいらっしゃったと。１台
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当たり１人１時間も乗るわけではないし、冬です

ので、本当に10分、15分程度の話だと思うのです

けれども、そうした中でビジネス性というのはど

のように考えてますか。 

○大西広幸観光課長 現在、ファットバイクのツ

アー商品につきましては、知床になるのですけれ

ども、アウトドア事業者のほうに商品造成をお願

いしまして、ホームページ等で周知してやってお

ります。 

 事業性につきましては、現在のところ余りよく

ありません。これからもっとファットバイクの周

知宣伝を行いまして、もっと事業が収支性のあ

る、収益性のあるものになるよう、努力していき

たいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 ファットバイク自体を全く否定

するものではないのですけれども、例えば今来て

いる台湾、中国などはやっぱり団体がまだまだ多

い状況であります。そうした中のその人たち向け

の商品造成になると、それなりの台数をそろえな

ければならないということは初期投資がすごくか

さんでしまうと思うのですけれども、そうすると

ちょっと事業性に持っていくには、個人向けの

ホーストレッキングなどのほうがまだ売れている

ので、ちょっと厳しいのかなというふうに認識し

ています。 

となると、一般事業でそれに取り組もうという

人もなかなか厳しいのかなと私は見るのですけれ

ども、何かそういった部分でほかの方策とか、こ

ういうふうにすればいいのにとかという考えをお

持ちの部分などはありますでしょうか。 

○大西広幸観光課長 ファットバイクのツアーの

商品につきましては、台湾、中国からいらっしゃ

る団体のお客さん30名、40名を対応するとなる

と、インストラクターのほうも結構な人数必要と

なりますので、確かに事業性の悪いものとなると

思います。ですので、ファットバイクのツアーに

つきましては、ＦＩＴ、個人客を対象とした商品

として造成し、またファットバイクだけではなか

なか事業性も上がりませんので、ほかの冬季体験

コンテンツの事業者と合わせて、商品の一つとし

てファットバイクを出していければというふうに

考えております。 

○古都宣裕委員 冬の魅力の一つとしての取り組

みで、取り組み自体は私は悪かったとは思わない

のですけれども、なかなか事業性が見えなかった

ら、いろいろ方向転換をして別な方策を探るとい

うのも必要ではないのかなと思います。 

 次に、観光振興計画策定事業について伺いま

す。 

 これは新たにまた５年間のものを策定すると思

うのですけれども、例えば、ここリーサスなどを

見ますと、国内旅行では博物館網走監獄が断トツ

の検索数を誇っております。ただ、年齢層が私ぐ

らいの年齢から上の人たちはみんな網走といえば

刑務所、博物館網走監獄というふうにつながるの

ですけれども、なかなか若年層だと知らない世代

も最近はふえているように感じます。そういった

人たちもしっかりと、改めて網走といえば刑務所

があるんだという部分と、刑務所といえばアメリ

カだとアルカトラズが観光地になっているよう

に、刑務所は世界的に見ても観光になり得るのだ

と思います。 

 そうした中で、網走としても何かそこを軸とし

て、またはほかのものでも構いませんけれども、

日本一、世界一というものをつくっていくことに

よって、一つの売りをつくっていく必要があると

思うのですけれども、どのように考えているで

しょうか。 

○大西広幸観光課長 委員お示しのとおり、博物

館網走監獄につきましては網走の大事な観光コン

テンツの一つとして考えております。 

 また、監獄ではテレビドラマや映画を通して紹

介される機会も多く、また明治開拓時代の北海道

を舞台としては人気コミックの舞台ともなってお

ります。 

またこれが網走を代表する観光の資源の一つで

あるとも認識しておりますので、次期計画の中で

も、網走を代表する観光資源の一つとして取り扱

われることとなるというふうに考えておりますけ

れども、例えば単体の施設でアピールする手法な

のか、天都山エリアの取り組みである天空の里エ

リアとして魅力を発信する手法なども考えられま

すので、どのような戦略、戦術で活用するかにつ

きましては、次期計画策定の中で検討すべきと考

えております。 

○古都宣裕委員 かねてより申し上げてますけれ

ども、観光振興というのはなかなか、はやり廃り

みたいなもので、先が読めなかったり、何が当た

るかよくわからないという部分もあります。 

その中でやっぱりネームバリューとして、近隣
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ですと陸別が日本一寒い町ということで、寒さの

みで日本一といっております。 

その中でも取材等がやはりすごくふえていたり

とか、女満別空港を見てもいろいろな芸能人がい

らっしゃっていることも多々ありますので、そう

いった部分で何かこう、そのついでにでは日本一

の何があるから網走寄りましょう、世界一の何々

があるから網走寄りましょうという取材対象にな

り得るようなものをつくっていくことによって、

もっともっと網走はＰＲできるし、また向こうか

ら取材が来る分にはこちらからお願いして支払う

ものではないので、そういったＰＲの手法もしっ

かりと取り入れた上でつくっていくということも

大切だと思いますので、しっかりとつくり上げて

いただきたいなと思います。 

 次に、今お話もありました、天空の里魅力発信

活性化事業、こちらも種々議論ありましたけれど

も、にぎわいの創出等周遊促進の仕組みというの

がありましたけれども、具体的にはどういったに

ぎわい、どういった周遊促進の仕組みをつくるの

かというのを伺わせていただきます。 

○大西広幸観光課長 天空の里の事業についてで

ございますけれども、先ほども申し上げましたけ

れども、天都山エリアには魅力ある店舗、施設が

点在しておりまして、エリアの中を周遊、ここを

周遊できる仕組みを創出するような個性的な飲食

店などたくさん出店していただきまして、そうい

うことによって、またその一つ一つが線となって

つながって魅力あるエリアとなりまして、にぎわ

いや活性化が図られるものと考えております。 

○古都宣裕委員 今の話だと余りイメージがわか

ないのですけれども、天都山の、天空の里と言わ

れるエリアは呼人の上り口などから天都山の博物

館網走監獄の入り口のほうだったりと、天都山自

身入るべき道もいっぱいありますし、エリアがか

なり広いと思うのですよね。 

その中で点在しているものをまとめ上げて、に

ぎわいの創出としますけれども、全部がバスが網

羅、公共交通で網羅してるかといったらそうでも

ありませんし、その中で、では自家用車でいらっ

しゃる人にやるのか、また市民の人たちにＰＲす

るのかというのもまた別ですけれども、なかなか

それをまとめ上げて周遊促進の仕組みというのは

すごく難しいように感じるのですけれども、どの

ように考えているのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 委員のおっしゃるとおり、

公共交通機関がありません。天都山地区には利便

性のいいものがございませんので、実際動いてい

ただくにはマイカーなどで周遊していただく方法

がよいのかなというふうに考えておりますので、

モデルコースなどを設定しまして周遊していただ

くとか、あとエリア内のクーポンなどを活用して

活性化を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

○古都宣裕委員 いろいろ難しいと思いますけれ

ども、極端な話一番上の流氷館のところにファッ

トバイクをいっぱい持ってきて、では下りはこれ

を使ってくださいといったようなＰＲもやりよう

によってはあるのかなと思いますので、いろいろ

な方策も考えた上で進めていただきたいなと思い

ます。 

 次に、鉄道利用型観光客誘致促進事業というこ

とで、こちら先ほどの中で2,000名、2,000円掛け

る1,000名の二つあると思うのですけれども、Ｊ

Ｒをなかなか国内で利用している方々は尐ないの

ではないかなと思うのですけれども、どのように

捉えているでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 ＪＲの利用者数の関

係でございますけれども、公益財団法人日本交通

公社の発行しました、旅行年報2017によります

と、日本人の各都道府県別の旅行先での交通手段

の調査におきまして、北海道では鉄道が29.8％と

トップという状況でございます。 

○古都宣裕委員 北海道全体の話であって、道東

というエリアを見たときに、ＪＲと公共交通で全

部の観光地へ行けるかと思ったら、例えば神の子

池ですとか、この辺だと車じゃないとなかなか行

きづらいようなところもあると思うのですけれど

も、そうした中でニーズ的にはやっぱりマイカー

だったり、レンタカーだったりというのは、だん

だんシフトしてきているように見えるのですけれ

ども、どのように捉えてますでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 実際ＦＩＴの動きを

見ましても、レンタカーを使って移動される方は

確かにふえてきておりますけれども、現状といた

しまして、鉄道ファンの存在でありますとか、観

光列車と呼ばれる列車などは、その列車に乗るこ

と自体が旅行の目的ということで、鉄道が移動手

段だけではなくて観光コンテンツとしても魅力が

あるものだと思っております。 
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 当然二次交通の整備ということも課題でありま

すけれども、鉄道の存続ということ自体も、私た

ちは観光コンテンツの一つとして捉えております

ので、そういった視点でも取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

○古都宣裕委員 なかなか網走も昔セントラル横

に駅があったのが、現時点の場所に移動したりと

いった歴史もありまして、駅をおりたらすぐ商店

街がすごいくいっぱい広がっているかといった

ら、また違うという何か特殊性も私は感じます。

そういった中で、ではＪＲをどうやって生かすか

という考え方もそうですけれども、ではそのＦＩ

Ｔの方、インバウンドの方に、この事業をどう

やってＰＲしていく予定なのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 インバウンドの方へ

のＰＲでございますけれども、外国人の方を含め

まして、オンラインで予約をして決裁をするとい

うケースが多いと伺っておりますので、インター

ネットのＯＴＡというサイトですとか、ＪＲを利

用した事業でございますので、ＪＲのサイトを利

用して、この事業につきましてはＰＲを周知して

いきたいというふうに思っております。 

○古都宣裕委員 ほかの事業でも海外にＰＲだっ

たりプロモーションだったりあるので、そういっ

た部分とも組み合わせてしっかりと打ち出してい

くことが必要だと思うのですけれども、いかがお

考えでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 委員御指摘のとお

り、海外にＰＲの際にもこういった事業もあると

いうことも含めてプロモーション等をしていきた

いと思います。 

○古都宣裕委員 せっかくつくる事業なので、余

るというよりはしっかり利用があったという実績

をつくっていただいて、網走の観光振興にしっか

りとやっていただきたいなと思います。 

 次に、外国人観光客誘致対策プロモーション事

業について伺います。 

 こちら外国人観光客、主にどこにどういったプ

ロモーションをするのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 外国人誘致観光客対

策プロモーションのプロモーション先ということ

でございますけれども、来道訪日外国人につきま

しては、中国、韓国、台湾、香港といった東アジ

アからの観光客が４分の３を占めております。オ

ホーツク圏域や網走におきましても、中国、台

湾、香港、シンガポールの４地域で同様のような

割合になっております。 

 こうした背景から、近年は香港や台湾を中心と

したプロモーション活動を行っておりますが、香

港や台湾、シンガポールからの観光客はレンタ

カーを利用した周遊観光が多く、網走へのさらな

る誘客の可能性は高いと思っております。 

○古都宣裕委員 中国も今後の伸びが物すごいの

だろうな、またシンガポールについては中国の旧

正月と違った時期にロングバケーションがあるこ

とからも、閑散期対策につながることから、しっ

かりとその辺のＰＲ、そして外国人が何を魅力と

思ってくるかというところを調査した上で、しっ

かりＰＲしていただきたいと思います。 

 次にアドベンチャートラベル推進事業について

伺いたいと思います。 

 こちら、シートゥサミットと書いてあるのです

けれども、内容とどういったものなのかというの

をお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 シートゥサミットの内容で

ございますけれども、２日間にわたりますイベン

トになりまして、１日目が環境シンポジウム、２

日目の大会につきましては、カヤックから始まり

まして、次がサイクリング、最後は登山でゴール

するという形になっております。 

○古都宣裕委員 これは今回推進するということ

で、今年度いきなり開催ということではないと思

うのですけれども、いつぐらいをめどに開催に

持っていきたいなというのか、もし計画をお持ち

でしたらお示しください。 

○大西広幸観光課長 こちらシートゥサミットに

つきましては、４月13日、モンベルとの包括連携

協定を行いますので、そちらシートゥサミットの

ほうの事業者としてモンベルさんが入っていらっ

しゃいますので、そちらと連携して小清水町、小

清水にお店ができるわけですけれども、小清水町

と連携した協議会を作成して準備を進め、可能で

あれば平成31年度からの開催を目指していきたい

というふうに思っております。 

○古都宣裕委員 お隣、小清水町でモンベルが店

舗を出すという中で、しっかりと連携が組めたの

だなというふうに印象を受けましたが、平成31年

といえば、ラグビーワールドカップの年でもある

と思います。また、網走ではラグビーの合宿など

が行われたりしておりますけれども、そういった
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部分に影響がない、もしくは閑散期対策となるよ

うな時期の開催が望ましいと思うのですけれど

も、どのように考えているでしょうか。 

○大西広幸観光課長 開催の時期につきましては

６月を予定しております。ラグビーワールドカッ

プ合宿時期は９月以降の開催ですので、事前合宿

にも影響のない大会になるかと思っております。 

○古都宣裕委員 その時期でやっていただけるな

ら、まちとしてはこの上ないと思います。また、

ただ参加される方々が６月に適しているかどうか

という部分の調査なども今後あるとは思うのです

けれども、しっかりと進めていただきたいなと思

います。 

 最後に、天都山展望台オホーツク流氷館管理運

営事業について伺います。 

 こちら管理費落ちているのですけれども、積立

金が今後逆に上乗せされているといった、その内

容の説明をお願いいたします。 

○大西広幸観光課長 天都山展望台オホーツク流

氷館管理運営事業の予算額の関係でございますけ

れども、収入、歳入の見込み額、平成30年度につ

きましては、約16万人が入館するという予想のも

と入館料の算定をしております。そのほかテナン

ト使用料を含めまして、１億465万4,000円の収入

と見ておりまして、支出につきましては、本年度

30年度より指定管理者の更新時期となりまして、

債務負担行為額の限度額の改正を行いましたの

で、平成29年度までは9,800万円の上限額でした

が、30年度から9,000万円となりまして800万円減

額しております。それに伴いまして、支出のほう

も減額となりまして、合計9,330万円となりまし

た。それによりまして基金積立金の予算額が

1,135万4,000円と、前年より増額しているものと

なっております。 

○古都宣裕委員 入館料、去年は17万人を想定し

た上で１億529万5,000円だったのが、ことしは１

万人減って9,876万3,000円になっているというと

ころであります。 

 たしか損益分岐点としては、14万人を最低限維

持しなくてはならないというふうになっていたと

思いますけれども、そうした中で、そもそもなの

ですけれども、管理運営といって管理委託してい

たら、収益性をそんなに求めなくても管理費とし

ていただいているから、営業努力というのがなか

なかしづらい部分があるのではないかな。 

またモチベーションとして、収益がすごく上

がったから何か入ってくるというものがないもの

ですから、そういった部分のモチベーションの低

下にもつながるのではないかなと思うのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○大西広幸観光課長 指定管理委託料につきまし

ては施設の適正な管理運営に当たる、かかる収支

計画に基づきまして算定した金額により、指定期

間中の債務負担行為額を設定しているところであ

ります。 

 各年度の決算において著しい黒字赤字などの差

異が生じた場合には、その取り扱いにつきまして

は、双方協議により決定するとしているところで

あります。 

 委員御指摘のとおり、営業努力をしたところで

というか、営業利益が上がればその分、双方協議

により決定することとなりますので、モチベー

ションにつながらないという考えもございます

が、本制度上では入館料収入の増、運営の中で

は、入館料収入の増加が公社の増益につながるこ

とはございませんが、社員の営業努力により入館

者がふえたと、入館料の収入もふえましたという

ところがモチベーションの増加につながるものと

考えております。 

 また公社の収益事業としましては、同施設内で

公社が直営しておりますテイクアウトコーナーで

のソフトクリームの販売が主な収益となっており

ます。 

○古都宣裕委員 ソフトクリームが仮にびっくり

するぐらい売れても、その分次の年の管理費の中

でうまく調整されてしまう部分もあると思うので

すけれども、なかなか本来であれば、営業努力で

いっぱいこう上がればこう何かモチベーションに

反映する何かというのがあるのが望ましいとは思

うのですけれども、管理の制度上難しいとは存じ

ますけれども、何かそういった施策的なものとい

うのはできないものなのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 先ほどから申し上げまして

いるとおり、指定管理者の制度上、現行のやり方

しかないのかなというふうな認識でおります。 

○古都宣裕委員 流氷館という施設が、もともと

冬の観光がなかった網走に流氷というものを夏来

た人たちに知っていただいて、その上で冬の観光

を盛り上げた一助を担っている大切な施設だと思

います。また、この施設は収益性も高いことから
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もしっかりと取り組んでいただいて、冬の観光、

そして網走の観光の一助、中心になっていただき

たいなと思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後４時03分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時14分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行します。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 用意していた質問項目が12項目

ほどあったのですが、６項目ほどでバッティング

しておりますので、私の聞きたかった残った分だ

け伺っていきたいと思います。 

 まずシロシストセンチュウについてでありま

す。基本的な方向についてはわかりました。 

 それで、Ｄ-Ｄ剤の問題も質疑でありまして、

この問題というのは、一つには環境への影響とい

うようなことで心配される問題があるということ

で、先ほどの答弁で実施時期については暖かい時

期をというようなことでありました。それはそれ

でいいと思うのですが、ただ暖かい時期となる

と、小麦、大麦の刈りとった後ぐらいしかないで

すね。イモは当然そこには植えてませんから、て

ん菜を植えた後だとてん菜はもう既に雪が降るよ

うな時期になりますので、そうなると限られたと

ころがまず対象になるのかなと思うのですが、そ

の辺伺いたいと思います。 

○梅津義則農林課長 Ｄ-Ｄ剤の灌注時期のお話

ということだと思いますが、やはり暖かい時期と

なると今松浦委員が言ったような、麦後の時期と

いったようなことになろうかというふうに思って

おります。 

○松浦敏司委員 そうなると、当初の計画から

いって、計画どおり行くのだろうかという点が心

配なのですが、今後のこの防除、いわゆるＤ-Ｄ

剤と対抗植物を交互にやっていくというようなこ

とで、その点で今後の計画についておくれたり、

さらにおくれたりするのではないかというふうな

懸念を持つのですが、その辺は大丈夫なのでしょ

うか。 

○梅津義則農林課長 そういったことも含めて、

先日農業者さん、あと北海道、網走市も入りまし

て、今年度の営農計画を立てておりますので、そ

の辺はその計画に沿った形で実施していくものと

考えております。 

○松浦敏司委員 ぜひそういう方向でやっていっ

てほしいと思います。 

 次に、公共牧野についてであります。これもさ

きに議論がなされたところであります。 

 私の印象では、何かこう随分今回の指定管理者

がなかった、応募がなかったということで随分、

何といいますかね、すんなりと提案したなとい

う、もっと当事者やあるいは議会との関係でやり

とりがあってもいいのではないかなというふうに

思うのです。その点で非常にちょっと議論不足と

いうような印象もするところです。それで、現場

の意見云々というのもありました。 

 それで、ひとつこれ私、聞き漏らしたのかもし

れませんが、今後の問題かつ今後の取り組みとし

て、あそこに引き続き牧草を管理して乾草をつく

りロールにするということですけれども、ここに

携わる直接的な従事者というのは誰がするので

しょうか。 

○梅津義則農林課長 牧草については、今まで利

用していただいた利用者の方々が預託できなくな

るという部分もあります。市としても御迷惑をか

けるといったような点もございますので、利用者

の方に使っていただきたいということで考えてお

ります。そういった中で、利用者が、今までも掃

除刈りと言って、牛を放牧しても食べ切れなかっ

た部分の牧草を利用者の方々に刈っていただいて

利用していただいていたといったようなこともご

ざいまして、それと同じような流れで、利用者の

方々に管理をしていただくという方向で考えてお

ります。 

 済みません。それで、牧草については運搬費で

すとか、そういった処理費用を差し引いた形で売

却をするということで考えています。 

○松浦敏司委員 その売却というのは、そこを生

産している人たちに対して売却をするということ

でよろしいですか。 

○梅津義則農林課長 今まで美岬牧場を利用して

いただいていた利用者ということで考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 理解しましたが、それは利用者

というのは何戸くらいの方がこれを管理するので

しょうか。 
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○梅津義則農林課長 29年度の利用者戸数は７戸

でございます。 

○松浦敏司委員 では７戸の方々が、いわゆる土

地を活用して牧草をつくり乾草をつくりロールを

つくって、そして経費などを除いて買い取るとい

うような流れで捉えてよろしいでしょうか。 

○梅津義則農林課長 基本的には今、松浦委員の

おっしゃったとおりでございます。 

○松浦敏司委員 ちょっと心残りはありますが、

そういうことであるというふうに理解しました。 

 次に、畜舎防疫事業補助金というのが新規であ

ります。この事業の目的と内容について、まず伺

います。 

○梅津義則農林課長 昨今、口蹄疫ですとか、あ

と鳥インフルエンザですとか、そういった家畜伝

染病というのがたまに発生したりするわけです

が、そういった家畜伝染病の発生を未然に防ぐと

いうことを目的といたしまして、市内の家畜飼養

者が家畜伝染病防疫のために実施する畜舎の石灰

塗布、壁に石灰の含まれた塗料を吹きつけるよう

な処理になるのですけれども、そういった処理を

した経費に対する助成をするということでござい

ます。 

○松浦敏司委員 35万円ですから、当面全てでは

ないと思うのですが、今回この35万円というのは

何件分の予算になるのでしょう。 

○梅津義則農林課長 今回の予算額は、７戸を想

定した予算組みをしております。１戸当たりの上

限額を５万円といたしまして、対象経費に対して

２分の１の額を助成するということで、７戸で35

万円という予算を計上しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、新規ということで初年度ということで

すから、今後も多分続けていくというふうに思う

のですけれども、当面こういった形で毎年７戸前

後の助成をしていくということで、基本的には希

望のあるところは全部やっていくというようなこ

とで捉えてよろしいでしょうか。 

○梅津義則農林課長 この事業の実施期間は３年

ということで考えてございます。 

 基本的な考え方といたしましては、家畜を飼っ

ている農家さんに29年にアンケートを実施してお

ります。そのときに、石灰塗布処理をやりたいと

いうところが10戸ほどあったのですね。全体で44

件の対象者がいらっしゃいますので、その半分の

大体20件程度は実際にやった効果を見ればやるの

ではないかということで、大体20件ぐらい、それ

で７戸で３年間ということで21戸を想定して、今

回考えております。 

 事業期間が終了してからということなのですけ

れども、そのことにつきましては事業の効果を検

証した上で、その時点で判断をしていくといった

ようなことになろうかと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 昨今、鳥インフルエンザということが、この辺

は比較的おかげさまでめったにないのですが、で

もやはり数年に一度はそういった危険に陥るとい

うようなことがありますから、事前に防げるもの

はこういった形で事業をやるということはいいこ

とだというふうに思います。 

 次に、農業担い手応援利子補給事業、新規事業

として11万円あります。予算としては極めて尐額

でありますけれども、どのような目的でこの事業

を行うか伺います。 

○梅津義則農林課長 昨今、異常気象に伴う災害

などによりまして、農業収支が悪化し負債の増加

から農業経営が圧迫され、経営意識の低下により

農業者の離農が増加するということが懸念をされ

ているところでございます。こうした状況の中

で、ＪＡでは複数の債務をまとめて通常より低利

な金利を設定した借りかえ資金を実施することに

より、経営の安定化を図り、担い手の確保を図る

こととしており、網走市としても、この借りかえ

資金に対して利子補給を行うということで考えた

ものでございます。 

 この借りかえ資金につきましては、利子補給の

率よりも期間、全期間を実施するということで費

用効果が大きいということで、今回の事業につい

ては、網走市の利子補給率としては0.025％で設

定をしております。単年度の利子補給額は、予算

額として11万円というところでございます。 

 この事業の効果について説明させていただきた

いと思いますが、この借りかえ資金に対する利子

補給では、これを全期間で実施することによりま

して、保証料率が0.4％から0.3％に0.1％引き下

げられるというメリットがございます。償還年数

25年の全期間において利子補給を受ける、行うと

いうことになっておりまして、現時点における借

りかえ対象者33名程度想定をしているということ

なのですけれども、その農業者さんがこの事業を
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活用した場合、全体で利子補給が250万円です

ね。保証料の農業者の負担軽減額が1,000万円と

いうことで見込んでございます。 

 ただこの事業につきましては、農業者の金利負

担の軽減、資金収支の改善が図られるだけでなく

て、北海道農業信用基金協会が債務を保障し、農

業者自身の土地や建物などの担保に依存しないこ

とから、今後前向きな資金の融資を受けるという

こともできるという精神的な余裕も生まれるとい

う、これにより営農意欲の向上が図られ、離農す

る農業者を減らそうという趣旨の事業でございま

す。 

○松浦敏司委員 丁寧にお答えいただきました。 

 そういう意味では、いわば11万円という比較的

当市としては尐額だけれども、しかし農家の経営

をしている人たちに対しては、多大な効果が生ま

れるというふうになると捉えてよろしいのです

ね。 

○梅津義則農林課長 効果は大きいものだと思っ

ております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 では、次に移ります。 

 林業振興についてであります。 

 この北海道は、戦後農家の山を中心としてカラ

マツの植林に力を入れてきました。その結果、こ

こ数年前からカラマツ材の伐採時期に来て、網走

においても伐採が相当進んでおります。問題は伐

採後の植林についてでありますけれども、更新は

順調になされているのか認識を伺います。 

○梅津義則農林課長 更新につきましては、山林

面積の55％に当たる森林については、森林経営計

画を策定し森林管理方針を定めており、伐採後適

切な更新計画が明文化されており実行されている

ところでございます。 

 また、森林経営計画の策定がされていない森林

については、伐採する際の届出に更新についての

意向を示すことになっており、植林の場合は２年

後、天然更新であれば５年後に現地調査等による

確認をし、造林適切な更新が行われていることか

ら、更新は順調との認識をしているところでござ

います。 

○松浦敏司委員 ただちょっと気になるのは、天

然更新ということです。天然更新とはわかりやす

く言えば、どういう更新なのでしょう。 

○梅津義則農林課長 伐採した後、植林をしない

でそのままの状態にしておくということでござい

ます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、更新なのか

よくわかりませんけれども、自然に任せるという

ことだろうと。それはそれで、いろいろな自然の

力で、広葉樹から針葉樹からいろいろ生えるのだ

ろうとは思いますが、ただ見た目がどうなのかと

いうのもありますけれども、一度人の手が入ると

山というのはなかなか難しいもので、しっかり管

理しなければならないというふうにも思います。

これについては、ただ持ち主さんの意向でもあり

ますから、強制もできるものではないと思いま

す。 

 次に行きます。 

 森林整備補助金というのが1,876万円ありま

す。この事業内容について伺います。 

○梅津義則農林課長 森林整備補助金の事業内容

といたしましては、林野庁の森林整備補助事業の

一つで、森林環境の保全に資することを目的に適

正に整備、機能回復整備などの事業において、森

林整備を進めるものであります。補助事業メ

ニューごとにより道や市の補助率が変わります

が、人工造林事業といたしまして、事業量として

は58ヘクタール、道費補助が696万円、市上乗せ

補助が833万円となっております。下刈り事業に

つきましては、事業量100ヘクタール、市補助が

150万円となります。除間伐事業につきまして

は、事業量が56ヘクタール、市補助が111万6,000

円となります。枝打ち事業につきましては、事業

量を120ヘクタール、市補助が20万円となってお

ります。 

 事業全体では、事業費1,876万円となりまし

て、財源の内訳は道補助金が696万円、森林振興

基金繰入金、これは平成28年度に森林組合様から

寄附をいただいたものでございますが、それが50

万円、それと市有林の間伐、主伐の売り払い収入

が435万円、一般財源が695万円でございます。 

○松浦敏司委員 となると、これは森林の持ち主

にとっては、結果としてどんなふうになるので

しょうか。 

○梅津義則農林課長 その辺はおおよそは森林組

合さんのほうでかかわって管理していただいてま

すので、細かくはちょっとこの場では把握してな

いのですが、森林組合さんのほうで行っていただ

けるというふうに思ってます。 
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 市の上乗せ補助もございますので、一般の林地

の所有者につきましては、自己負担が尐なく処理

ができるということになります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、森林というのはカラマツ材で

言えば40年から50年というスパンでありますか

ら、結局戦後ずっと農家の皆さんは農業をしなが

ら山を育ててきたと。しかし、それは、お金にな

るのは息子の代というような形に結果としてなる

ということで、しかしそれはやはり今の自然を

守っていく、森林を守っていくという点で非常に

大事なことであって、こういった補助というのは

非常に大事だというふうに思うわけであります。

これはしっかりやっていってほしいと思います。 

 次に市有林について、1,067万円という予算が

組まれておりますが、これについても事業内容と

面積、どのような補助金が入っているのか、伺い

ます。 

○梅津義則農林課長 市有林整備事業でございま

すが、植林から保育に至る一貫した造林事業を実

施することによりまして、森林の有する水源涵

養、国土環境保全、木材生産等、多様な機能の強

化と地球温暖化防止対策を推進し、また計画的な

市有林整備を行うことで、民有林所有者の森林整

備に対する意識醸成にも期待されることから、市

有林の間伐、造林、下刈り、主抜、下草刈りの事

業となっております。 

面積とか、どのような補助金が入っているかと

いうことでございますが、補助金につきまして

は、公共造林補助事業の森林環境保全整備直接支

援事業といたしまして、補助金額が519万4,000円

となっており、間伐といたしましては能取地区で

12ヘクタール、造林としましては呼人地区で3.5

ヘクタール、下刈りとしましては越歳、能取、呼

人地区で6.05ヘクタールの面積を実施する予定で

す。 

 また、そのほか市単独事業といたしまして、主

伐についてですが、稲富地区で2.88ヘクタール、

下草刈り、天都山、桜公園2.12ヘクタール、こち

らを実施する予定でございます。 

 なお、主伐や間伐した立木については売却を進

め、市有林整備事業の財源として、歳入で435万

円を見込んでいるところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで次に、この森林市有林整備の中で、木育

推進についてということで７万円の予算というの

が入っておりますが、この事業はいつごろから始

めていて、どのような事業なのか、そして目的は

どんなものなのか伺います。 

○梅津義則農林課長 木育推進事業についてです

が、事業の開始は平成19年度より実施をしており

ます。 

 事業といたしましては、近年では平成28年度、

美岬地区のヤチダモ観察に10名の方が参加をして

いただいております。あと木工クラフト教室では

９名の小学生を対象とした参加をいただいたとこ

ろです。 

 今年度につきましては、卯原内地区のオホーツ

クの森散策を実施いたしまして、こちらは10名の

大人の方を中心に参加をいただいたところでござ

います。 

 事業実施目的といたしましては、子供を初めと

とする全ての人が木と触れ合い、木に学び、木と

生きる取り組みを通じ、人や自然に対しての思い

やりとやさしさを育むことを目的としておりま

す。 

 事業費の７万円につきましては、平成30年度も

29年度同様にオホーツクの森散策を予定しており

まして、市内から散策現地までのバスの借上料で

３万8,000円を予定しておりまして、そのほか参

加募集広告料ですとか保険加入料、その他事務経

費等を見込んで合計で７万円という事業費になっ

てございます。 

○松浦敏司委員 木育という教育に関係するとい

うことで、子供たちが小さいときから木に親しむ

ということは大変いいと思いますし、私自身もや

はり木に触れることによって、非常に精神的には

安定するというようなことも実感しておりますか

ら、この事業をしっかりやっていってほしいと思

います。 

 ナマコのことについては、他の委員がやりまし

たのでこれは割愛して、次に無期労働契約転換に

ついて質問していきたいと思います。 

 労働契約法は、2008年４月１日に施行されまし

た。当初有期で働く人を守る規定はありませんで

した。リーマンショックや派遣切りなどで大量の

雇いどめが起こりまして、有期で働く人を保護す

る必要があるとして、2012年に労働契約法が改正

され2013年４月１日施行になりました。この法律

について、どのようなものなのか、できるだけわ



 

－ 168 － 

かりやすく御説明いただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 無期労働雇用契約転換制

度についてでございますけれども、平成25年４月

１日に施行しました、改正労働契約法により、対

応が必要になった雇用に関する新しいルールと

なっております。契約社員やパートタイマーと

いった有期契約労働者が、５年を超えて繰り返し

更新された場合、本人の申し出により雇用期間の

定めがない無期労働契約へと転換されるルールで

ございまして、企業側は一切断ることができない

ものとなっております。 

 平成25年４月１日の施行と同時に有期の労働契

約が開始された場合には、平成30年４月１日から

１年間、この申し出の権利が発生することとなり

まして、労働者が申し出をした場合のメリットと

しましては、契約期間の定めが撤廃されるため雇

いどめの不安が解消され雇用の安定につながると

いうことになりますが、給与や待遇等の労働条件

につきましては変更されることがなく、有期労働

契約時の労働条件がそのまま引き継がれる制度と

伺っております。 

○松浦敏司委員 ということで、画期的なものだ

と思います。賃金云々のものはありますけれど

も、安定して働く場が確保できるという点では非

常に画期的だと思います。 

 そこで伺いますが、原課としては、この間どん

な取り組みをしてきたのか伺います。 

○田口徹商工労働課長 無期転換の権利の発生ま

での期間が近づいている状況なのですけれども、

このルールの導入に伴いまして、有期契約労働者

が無期労働契約への転換前に雇いどめをする企業

が増加するのではないかという懸念がございまし

て、厚生労働省におきましては、これらに関する

労使間トラブルの未然防止や労働者の不安を解消

するため、都道府県の労働局に無期転換ルールの

特別相談窓口を設置している状況となっておりま

す。当市としましても、この制度内容につきまし

て、ホームページ等で紹介をしてきているところ

となっております。 

○松浦敏司委員 ただ、残念なことに、実は労働

者の方、一番肝心の労働者の皆さんがこの法律を

知らないというのがあります。確かにホームペー

ジ等で紹介はしたとしても、なかなかそれを見

る、この法律そのものができているというのがわ

かっていれば、ネットで見るということもできる

のですが、実はそれがなかなかなくて、現実には

そうなっていないということであります。 

 今課長のほうから説明、お話があったように、

雇いどめが起きないようにというふうには思うの

ですけれども、やはり中には雇用契約が５年にな

る以前の雇いどめや、あるいは６カ月以上の空白

期間を設けることで無期限転換できないようにす

るという、いわば脱法的なことをやる企業も実は

出ていると。当市ではそんなことはないのかなと

は思いますが、こういった実態というのは何か情

報あれば、あるかないか伺いたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 今のところ、そのような

情報はまだ入ってきてない状況です。 

○松浦敏司委員 多分そうだろうと思います。と

いうか、実態がわからないというのが実態だと思

います。 

 それで、やはり先ほど言いましたように、この

雇用を守るという点からすれば、この法律があり

ますよということを、市としても労働者に知らせ

ると。それはホームページだけでなく、市の広報

やいろいろな方法で知らせる必要があるのだろう

というふうに思います。課長が先ほど説明したよ

うに、この手続をすれば経営者側は断ることがで

きない。いわば申請をすれば自然成立ということ

になりますから、非常に重要なことでありますの

で、その点でぜひ市としても、独自のこれからの

労働者に知らせるという活動をしてほしいと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 この制度が始まって早速

４月１日から対象になる人もいるわけですけれど

も、その期間、申請できる期間というのもありま

すので、なるべく早目に国や関係機関からの情報

を捉えまして、いろいろな機会を得まして、企業

と労働者に情報を提供する方向を考えたいと思い

ます。 

○松浦敏司委員 よろしくお願いします。 

 次に、中小企業融資制度について伺いたいと思

います。 

 国の予算の中小企業対策費というのは、経済産

業省で1,110億円、今話題の財務省が653億円、厚

生労働省が８億円の総額1,771億円、前年より39

億円のマイナスということであります。一方、在

日米軍の関係する経費、いわゆる思いやり予算、

これは4,260億円と過去最高を安倍内閣になって

更新中ということで、実に中小企業の2.5倍の予
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算となっていると。これはまさに安倍内閣の特徴

があらわれているのかなというふうに思うのです

が、実はこれは、このことはこの思いやり予算が

これほどになっているというのは、在日米軍の維

持にかかわる経費を米側負担とした日米地位協定

の負担原則にも実は反するんだと、こんなふうに

も言われております。そういう中で、中小企業に

対する予算というのは極めて乏しいということ

で、私は非常に怒りを持っているところです。 

 それで、網走市のこの中小企業融資制度とあり

ますけれども、なかなかこの数字をいただきまし

たけれども、余り大きな動きがないように思うの

ですが、原課としてはこの運転資金あるいは設備

資金など、この融資制度の実績についてどのよう

な認識をしているか伺います。 

○田口徹商工労働課長 当市の中小企業振興融資

金制度の一般資金の貸付状況を見てみますと、運

転資金につきましては平成27年度から29年度にお

いて、ほぼ同じぐらいの数字で推移しています。

金額が若干ふえてますが。それに対しまして設備

資金が、27年、28年、29年でいくと29年が若干

減ってるし、金額も落ちているような状況となっ

ています。 

 このような状況から、企業としては運転するの

に今必死という状況が見られ、逆に設備投資につ

いては厳しいということで、これはちょっと景気

に対してはマイナス方向の動きなのかなというふ

うに見られるような状況となっております。 

○松浦敏司委員 課長の言われるとおりだという

ふうに思います。 

 経営が安定しているから運転資金や設備資金に

大きな動きがないのかといったら、そんなことは

もう多分ないだろうと。結局借りたくても、なか

なか借りることができないと。資金を借りる上

で、金融機関に行けば必ずたとえ網走市の制度資

金を使うにしても、確定申告の過去３年分の写し

を持ってきてくださいというようなことになっ

て、そうなると成績が余り経営がよくないとはじ

かれるというようなことにもなります。 

 そういう意味でおいては、今現在、アベノミク

スということで安倍さんは随分このことを強調し

て、日本の景気はよくなってるんだというふうに

言っています。しかし、現実にはトリクルダウン

というのは全く起きていないと。これはもう大企

業や富裕層のところでとまったまま、だから大企

業の内部留保がもう400兆円を超えると、こんな

ことになっているのだろうと思うのです。そうい

う意味では、全くこの網走市の経済にとっては、

アベノミクスのトリクルダウンは神話でしかない

と、こんなふうにも思うのです。 

 こういう中で、この制度資金をやはりどうやっ

て使っていただくかという、ここが非常に難しい

ところだと思います。やはり気楽に使えるという

ふうに言われても、なかなかそれが行かないとい

うのが今の現状だというふうに思いますから、こ

れをどう周知していくかということも必要だとは

思うのですが、なかなか難しい。これが現実だろ

うと思います。 

 そこで、昨年も言いましたけれども、信用補完

制度というのがあります。これは、中小企業、小

規模事業者は信用力も担保力にも乏しいというこ

とで、民間金融機関だけで資金繰りを円滑に進め

ることは困難だというようなことで、そこで各地

の信用保証協会が事業者の金融機関からの借り入

れに対する公的保証人となって、返済が滞ったと

きには債務をかわって返済、代弁済を実施してい

るというようなことであります。これが信用補完

制度であり、文字どおり中小企業にとっては命綱

になるということでありますが、この制度につい

て、原課としてもっと周知すべきでないかと思う

のですが、お考えを伺います。 

○田口徹商工労働課長 信用保証協会の制度の仕

組みですけれども、実は当市の制度資金につきま

しては、一般資金もそうですけれども、金融機関

から借りるときには必ず信用保証協会の保証つき

でなければ借りられないという仕組みになってお

りますので、当市の融資制度を使う方は皆さんこ

の制度資金について理解していただいていると

思っております。 

 それで当市としましては、その保証料につきま

しては、全額年末を区切りとしまして補給をして

いると、お返ししているというような制度を持っ

ているところでございます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、この中小企業

融資制度というのがあって、それがしっかり中小

企業の役に立ってはいるのですけれども、より利

用がふえるようなことになっていかなければ網走

の経済もよくなっていかないだろうと、こんなふ

うにも思います。 

 最後に公共交通について、これも他の委員の方
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が質問しておりますので、西山通りのコミュニ

ティバスの関係についてだけ若干質問したいと思

うのですが、先ほどなかなか部長からいい答弁を

聞いて、質問するのもしにくくなったのですが。

ただもう一つあるのは高齢化というのがあって、

そして今国で初め高齢者の免許返上という、この

ことが推進されているという状況で、こういう中

でどうしていくかという、公共交通の必要性から

言えば、こういった人たちにはやはり照準を当て

なければならんということだと思うのですが、今

それぞれ、原課のほうでも地域の車止内やあるい

は錦町の皆さんの声を聞いているというふうにも

承知しておりますが、やはりこういった人たちが

バスに乗って買い物に行く、あるいは病院に行

く、このことにとってより便利なバスでなければ

なかなか使えないと。こういうことなのだろうと

思うので、このニーズをつかむ必要があると思う

のですが、この辺でのお考えを伺います。 

○田口徹商工労働課長 コミュニティ路線西山通

り線の関係ですけれども、この路線については利

用状況が若干低いということもありまして、地域

とは定期的にお話をするような機会を持っており

ます。それで、地域における利用ニーズというの

は地域において調べていただくようにしておりま

して、地域がそれに基づいて時間の変更等を望む

ときはそれに対応したいというふうに地域と話し

ておりますので、この取り組みついては今後とも

継続してやっていきたいなというふうに考えてお

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 とにかくこの公共交通ですから、簡単に減らし

たり、なくしたりというようなことはすべきでな

いと。それは原課のほうでも当然そう思ってると

思うのですが、そういう意味では多くの市民の皆

さんの理解を得ながら、そしてより利用しやすい

バスの運行という点での努力を求めて、私の質問

を終わります。 

○金兵智則委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後４時59分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時11分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行します。 

 近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、幾つか端的にお伺い

をしていきたいと思います。 

 まずは、観光関連の予算に関してお伺いをして

まいります。 

 これまでも幾つか質問が出ておりましたが、Ｊ

Ｒを利用して宿泊の増強につなげていこうという

施策が新たに打ち出されてきておりますが、ＪＲ

の利用促進という視点からも、またローコスト

キャリアを新たに就航して、その利用客の皆さん

に網走に来ていただくという面からも、極めて重

要な政策だなというふうに受けとめさせていただ

いておりますけれども、この手の施策、どのよう

に検証するのだろうかということをお伺いしたい

と思います。 

○高井秀利観光商工部参事 鉄道利用型観光客誘

致促進事業におけます、データ収集等の御質問で

ありますけれども、本事業につきましては、ＯＴ

Ａを活用し、インターネットでの予約時に観光客

が本来の価格から助成額を差し引いた額で決済で

きるような仕組みを検討しております。インター

ネット経由での予約であれば、個人情報を特定し

ない、ある程度の利用者の属性といったデータは

収集することは可能でありますので、それを用い

て検証することはできるのではないかと考えてお

ります。 

○近藤憲治委員 運行は実際、途中で使うツール

はＪＲということなので、事業者さんの情報なの

で、そこはなかなか難しいのかなというところも

ありますけれども、しっかりと情報の収集といい

ますか、データの収集で次の施策の展開につなげ

るようにしていただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、地域連携釧網本線利活用可能性調査事業

ということで、またこれもＪＲに絡んでの調査が

行われるということですが、こちらも非常に重要

だなというふうに受けとめてますけれども、調査

からどのような展開を想定されているのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

 またあわせて、一部新聞の報道で鉄路、線路の

貸し出しの話も上がっておりまして、そのニュー

スに対して堀江貴文さん、ホリエモンさんが、

だったら僕も走らせてみたいというようなことを

ツイッターで書いたりしているという状況があり

ます。そういった点で非常に北海道の鉄路という

のは、今まで全く関係なかった事業者の方にも魅
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力的なのだなというふうに受けとめておりますけ

れども、この調査事業からそういった夢のある展

開が導き出せるのかどうか、今の状況をどう考え

ていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 地域連携釧網本線活

用可能性調査事業におきます今後の展開というこ

とでありますけれども、まず本調査におきまして

は網走市、斜里町、清里町、小清水町と連携をし

て実施をしたいと考えておりますので、オホーツ

クエリア一体で情報共有いたしまして、エリアと

してＰＲなどの施策に利用していきたいというふ

うに考えております。 

 その後の線路の貸し出しの関係でありますけれ

ども、本年２月20日に開催されました観光戦略実

行推進タスクフォース第18回におきまして、国土

交通省鉄道局よりＪＲ北海道の線路を開放して意

欲のある外部事業者を国内外から広く公募し、魅

力ある多様な観光列車を運行させる仕組みを検討

するというふうに表明をされました。 

 その後の国土交通大臣の会見でも、さらに多く

の旅行者を北海道に呼び込み、観光を通じた地域

の活性化を後押しするとともに、ＪＲ北海道の経

営改善の一助としてまいりたいと考えていると答

えられておりますことから、今後実現されること

を期待するとともに、国の動きを注視してまいり

たいと思っております。 

○近藤憲治委員 その際にはまた地元の動きも重

要になってくるかと思いますので、この調査事業

を含めてしっかり取り進めていただきたいと思い

ます。 

 次に、先ほどの鉄道利用型の観光客誘致促進事

業とも関連するのですけれども、ローコストキャ

リアピーチの釧路就航に関連してお伺いをいたし

ます。 

 しっかりとお客様に乗ってきていただいて、こ

の東北海道を回っていただくという仕組みづくり

が必要ですし、また中長期的にはローコストキャ

リアですから、当然こちら側からどれだけ乗って

いるかというものも見られます。また搭乗率次第

では非常に厳しい結論を出されるというのもロー

コストキャリア業界の常でございますので、来て

いただく手法、そしてまたこちらの方が乗る手

法、いろいろと考えていかなければならないなと

いうふうに思っておるところでございます。 

 あわせて、やはりこの段階でピーチだけなぜと

いう議論も確かにあるのですけれども、ピーチは

この後千歳空港を拠点化するという計画を持って

いて、道内の路線もやりたいという意向を持って

ます。そういう意味では、ここでしっかりとピー

チとの関係性を築いて、いずれ女満別空港就航に

つなげていくという戦略的な、意欲的な施行が必

要だと思いますけれども、ちょっとそのあたりの

見解を伺いたいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 ピーチの就航に関す

る御質問でありますけれども、ピーチ就航に伴い

まして新しい客層の方たちがこちらのほうに入っ

てくるということで、その受け入れ態勢の整備と

いたしましては、ひがし北海道観光事業開発協議

会を中心に、ひがし北海道女子旅創出プロジェク

トというものを立ち上げまして、東北海道が一体

となってコンテンツの整備を図っているほか、

ピーチアビエーションと東北海道４空港圏域が連

携したウエブプロモーションを展開する予定であ

ります。 

 東北海道地域といたしましては、まずは受け入

れ態勢の整備に重点を置いて取り組んでいるとこ

ろでありますけれども、新規路線の安定就航に向

けまして、釧路空港発の取り組みも必要であると

考えておりますので、連携した取り組みをエリア

で検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 またピーチさんとの連携につきましては、先ほ

ど申しました女子旅創出プロジェクトの会議の中

でも、ピーチさんのほうから会議に出席していた

だいて、いろいろな情報交換もさせていただいて

おりますので、今後もそういった連携を深めてま

いりたいと思っております。 

○近藤憲治委員 しっかりと取り進めていただき

たいというふうに思います。 

 最後に、商工関係の分野でものづくり総合支援

事業や起業化支援事業補助金に絡んできますけれ

ども、いわゆるスタートアップ、事業創造、つく

るほうの創造ですけれども、をやはり促進してい

く流れが、今後網走さらに必要だろうという見解

からの御質問でございますけれども、いろいろこ

れまでも補助政策を打ってこられましたけれど

も、やはりこれからこういった創業支援の、いわ

ゆるスタートアップ支援の施策を打っていくに当

たっては、やはり今後の世界の流れ、社会の流れ

というものをしっかりと見きわめた政策の内容に
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していっていただきたいというふうに思っていま

す。 

 昨年の９月の一般質問でもさせていただきまし

たけれども、やはりこのさきの第４次産業革命や

シンギュラリティを見据えて、今までとやはり起

業、創業といったものは全く違った視点で行われ

るタイミングが遠からずやってくるだろうと思っ

ています。 

 そういった点からするとやはり、既存のものづ

くりだけやればいいとか、そういったところから

尐し前に進んで、社会問題解決型のさまざまな事

業を地域の方々が創造していく手助けをやはり行

政としてやっていく必要があるだろうというふう

に考えております。もともと例えば今、民泊紹介

サイトのＡｉｒｂｎｂなんかも、もともとはこん

なの役に立たないと言われていたような業態が、

実はふたを開けてみたら世界中で使われるような

サイトになっていたりとかもしておりますので、

そういった何といいますか、先ほど審議会の話も

出てましたけれども、今どうなのかというよりも

やはりこの先を見据えて、このビジネスを育てて

いくべきなのかどうかというような視点での創業

支援、ビジネス創出の支援施策を構築していって

いただきたいというふうに考えておりますが、い

かがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 ９月にもいろいろと指摘

をいただいて、アメリカのお話とかいろいろなこ

とを研究させていただいておりますけれども、今

後とも議員のお話を伺いながら、またさまざまな

情報を収集しながら、制度について検討していき

たいというふうに考えます。 

○近藤憲治委員 それではしっかりと進めていた

だきたいと思います。 

 終わります。 

○金兵智則委員長 次、佐々木委員。 

○佐々木玲子委員 では、私のほうからも重複し

た点については避けまして、何点か質問させてい

ただきます。 

 まず予算書の64ページ、Ｕ・Ｉターン促進事業

ですけれども、これは28年度から始まった事業

だったと私は認識しておりますけれども、その２

年間の成果といいますか、進捗状況をちょっとお

伺いしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 Ｕ・Ｉターン就職推進事

業の関係ですけれども、この事業につきましては

平成29年度、ことし初めて行った事業ですけれど

も、Ｕ・Ｉターン就職推進事業補助金を創設いた

しまして、首都圏等で行われるＵ・Ｉターンフェ

ア等に参加する企業を、その参加費それから出展

費等について支援する制度となっております。 

 補助の内容としましては、そのフェアに参加す

るための出展料、それから１名分の旅費宿泊費、

それの金額の２分の１で上限を15万円としている

ところでございます。 

 今年度につきましては、網走バスさんが東京で

開かれたどらなびＥＸＰＯ2017春というフェアに

出展しております。残念ながら雇用にはつながっ

てはいないのですけれども、これに参加してきた

というような状況があります。 

 またそのほかには、北海道人材誘致協議会へ当

市として加入し、網走商工会議所さんが策定しま

した市内企業のＵ・Ｉターン応援サイト、この

ホームページを協議会ホームページにリンクした

り、協議会の機関誌に網走市のＰＲ記事を掲載す

るなどしまして、当市のＵ・Ｉターンの取り組み

についてＰＲを進めてきたところとなっておりま

す。 

○佐々木玲子委員 初めての新年度の事業でした

ね。失礼いたしました。 

 その網走バスさんも、聞くところによります

と、決まりそうだった方が残念ながら来られない

結果になってしまったということで、うまくいっ

ていれば本当にいい事例になったなと残念な思い

ではありますけれども、来る方の希望ですから致

し方ないなと思います。 

 このＵ・Ｉターンを今回質問したのは、その

フェアに参加する企業の補助ということでした。

それでその対象とする人たちが、尐しいろいろな

リサーチをして、行く先というのが考えてみたら

どうなのか。例えば、ことしの春から網走市にＵ

ターンをしてきて働き始める青年にたまたま、今

３名ほど近況を聞いているのですが、やはりそう

いうフェアに参加するように、大学を卒業する時

点でそのほか網走出身者の方たちにうまく伝わる

ような、今ホームページ等で発信するというＳＮ

Ｓを活用してという話がありましたが、その焦点

の絞り方というか、発信の仕方というのがもう一

つ伝わりやすい、もしかすると網走を離れて働い

ている間に、網走に帰ってきてもいいかなとか、

家庭の事情で網走に帰りたいけれどもどんな企業
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があるのか、帰れる場所があるのかと探している

人たちも出てきているのですね。その辺のところ

の発信の仕方というのは、何かいろいろな情報の

中から工夫してるような先進事例などというのは

ないでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 実はこのＵ・Ｉターン就

職推進事業なのですけれども、ことしの予算は40

万円だったかな。去年よりちょっと尐ない予算に

はなっているのですけれども、Ｕ・Ｉターンの補

助対象の件数を２件に落としまして、そのほかに

実は情報発信事業をここでやろうというふうに考

えております。 

 市内高校を卒業した若者等が全国へ大学等に行

くという、そういう若者がいずれは網走に帰って

きてほしい。そういうことから、網走の就労情報

と、就労情報だけではなかなかおもしろくないの

でまちなか情報もあわせたもの、こういう情報を

発信する事業を考えてます。ＳＮＳを活用して情

報を発信していきたいというふうに思っておりま

す。 

 この事業につきましては、ハローワーク網走さ

ん、それから網走商工会議所さんと連携させてい

ただきまして、ハローワーク網走が定期的に発行

しております市内就職情報や、先ほど言いました

商工会議所のＵ・Ｉターン応援サイト、これらの

情報をまちなか情報とあわせて発信することに

よって、全国の網走を離れた若者に情報発信をし

続け、将来的には網走へということを考えていた

だきたいというものです。 

 ＳＮＳやツイッターを使うと、19～20歳が一番

使うことが多いのはツイッターということを調べ

て、そういうふうには考えておりますけれども、

なかなかこのツイッターの情報が全国の皆さんに

伝わるかというと、これは簡単なことではないと

いうふうには思いますけれども、何とか市内の青

年団体の皆様や農大生などにも協力をいただい

て、情報拡散に努めてまいりたいというふうに考

えているところです。 

○佐々木玲子委員 まさに今私が思い描いていた

ような若者への、この網走から出て行った人へ何

とかつながるような発信の仕方、そしてその中に

ただ就労の情報だけではなくて、網走のまちなか

の情報、帰ってきたらこういう楽しいところがあ

るよ、いろいろな場所があるよという、そういう

若者がやっぱり網走に帰ってきたくなるような、

そういう情報は非常に重要だと思うのですね。 

実は、うちの息子たちが大学生時代などは、網

走市へ帰っても、やっぱりお盆とかお正月に帰っ

てくるものですから、運動施設はみんなお休みだ

し、友達とどこかで何かやりたいといっても場所

がないとか、帰ってきても行くところがないんだ

よねというようなことをよく言っておりました。

そういうことも考えると、やはり魅力のある場所

というものをいかに発信できるか、いろいろなと

ころがあるんだよというところはぜひ、網走を離

れてしまいますとなかなかわかりませんので、そ

れも大事なことだと思います。 

そして、年数がたつとやはり帰ってきてもいい

のかなとか、いろいろな会社での状況も変わっ

て、いずれは田舎へ帰ってもいいなというのを

思っていても、情報がなかなかないというところ

で先へ進まないということもありますから、そう

いう点でぜひ今答弁があったような形で、Ｕ・Ｉ

ターン事業の費用は昨年55万円、ことしが50万円

と非常に大きな金額ではありませんけれども、こ

れからの網走の人口減尐対策の一つにも大きな効

果が出てくるものだと思いますので、しっかりと

これはやっていっていただきたいと思います。 

 次に、72ページの北海道ＨＡＣＣＰ導入支援事

業です。 

 これはＨＡＣＣＰというのは、この水産会社を

持つ、港を持つ網走としてはどんどん進めていた

だきたい事業ですけれども、今現在私が持ってる

情報では、大手の水産会社さんが早くから輸出関

係で整備したりしてるというところまでは知って

いるのですけれども、市内のそういうＨＡＣＣＰ

の導入の必要な事業者さんたちがどこまで進んで

いるのかというところをつかんでいらっしゃるで

しょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 ＨＡＣＣＰの導入状

況ですが、今佐々木委員からお話あったとおり、

市内の大手の加工場は、ＥＵあるいは対米、そう

いった国の補助などを活用しながら、そういった

ＨＡＣＣＰの認証取得をしている状況にあります

が、中小の食品製造業を営んでいる水産加工会社

含めてですが、そういったところについては、や

はり前近代的な設備だったり、製造環境だったり

というのは散見されるということで、こうした状

況から尐しでも安心安全な食品を消費者に提供す

るためにも、北海道としてはこうしたＨＡＣＣＰ
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方式といいますけれども、原材料の搬入から製品

の製造出荷に至るまでの一連の過程を衛生管理の

対象とする手法をＨＡＣＣＰ方式といいますが、

こういった手法の普及を目的にＨＡＣＣＰ自主衛

生管理認証制度、いわゆる北海道ＨＡＣＣＰとい

うものが北海道の制度としてございます。 

こうした取り組みに対して、ＨＡＣＣＰの認証

取得はもとより、保健所の衛生管理評価ランクで

Ａランク、Ｂランク、Ｃランクとありますが、Ａ

ランクを取得しようとする、そういった食品製造

業に対して補助をしようというのが、こういった

内容になっていまして、大手は大手として進んで

おりますが、佐々木委員御指摘のように中小、そ

ういった状況でございますので、この制度をぜひ

活用していただいて、そういったＰＲもしていき

たいと思っています。 

○佐々木玲子委員 それではこのＨＡＣＣＰの導

入というのは非常に重要ですけれども、まだ中小

の企業の方たちは、なかなか取り組むところまで

行っていないという、そういうようなところでや

はり予算も初年度は300万円だったところが200万

円になってしまったのかなと思います。しかしこ

れは本当に網走の水産物は非常に自慢のものです

から、いろいろな食品加工をやっているところ

で、しっかりと導入していただくことで、網走の

またブランド力も上がると思いますから、なかな

か難しいこととは思いますけれども、事業者さん

たちに、やはり自分たちのつくっているものが安

心して食べていただける自慢のものだということ

が一つのその会社のＰＲにもなるわけですから、

そういう点で難しい、なかなか自分たちの資金繰

りというのもありまして、補助があってもそれだ

けで済むものではありませんから、先を見ると後

継者のいない会社もあるでしょうし、なかなか進

まないのかもしれませんが、これはじっくりと取

り組んでいただきながら、来年には何件か、これ

ができましたと言えるような、しっかりとした取

り組みをやっていただきたいと思うところでござ

います。 

 次に同じ72ページ、水産科学センターの管理運

営事業。これは昨年の予特でもうちの永本委員か

ら質問をいたしまして、水族館にかわるような学

習館としての機能を持ち合わせて、28年度からは

以前に比べると桁の違う入館者数がいるというこ

とで、非常に試験的ではありますけれども、ゴー

ルデンウイーク期間や夏休み期間の１週間、生き

物すくいやホタテ貝工作など特設コーナーを設け

て、広報メモやフェイスブックで周知を図ったと

ころ、ゴールデンウイーク期間と夏休み期間を合

わせただけでも例年数十人の来館者だったものが

758人の来館者となりました。多くの子供たちに

大変喜んでもらえたというようなことで、次年度

はＰＲの方法なども検討しながら、よりよい取り

組みをしていきたいという答弁があったところで

ございます。 

 そこで、その結果どのような反応と入館者数、

そして子供さんたちの反応、全体の入館者の方と

いったらいいでしょうか、この取り組みに対して

のアンケート調査などをしていれば、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 昨年のこの委員会で

永本委員から御質問がありまして、今佐々木委員

からお話があったとおり、答弁をさせていただい

たところでございます。 

 入館者数につきましては、平成25年から27年度

にかけましては、千四、亓百人で推移をしてきた

のですが、先ほど試験的というお話もありました

けれども、平成28年度にそういった取り組みを開

始しまして、川と湖の学習館に関しては3,118人

の来館者があったということで、平成29年度につ

きましては、現時点では3,205人という来館者に

なっております。 

 来館者の反応ということですけれども、まず来

館者の対象といいますか、こうしたイベントのと

きに圧倒的に家族連れが多いわけですが、それ以

外の時期、例えば通常の平日ですとかそういうと

きについては、例えば学校の授業の一環として小

学生のクラスが担任の先生と一緒に見学に来たり

だとか、あるいは高齢者の施設の皆さんが見学に

来たりとかというようなこともございます。そう

した中で反応としては、来た方それぞれさまざま

な反応をお持ちだと思いますけれども、特に小学

生については、タッチプールで初めて水生生物に

触れたということが大変な驚きと発見というよう

なことが、とりわけ学校の授業の一環で来たとき

に感想文を書いていただいて、その感想文もいた

だいておりまして、そういう中では行ってよかっ

た、驚いた、初めて触ったみたいなのですね、そ

んな感想が大変多いというのが状況です。 

 アンケートでございますけれども、来館者全員
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とはいかないわけですが、アンケート調査を実施

をしておりまして、平成28年度に行ったアンケー

トの結果でございますが、来館者で初めて来たと

いうのが64％で６割以上いらっしゃいます。それ

から目的でございますけれども、勉強、レクリ

エーション、観光というのが、それぞれ３分の１

ぐらい、30％ぐらいずつですね。先ほど言いまし

たように、どなたと来ましたかというのはやっぱ

り家族連れが圧倒的に多くて83％。学習館の存在

についてはどこで知りましたかということでは、

新聞やフリーペーパーで知ったというのが30％、

その他はそれ以下でいろいろなパターンがあると

いう状況になっております。それから一番興味深

かったというのはやっぱり先ほども申し上げまし

たように、タッチプールが一番興味深いというこ

とがありまして、これが半数以上に及んでいる

と。いろいろ意見をいただいているわけですが、

中にはクリオネですとか、オオカミウオの展示が

あるといいのになというような意見もありまし

た。 

 いずれにいたしましてもこういった結果をもと

に、今後のよりよい学習館のあり方の参考にして

まいりたいなというふうに考えております。 

○佐々木玲子委員 来館者のうち家族連れが83％

と、学習館とはいいながらもやはり網走に水族館

がなくなって以来、なくなったのは寂しい、何と

か水族館のかわりになるようなものがどこかにで

きないのかとか随分言われてきました。そういう

意味では、この川と湖の学習館というのが、非常

にそれに匹敵するような施設になりつつあるのか

なと。そして、こういうアンケートもとりなが

ら、今言ったように展示物にオオカミウオがいた

らいいのになとか、御存じの方もいらっしゃるの

だなと。私も子供のころ行ったときに、何とも言

えない怖い顔のオオカミウオが印象に残ってます

けれども。いろいろな意味で、そしてそのタッチ

プールがあるということがやはり触れ合い動物園

の話もありますが、実際に触れるというのが今の

子供さんたちにはすごくいいことのように思いま

す。 

 そういうことで、これからも、そうですね、こ

としこれからまた１年間、いろいろな反応を見な

がら、この川と湖の学習館が網走の一つの観光の

一つのアピールポイントにもできるような場所に

するということは考えられるのでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 施設の規模なども考

えると限界はあるというふうには思いますけれど

も、せっかくの学習館ですので、担当する者とし

ては、本当に子供たちはもちろんですけれども、

より多くの方々に来ていただく、それからそれぞ

れ例えばパンフレットなんかも観光施設ですとか

そういったところにも置かせていただいたりとい

うこともしていますので、いろいろ考えるべきこ

とはあると思いますけれども、限界もあると思い

ますけれども、よりよい学習館となるように、ま

たいろいろと研究していきたいなと思ってます。 

○佐々木玲子委員 やっぱりそうですね。そうい

うような声もきっとこれからも出てくると思いま

すし、いろいろな観点から考えていただきなが

ら、水族館のかわりとは言いませんけれども、水

と魚との触れ合いの場というのをこれからも充実

していっていただければなと思うところです。 

 あと一、二点も前段の委員たちからいろいろな

議論がありましたので、大体理解はできていると

ころなのですが、確認として74ページの空き店

舗、空き地活用事業補助金のところで、この空き

地活用というのは以前まで入ってなくて、最初に

始まったときは空き店舗対策だったと思います。

空き店舗活用事業補助金ということで、新規に商

店街の４条の表側に面したところに出店する人た

ちの店舗の改修費と家賃の一部補助だったのです

が、これが平成17年に始まりまして、最初私はな

かなか商店街だけに補助をするということには疑

問を持っておりまして、しっかりと動向を見守り

たいということを常々言ってまいりました。そこ

で、今、えとでいえば12年一回りしたところです

けれども、その辺の今の結果としてどんな評価を

されているか伺いたいと思います。 

○日野智康商工労働課参事 補助制度の利用状況

についての御質問ということで、制度については

委員御承知のとおりでございます。平成17年より

取り組みを進めてきている補助制度となっており

まして、制度の利用店舗数は累計で23店舗となっ

ている状況でございます。そのうち残念ながら８

店舗が閉店されているような状況となっておりま

す。15店舗は現在も営業を続けている状況という

ことで把握しております。 

 済みません。評価についてですけれども、15店

舗が現在も事業を継続している状況です。それに

あわせて、地域に根差した店舗となっているお店
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もありますので、市としましては一定の効果が

あったということで認識しているところでござい

ます。 

○佐々木玲子委員 私も実は最近は、やはり出店

していただいた店舗によって人の流れも尐しふえ

たかなというような店舗も見かけますし、まだま

だ全部が埋まってない状況ではありますけれど

も、私が当初思っていたよりはいい結果につな

がっているかなと思いますので、そこのところは

一定の評価をしたいと思います。ただ、気にかか

るのは、４条に面した店舗で一見使えそうな店舗

ですが実際当たってみると、もう裏方は老朽化し

てしまって、お貸しできるような店舗ではないと

いうところもところどころあります。そういうよ

うなところの把握はされてましたか。 

○日野智康商工労働課参事 空き店舗の状況の把

握ですけれども、まちづくり会社推進協議会のほ

うでも、前年度、空き店舗の所有者だとか状況に

ついて把握をしたところです。本日現在、15店舗

が空き店舗として把握しておりまして、近日は所

有者の了解が得られれば、中の状況を拝見させて

いただくだとか、先日まちづくり会社が主催でや

りましたカフェ講座でも、講座とあわせて物件を

５店舗見て回ったというような状況もございま

す。使える店舗回って見るような形になりました

が、やはり使えない店舗も把握しているという状

況でございます。 

○佐々木玲子委員 わかりました。 

 以前私空き店舗を探したときに、なかなかその

状況がつかめてないというようなことがあったも

のですから、ちょっと心配してたのですが、まち

づくり会社ができたことで、その辺のところも尐

しきめ細かな対応ができるようになったんだとい

うことで安心いたしました。 

 そこのところで、これから先々４条に面した、

今対象となっている地域から広がっていくような

ことも、これから考えていかなければいけないと

思いますので、しっかりその辺の状況を把握して

いただきながら、この事業は進めていっていただ

きたいと思います。 

 私から以上で終わらせていただきます。 

○金兵智則委員長 次、立崎委員。 

○立崎聡一委員 重複してるところは割愛させて

いただきたいと思います。 

 再生可能エネルギーの活用調査について、大ま

かに中身的なものは一応伺ったのですけれども、

最後の部分、売り先の部分についての御説明がな

かったと思います。その辺についてはいかがで

しょうか。 

○日野智康商工労働課参事 はい、売り先につい

ての御質問でございますが、本年度はただ今委託

調査をかけている状況であります。この調査によ

りまして、先進地でやっている野菜販売、流通形

態もしっかりしているような事例について報告を

今まとめていただいているところでございます。 

 どこに売る、販売できるのか、誰に買ってもら

えるのか、ここは課題と認識しておりますので、

本年度における調査研究をしていく中でも、そち

らのほうには視点を持って取り組んでいきたいと

考えているところでございます。 

○立崎聡一委員 売り先という、そこもきちんと

研究しておかないと、つくったはいいですけれど

も、実際販売することもできない、どうにもなら

ないといったときには大変困った状態に陥ると思

いますので、その辺はしっかりと研究をしていた

だきたいと思います。 

 次に移ります。 

 濤沸湖のシジミ漁業の、先ほど他の議員からも

ありました。過去にもやはりやっていた、昭和45

年までやっていたという説明も聞きましたし、過

去３年間、実験的に試験的にやられてたというお

話もいただきました。今後３年間でやっていくと

いうことで。これ、どのくらいの数量を、稚貝を

放流というか、そういう形だとは思うのですけれ

ども、やっていくのでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 先ほど御答弁申し上

げた内容につけ加える形になりますが、平成27年

から29年の試験ですね、北海道の補助を受けて網

走漁協もやった試験については、移殖したのは３

トン程度のシジミだというふうに聞いています。

今後、平成30年間からの３カ年、これは出荷体制

を目指すということですから、６トンないし6.5

トンですね、6.5トンというふうに聞いてまし

て、それを移殖をして、非常に生残がいいという

ことで、仮に８割の生残で成長すれば５トンぐら

いの出荷が可能になるのではないかという想定

で、この事業を進めるということでございます。 

○立崎聡一委員 なかなか成績がいいのか悪いの

か、僕もちょっと漁業者ではないのでわからない

のですけれども、ただ大きいものがとれるという
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過去のお話は僕も聞いたことがありまして、その

辺は期待できるのかなというふうに思います。 

 それで、これ、今シジミは網走湖でもやってま

すし、藻琴湖の寒シジミというのもあります。も

し、これうまくいくことを前提にお話しするので

すけれども、うまくいくと思いますけれども。濤

沸湖のシジミはどういう扱いになるのかなと思い

ますが、その辺お聞きします。 

○脇本美三農林水産部次長 どのような扱いかと

いうのはちょっと今後のことになりますので、何

とも断言できないわけですけれども。ただいずれ

にしても、安定した出荷体制を確立するというの

が何よりも重要なことだというふうに思ってます

から、これは例えばの話ですけれども、そういっ

た安定した出荷体制が整ったということで考えれ

ば、今先ほど藻琴の寒シジミも話ありましたけれ

ども、濤沸湖でいいますとラムサールの登録湿地

だということもありますし、何といいますか、そ

ういった濤沸湖を生かすような、そういった出荷

ですとか販売戦略をつくり上げることがもしでき

るとすれば、これは特産的な水産物という可能性

は秘めているのではないかというふうには思って

います。 

○立崎聡一委員 そういう方向に向かっていけば

いいのかなというふうに思います。 

 そして、もう一つ聞きたいのが、平成27年から

29年の間の３カ年間で試験的にやられたというこ

とで、卵は生んだのかな、どうなのかなというこ

とをちょっと聞きたいなと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 シジミの産卵のこと

だと思うのですけれども、シジミというのは何年

かに一度卓越した産卵があって、それがある程度

の大きさになるまでの環境が必要だというふうに

聞いてます。これは東京農大のシジミの研究して

いる先生のお話なのですが、藻琴や濤沸でも産卵

はあるというふうには聞いてるのですけども、そ

れがなかなかやっぱりその自然の環境の中での再

生産につながっているかというと、決してそこま

では行ってないというふうに伺っています。 

○立崎聡一委員 シジミの産卵、僕も聞いた話な

のですけれども、海水で産卵をして大きくなると

きは淡水のほうで大きくなるという、何か循環み

たいな形をとるというお話を聞きました。 

 そういった意味でも、今後は濤沸湖にかかわら

ずどこの湖もそうかもしれませんけれども、しゅ

んせつなど、そういった環境整備のことを国のほ

うにお願いするということはお願いしてもよろし

いのではないでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 先ほど小田部委員の

質問にもお答えをしましたが、これは代表質問で

五戸議員の質問に市長から答弁したところであり

ますけれども、やはりそういった湖沼や河川のい

わゆる流域の環境保全というのは、これは農地崩

落の問題も含めて、これまでも国や道に対してさ

まざま要望してきましたし、先ほども申し上げま

したとおり、地元においても網走川の流域や藻琴

川の流域の環境の保全の検討会なり、協議会とい

うのがございますので、そういった場で市として

も課題解決に向けて積極的に意見反映をしていき

たいなというふうに思っています。 

○立崎聡一委員 では、次に移ります。 

 66ページのナガイモ高付加価値化のお話なので

すけれども、質問なのですけれども、これも他の

議員の方がやられました。 

 いろいろ研究されてて、まだ途中の段階なのだ

ろうなというふうに思います。時間かかることだ

と思いますし。最終的に原料の確保というのは、

ＪＡさんのほうにも働きかけを市としては行って

いるのかどうか、確認したいと思います。 

○梅津義則農林課長 ナガイモの原料の確保とい

うことでございますけれども、安定した需要の確

保、販路拡大のためには、安定した供給が重要で

あり、これには作付面積の確保が重要であるとい

うことは認識をしております。 

 この作付面積の確保のためにも、機能性商品な

どの開発ですとか、これに伴う規格外品などの活

用による高付加価値化を図ることにより、生産意

欲向上をする取り組みが重要であると考えており

ますので、引き続き本事業も含めＪＡなどとも協

議しながら、この対策に取り組んでいきたいと考

えております。 

○立崎聡一委員 原料なくては幾らいいものをつ

くってもなかなか続かないというのがありますの

で、そうならないように努力していただきたい

し、私たちも努力したいというふうに思います。 

 続いて、ジャガイモシロシストセンチュウのお

話を尐しだけさせていただきたいなと思います。

先ほど来、他の議員からやはり同じ質問がござい

ました。 

 やはり時間の長期化ということが考えられま
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す。長期化をすることによって、年度をまたいで

しまうと、実は輪作体系が非常に崩れてしまうと

いう。３年間で終わるはずが４年に延びた場合に

どういうことになるのかというと、単純に１作休

めばいいのかなという話ではなくて、実はその輪

作が狂ってくるということで、ほかの麦類にして

も、それからビートにしても、ジャガイモは

ちょっとまだできない、播種できないというのが

あるのですけれども、そうなったときに、輪作体

系が崩れることによって減収という現象が起きま

す。 

そのときのことを考えると、やはり国を挙げて

の問題ですから、国のほうにしっかりとその辺は

説明をして理解をしていただかなければならない

というふうに思います。対発生した農家の方々に

確かに説明はあります。そしてこちらのお話もし

ます。ただ、国のほうが本当に納得していってい

るのかどうかというのは、私も一度一緒に参加さ

せてもらいましたけれども、非常に疑問なところ

があります。その辺も、その辺を市としてもしっ

かりと声を伝えていっていただきたいのですが、

その辺はいかがでしょうか。 

○梅津義則農林課長 これまでもジャガイモシロ

シストセンチュウの緊急防除にかかわる評価会

や、国が開催いたしますジャガイモシロシストセ

ンチュウ対策検討会議におきまして、網走市やオ

ホーツク網走農業協同組合から防除協力金の算定

に当たっては、国に地域の生産者の所得が確保さ

れるように意見をしているところでございます。 

 今後も北海道やオホーツク網走農業協同組合と

連携し、国に地域の実態を踏まえた防除協力金と

なるように要請していきたいと思ってます。 

○立崎聡一委員 私も農協のほうにも働きかけは

したいと思います。これは本当に発生した方々が

本当にかわいそうで仕方がないなというふうに思

います。国のほうにはしっかりと伝えていきたい

なというふうに思います。 

 次に移ります。 

 農村援助ボーリング費用補助金、68ページにつ

いてお尋ねします。 

 この事業はもう毎年ずっとやっている事業なの

で、毎年きちっと実績を上げられてるのだなとい

うふうに思います。ボーリング、飲料水を確保す

る事業なのですけれども、さまざまな事情により

改めてボーリングをしなければならないとか、そ

れからやり直す必要に迫られるというふうな状況

が、近年多いのかなと思います。毎年使ってるの

で、これの状況というのですか、この事業の内容

をちょっとお聞き、再度確認したいなと思いま

す。 

○梅津義則農林課長 このボーリング事業の事業

内容でございますが、農村飲料水ボーリング費用

補助金につきましては、農村における飲料水など

の確保と農業生産の安定化のための採掘工事を助

成する事業となっております。飲料水確保のため

の費用負担を軽減させるという趣旨で行っており

ます。 

○立崎聡一委員 大変助かる事業なのですけれど

も、実はボーリング、市内に施工業者がなくなり

まして、これは早くからわかっていたことなので

すけれども、実際今お願いするのは温泉を掘る業

者にお願いするという形になっているというふう

にお聞きしております。そうなりますと、やはり

費用的にもかなりかさんできますので、本当に大

変ありがたい事業だなというふうに思います。 

 毎年使われているような事業ですから、大変必

要な事業だと思います。飲料水だけでなくて今は

生活用水という意味で、今やはりトイレなんかも

水洗化がかなり進んでますので、それで水がなく

なるということは非常に困るというお話をよく伺

いますので、きちっと対応していただきたいなと

いうふうに思います。 

できれば、今後は農村地区の飲料水、供給事業

としてまた別な形で、これはこれで引き続きやっ

ていかなければならないと思うのですけれども、

この先何十年先になるかわからないのですけれど

も、そういう飲料水の事業、水道引っ張れとまで

は言えないのですけれども、共同、集団でどこか

１カ所掘ってやるというような、そういう事業を

お願いしたいなと思うのですが、お考えのほうを

お聞きしたいと思います 

○梅津義則農林課長 現在、簡易水道ですとか、

あと飲料水、供給をしてる施設等もございますけ

れども、今のところそういった計画もございませ

んので、今後につきましてもこの補助金を活用し

ていただければということで考えております。 

○立崎聡一委員 水質等も悪いところもかなりあ

りますので、前向きに考えていただきたい。 

 それから、先ほど民泊の話もありました。農家

民泊もやってみたいなという話もありますけれど
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も、インフラがきちっとしないとやっぱりできな

いと思いますので、その辺もありますので、いろ

いろと前向きに考えていただきたいなとと思っ

て、私の質問を終わります。 

○金兵智則委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後６時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時11分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 質問させていただきます。 

 予算説明書74ページ、Ｕ・Ｉターン促進事業に

ついてです。 

 かぶらない点だけ伺いますけれども、ツイッ

ターを使って発信をするということでありました

けれども、広告を出すことでより必要な階層、年

齢層に情報が届くということも、ツイッターの活

用では大事だというふうに思います。ツイッター

に関するこの予算総額50万円のうち、幾らぐらい

になっていて、そういったことを想定された予算

立てになっているのか伺いたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 ＳＮＳの発信、ツイッ

ターを使ってということですけれども、今回考え

ているのは、委託方式でやろうというふうに考え

ておりまして、予算は10万円程度の予算という形

になっております。 

○平賀貴幸委員 はい、委託ということですので

そこは理解をさせていただきました。 

 広告を使うというのは委託業者さんの力を借り

るということなのだというふうに思います。そう

すると大切なのは、まちなか情報と就労情報の発

信をいかにおもしろく伝えるかだと思います。い

わゆる中の人というふうに言われますけれども、

中の人ができるだけおもしろい形での書き込みや

情報発信をすることによって、興味がふえて話題

性が生まれて広がっていくので、ぜひそこは中の

人になるその委託先の業者さんとの綿密な打ち合

わせをしていただきたいと思います。 

 また、こういったツイッターの発信以外にもさ

まざま手法があるというふうに思います。例え

ば、観光のほうで所管していると思いますが、ド

ミンゴというアプリありますね。そちらのほうの

アプリも活用できると思います。それから、若年

層に対してですから、やはりＬＩＮＥ＠の活用も

考えなければいけないというふうに思いますけれ

ども、そういったものについては検討された経緯

あるでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今回の検討においては、

ツイッター等の検討のみになっております。 

○平賀貴幸委員 実はこのＬＩＮＥ＠ですね、自

治体向けに無償プランがありまして、年間のプロ

使用の料金もそうですし、それから年間の使用料

も実際について実は無償になります。予算が10万

円しかないということですから、ぜひここは予算

をかけずにともできる部分ですので、ぜひ取り組

んではいかがとは思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○田口徹商工労働課長 今伺ったお話ですので、

その仕組み等についてちょっと研究してみたいと

いうふうには思います。 

○平賀貴幸委員 委託先にそれをまたお願いする

となると委託費の関係でなかなか難しいと思いま

すので、研究をしていただきながら、まず網走市

の職員の皆さんで運用するという方法もあると思

いますので、ぜひそこの検討もしていただきたい

と思います。 

 次の質問に移ります。 

 おいしいまち網走ＰＲ事業についてです。 

 やはり固定資産税を中心に市税収入が厳しい状

況の中ですから、ふるさと納税で施政上、運営上

重要な役割を示すものになるのだというふうに思

います。 

 質疑と重ならない部分だけ伺っていきたいとい

うふうに思いますけれども、どうやってこの金額

をやっぱりふやすのかというところがポイントに

なってくるのだというふうに思います。目標とい

うのは、どの程度の金額に定めているのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 目標ですけれども、今回

の予算は７億円で検討させていただいております

ので、７億円が当面の目標になるかというふうに

考えております。 

○平賀貴幸委員 ７億円だということで改めて理

解させていただきましたが、目標はそれを超える

ことに設定ぜひしていただきたいと思います。７

億円に達することだと、ことしのように達さない

可能性がありますから、７億円をどう超えるかと

いうことで考えていただきたいと思いますが、そ
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うすると、ストーリー性のあるページづくりとい

うのが私は大切だというふうに思います。 

 現在三つあるサイトが、さらに二つふえるとい

うことでありますから、一つは返礼品そのものに

何らかのストーリーがついているというのがやり

方としてはあります。また事業そのものがストー

リー性があるというような内容が大事で、そう

いったものも含めて、形成をできないかどうか検

討してはいかがと思いますが、いかがでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 先ほども何度かお答えし

ているところですけれども、返礼品に特徴をつけ

るというのはやはり魅力の一つになるというふう

に思っておりますので、先ほども言いました農大

さんと今研究している旅行券ですとか、そのよう

なある程度のストーリーのあるようなものを今後

も研究していきたいなというふうに考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 事業についても同じように、そ

こは研究していただきたいと思いますが。先ほど

も答弁の中でクラウドファンディング、実は取り

組みたいというような答弁が課長のほうからあっ

たのですけれども、クラウドファンディング型の

ふるさと納税というのはやはり効果的だというふ

うに思います。ぜひ、網走市としてもこういう取

り組み検討しながら、実現の方向に向けていただ

きたいと思うのですけれども。 

網走市が直接行う事業ももちろんですけれど

も、市民団体が実施するような事業だとか、各種

イベントについて取り組むようなことが、このク

ラウドファンディング型にはマッチするというふ

うに思います。そういった観点での検討をしては

どうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 市民活動とかイベントを

活用したということですけれども、まずはその辺

の仕組みから、まずは研究していきたいなという

ふうに思います。 

○平賀貴幸委員 総務のほうでの検討がこれは必

要な制度のつくり方になっているというふうに理

解しておりますので、ぜひそこは検討していただ

いて、企画調整とも連携しながらやっていただき

たいと思います。財政とかな。それは置いてお

き、次の質問に移ります。 

 76ページの鉄道利用型観光促進、誘致促進事業

について伺いますけれども、これも種々議論があ

りました。2,000人を対象にということですけれ

ども、この2,000人はこれまでの実績に基づいた

数字だというふうには答弁でありました。ですか

ら、2,000人で終わると余り観光にとっては増加

が多くならない結果になりかねないのではないか

なというふうに思います。そうすると、この事業

の目標は補正予算を組んででも、新しい誘客がふ

えていくことが、実は事業の成功ではないかとい

うふうに思うのですけれども、補正予算を超える

んだという決意や手法について見解を伺いたいと

思います。 

○高井秀利観光商工部参事 鉄道利用型観光客誘

致促進事業で補正をしてでもというお話をいただ

きましたが、まずは当初予算を十分使い切るよう

な取り組みをさせていただきまして、その後また

補正予算ということになるかもしれませんけれど

も、まずは当初予算を使い切るような取り組みを

重点的にやっていきたいというふうに思っており

ます。 

○平賀貴幸委員 減額ではなくて増額補正が出て

くることを、これは期待していきたいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。 

 修学旅行の誘致促進事業です。 

 予算５万円ですので尐額ですが、何かをするの

だと思います。その内容について伺いたいと思い

ます。 

○高井秀利観光商工部参事 今年度の修学旅行誘

致促進事業の５万円の内容でございますけれど

も、根釧地区の小中学校にプロモーションをした

いというふうに思っておりまして、その費用を計

上させていただきました。 

○平賀貴幸委員 近距離の地区に対して実現可能

性の高いところを選ばれたんだというふうに思い

ます。 

 一方で、日体大附属高等支援学校が開設したと

いうこともあります。また東農大のほうでも附属

校のほうが修学旅行に来ているというような経過

もあるのだというふうに思います。その日体大の

附属校あるいは関連校含めてですね、農大もそう

ですけれども、そういったところに対して働きか

けをすることで修学旅行につながるという道はや

はり、せっかくそういう縁がありますので進める

べきだと思いますけどもいかがでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 東京農大の附属校も
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しくは日体大の附属校ということでありますけれ

ども、東京農業大学の附属中学校につきまして

は、平成20年度から継続して網走へ修学旅行に訪

れていただいている実績がありますので、これを

継続していただけるように、生物産業学科を通し

まして働きかけを行ってまいりたいと思います。 

 日体大の関連校につきましては、今後、修学旅

行で網走へ訪れていただけるよう、高等支援学校

と連携して働きかけを行ってまいりたいと思いま

す。 

○平賀貴幸委員 可能性の幅をぜひ広げていただ

きたいというふうに思います。 

 続いて外国人観光客誘致対策プロモーション事

業ですけれども、内容については先ほどの質疑、

答弁の中で理解させていただきましたが、私から

伺いたかったのは、札幌圏にやはり外国人が集中

している中で、そこでプロモーションをしっかり

やるということは大事だということを、従来から

申し上げているところです。 

また今回については、ＡＢＡＳＨＩＲＩバルの

ＰＲもあることから、恐らくこの札幌圏を中心と

した誘客の取り組みというのは非常に重要にな

る。これは外国人もそうですし、日本人もそうだ

というふうに思いますけれども、その辺の取り組

みについては、来年度どのように行う予定でお考

えでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 外国人観光客誘致対

策プロモーションを含めまして、札幌圏でのプロ

モーションということでございますけれども、毎

年札幌でのプロモーション活動につきましては、

観光協会が主体となりまして、札幌春の観光キャ

ンペーンですとか、冬の観光、流氷観光キャン

ペーン等を行っておりますけれども、来年度につ

きましても、札幌地区でのキャンペーンを予定を

しております。 

 外国人観光客が多く訪れる札幌駅周辺におきま

して、ＡＢＡＳＨＩＲＩバルのイベント告知や、

観光ＰＲを目的とした事業に取り組む予定であり

まして、こうした機会を通じて国内外からの観光

客誘致を図ってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○平賀貴幸委員 札幌圏のトップブロガーの方た

ちとか、そういった方々に対しては、ＡＢＡＳＨ

ＩＲＩバルは大変評価が高くて、もっと知っても

らったらもっと来るのにというような声をたくさ

んいただいているところですので、ぜひそこを含

めて取り組んでいただきたいのですけれども。 

 また、その道央圏からの日本人の観光客の誘客

のほうですが、網走市内の各施設の利用データな

どを伺っていくと、回復基調にある部分もあると

いう認識です。また、カーリングでお隣の北見市

が注目されていて、ここを中心にオホーツク圏の

入り込み客の増加の可能性が、私は出てきてるの

だというふうに思います。ここをしっかり取り組

むのが、取り込んでいくのが大切で、ここは北見

市としっかり力を合わせながらでも、あるいはほ

かの地域も含めてですね、力を合わせながらでも

取り組まなければいけないのだろうというふうに

思います。網走にとっては常呂の地区は、北見市

より網走のほうが近いはずです。また、網走市内

の高校に通っている方々が多いはずですから、そ

のつながりも多いです。議会にも、歴代の市長の

中にも常呂出身者もいらっしゃる、そういう状況

であります。 

 ぜひ、ここはやっていただきたいのですけれど

も、例えば連携をしながらの、いろいろな連携あ

ると思いますが、一つの方法としては、網走がＰ

Ｒするところで北見のパンフレットを一緒に配ら

せてもらうというのは、多分タイムリーな方法に

なってくるだろうし、北見市さんもこれは喜んで

協力してくださるのではないかというふうに思い

ますけれども、そういったさまざまな手法を含め

ながら取り組んでいただきたいと思いますけれど

も見解を伺いたいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 網走のプロモーショ

ンをする際に北見市のＰＲということであります

けれども、広域のプロモーション等では網走市が

他の町の宣伝するアイテムなどを持ってＰＲする

こともありますので、そういったことは日常的で

もありますので、今後も北見さんと連携等をしな

がら、広域でオホーツク、このエリアのプロモー

ションを行ってまいりたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 さまざまなコンテンツのつくり

込み方を含めてですね、ここはこういった流れを

取り込めるようなつくり込みが多分大切になって

くるというふうに思いますので、北見市を含めて

ですね、常呂地区との連携を進めながらやってい

くことでぜひ道央圏からの誘客がさらにふえて、

観光業界が活気づくような流れを期待したいとこ

ろです。 
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 続いて、ひがし北海道空港連携海外観光誘客事

業ですけれども、釧路空港へのＬＣＣ就航が決ま

りましたから、大いに期待したいというふうなと

ころです。今年度どんな事業を進めていくのかと

いうこととあわせて、いわゆる二次交通の充実が

釧網線の利用含めて欠かせないというふうに言わ

れているのですけれども、それについての取り組

みもどのように進められるのか見解を伺いたいと

思います。 

○高井秀利観光商工部参事 ひがし北海道空港連

携海外観光客誘致事業の今年度の取り組みであり

ますけれども、今年度も釧路市、帯広市と連携を

いたしまして、台湾に向けたプロモーション等を

実施しようと思っております。 

 二次交通の関係でありますけれども、ＪＲや都

市間バス、路線バスのほか、広域観光周遊ルート

形成促進事業によりまして運行しておりますひが

し北海道周遊バス、冬季間ではひがし北海道エク

スプレスバスなどといった二次交通を利用するこ

とによりさまざまな観光地へのアクセスが可能と

なっております。 

ただ、バス路線につきましては鉄道網とは違い

まして、外国人観光客にとってわかりにくいと

いった意見もいただいておりますので、ひがし北

海道観光事業開発協議会では、エクスプロアー・

ザ・ワンダーランドというサイトにおきまして、

多言語、こちら英語、簡体、繁体などになります

けれども、による出発地と到着地を選択すると、

利用するバス路線や経由地、時刻表などを表示、

さらに予約決済までの機能を持っているポータル

サイトを用意されております。旅行客の旅行の手

助けをこういったところで行っているところであ

ります。 

 また、広域観光周遊ルートの経営促進事業で来

年度の事業になりますけれども、外国人向けの周

遊パスの利用拡大も検討されておりますので、さ

らなる受け入れ環境の整備が図られるものと考え

ております。 

○平賀貴幸委員 理解させていただきます。 

 新たに始まる各種事業との連携もここは絡んで

ということだと思いますので、ぜひ制度がうまく

流れていくこと、協力連携体制がさらに拡大して

いくとことを、ここは期待したいと思います。 

 次に、78ページのオホーツクマラソンについて

伺います。 

 このマラソンの参加者の皆さんからは大変高い

評価をいただいているというのは理解しておりま

す。１回目から３回までの参加者はどう推移して

きたのか改めて伺いたいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 第１回大会からのエ

ントリー数になりますけれども、第１回大会では

フルマラソンが2,624名、５キロが337名、３キロ

が75名、合計で3,036名。第２回大会ではフルマ

ラソンが2,184名、５キロが262名、３キロが68

名、合計2,514名。第３回大会になりますと、フ

ルマラソンが2,260名、５キロが318名、３キロが

73名、合計2,651人の方からエントリーをいただ

いております。 

○平賀貴幸委員 １回目ほどの数字ではないです

けれども、２回目よりは３回目のほうが若干増に

なったということで、多尐いろいろなさまざまな

取り組みの効果もここにはあるのだろうというふ

うに思います。 

 そこで伺いますけれども、現行で把握している

来年度開催上の課題はどんなものがあるのでしょ

うか。またそれにどのような対応をされるのか伺

いたいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 来年度の課題であり

ますけれども、現在のところ、海外から団体ツ

アーの参加についての問い合わせを多くいただい

ておりますので、そういった方の通訳の対応とい

うのも課題だと思っておりまして、今後、実行委

員会等でその対応につきまして御相談を申し上げ

たいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 海外からの団体の問い合わせと

いうのは、恐らく新たな動きなのですね。そう

いった面でさらなる可能性が広がるということで

は、評価させていただきたいと思います。 

 一方で、市長からは陸連公認コースの検討につ

いての話もあったところです。これについては、

今後の検討だというふうに思いますけれども、さ

まざま検討をしながら進めていっていただきたい

と思います。 

 ところで、第１回目の開催について初めて予算

がついたときのこの予算委員会のところで、いわ

ゆる365分の１日のためのオール網走の体制とい

うよりも、観光は本来は通年のオール網走の体制

を目指すべきだということを考えるべきで、そう

したことを考えると、マラソンのこの日以外の開

催日以外の364日にどう波及させるのかが大切だ



 

－ 183 － 

ということを質問させていただいた経緯がありま

す。そのときには、そこを含めてしっかりやるの

だという趣旨の答弁だったというふうに思います

けれども、これまでこの点についてどう取り組ま

れたのか、また来年度どのように取り組まれる考

えなのか見解を伺いたい思います 

○高井秀利観光商工部参事 365日の波及という

ことの御質問でありますけれども、先ほど委員が

おっしゃられましたとおり、オホーツク網走マラ

ソンにつきましては、ランニングポータルサイト

の大会ランキングで全国３位ということになりま

したことから、そのポータルサイトの評価サイト

に常に表示されるようになりまして、全国の多く

のランナーの目にとまることとなりました。 

 またマラソン大会の情報とともに、網走の名前

が、網走マラソンのホームページでは４月１日か

らのエントリーの開始に向けまして、２月から次

回大会のページを開設の皮切りに、さまざまなメ

ディアチャンネルを通じまして露出発信がされ、

マラソン大会の終了後には参加ランナーによる情

報発信などもありまして、網走マラソンのブラン

ド化が促進されることで、さらなる波及効果が生

まれるというふうに考えております。 

 次回大会に向けまして、さらに高い評価をいた

だけるように、常にランナー目線で進化し続ける

大会として取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 ランナーとして来ていただける

方やその家族に対するアプローチというのは、一

定程度進んでいることは理解させていただきまし

た。 

 課題というか、検討しなければいけないのは、

恐らくその日お手伝いしてくださるオール網走の

皆さんにどうその意識づけをしていくかだという

ふうに私は逆に思うのです。その辺については、

どんな取り組みを考えていらっしゃるでしょう

か。 

○高井秀利観光商工部参事 ボランティアの方の

意識づけでありますけれども、ボランティアの方

の説明会で丁寧に、マラソン運営に関して情報提

供させていただきまして、網走全体となってラン

ナーの方をおもてなしするという意識の醸成を

図っているところであります。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 今後いろいろ検討していただければと思います

けれども、例えばそこにボランティアとして参加

された方に何か参加賞のようなもの渡して、網走

のふるさと応援人の名刺じゃないですけれども、

それを持って市内の観光施設に行けば割引が受け

られるなり特典があるなどですね、そういった何

かこの日常につながるようなものがあると、私は

より意識が高まるのではないかと思いますので、

その辺はぜひ御検討いただきたいというふうに思

います。 

 次の質問です。 

 観光振興計画について伺いますが、その前に流

氷館のことを若干触れたいというふうに思いま

す。 

 流氷館の予算書には実は前年度繰越金の記載が

ございません。それがどのくらい今あるのかとい

うことと、それから流氷館の入り込み状況、代表

質問の答弁だと思いますけれども、個人客がふえ

ているような状況もあるのだなというふうな認識

を思いましたが、改めて個人客と団体客の割合も

御答弁いただければと思います。 

○金兵智則委員長 答弁調整のため暫時休憩いた

します。 

 そのままお待ちください。 

午後６時34分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時35分 再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

 平賀委員の質疑に対する答弁から。 

 観光課長。 

○大西広幸観光課長 御質問いただきました公社

の繰越金の金額、また入り込みの割合につきまし

ては、後ほど答弁させていただきたいと思いま

す。 

○平賀貴幸委員 そこは後ほど伺うとして、質疑

を続けますが、観光振興計画についてです。 

 今回の観光振興計画はちょうど見直しの年に当

たるということで予算計上もされておりますけれ

ども、初めてこの計画については入り込み客数、

それから宿泊客数などで最終目標を入れた計画で

ありました。しかも、状況が変わったということ

で１年前倒しでつくったスピード感、こういった

ものについては高く評価をさせていただいており

ます。 
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 ところで、目標値の達成状況はどうなる見込み

なのかということを伺いたいというふうに思いま

す。 

○大西広幸観光課長 観光振興計画で立てました

目標値、入り込み170万人、宿泊51万人につきま

しては、現時点の状況から見ますと、目標達成は

厳しい状況であるというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 達成できなかったということは

残念ですが、やむを得ない部分もあるんだという

ふうには思いますけれども、目標が達成できな

かった理由についてはどんなことを、できない、

できなかったのではないですね、できないだろう

というふうに思われている現状の理由については

どんなふうに分析なさっているのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 目標が達成できなかった状

況、原因でございますけれども、旅行動態の変

化、また旅行の個人化などもございまして、思っ

たよりも団体客も尐なく減尐しておりますので、

入り込み数は宿泊数ともに目標達成できなかった

状況であるというふうに考えております。 

○二宮直輝観光商工部参事監 加えて補足をさせ

ていただきますと、こうした状況につきまして

は、以前も御答弁もさせていただいておりますけ

れども、必ずしもこのオホーツク圏、あるいはこ

の網走地域だけには限定された問題ではなくて、

この東北海道全域が道央圏に集中しているお客

様、観光客をこちらまで引き込まれていないと、

こういうような状況があるのだろうというふう

に、大きな意味では分析をしております。 

○平賀貴幸委員 状況について、現状の認識から

始めるというのが新しい計画の策定になるんだろ

うというふうに思います。 

 そこで続けますけれども、目標は達成できな

かったということは、現行計画を踏まえつつも策

定の過程や策定手法の見直しも大幅に必要になる

のだろうなというふうに思います。また、計画の

中身も前例踏襲ではないものへと大きく変える必

要があるというふうに考えるのですけれども、そ

の辺についての所見を伺いたいと思います。 

○大西広幸観光課長 現計画の策定に当たりまし

ては、前観光振興計画の取り組みについて個々の

戦略とその検証のＰＤＣＡ評価を行いまして、変

更すべきもの、継承すべき施策、個別事業の手段

の問題ではなく事業間の連動や官民を含めて組織

間の連携を図ることで、効果や持続性が期待でき

るものとして整理をしております。 

 現計画の策定につきましては、地域パワーイン

デックス調査をもとにマーケットから見た網走観

光のイメージと評価の分析、課題整理及び策定委

員会の中で取り入れた意見をもとにスワット分析

を行いまして、それらを踏まえたポジティブ戦略

として目標と方針を設定したものでございます。 

 目標数値は需要予測という数値ではなく、オー

ル網走体制で５年後に向けた実現への決意のあら

われとして位置づけしたものとなっております。 

○平賀貴幸委員 実態に合わせて下方修正すると

いうことは安易な方法だと私も思っておりますの

で、そうせずに達するべき目標値は高めに設定す

るということは、私はこういう分野については大

事だというふうに思いますので、必ずしもその目

標値が達成できなかったことを責めるつもりはあ

りません。ただ、計画の策定の手法ですとか、中

身については、前例踏襲ではないものにする必要

が必ずあるんだというふうに思います。 

 そこでもう尐し伺いますけれども、以前も質問

させていただきました。そもそも網走の経済に

とってどの程度プラスになっているとか、あるい

はそうではないのか、こういった検証も計画策定

にはやはり必要だと、それがされてないという答

弁でしたから、必要だと思います。 

 また、観光消費額も調査で明らかになりまし

た。今度の新しい計画には、この観光消費額をふ

やすんだという視点も欠かさずに必要であると思

います。というのは、入り込み客数や宿泊客数が

たとえふえなくても、この観光消費額がふえてい

けば観光戦略というのは成功しているんだという

考え方もとれるわけですから、ここの指標も必要

だと思うのですけれども、その辺についてはいか

がでしょうか。 

○大西広幸観光課長 平賀委員の言われるとお

り、観光消費額をふやすことが入り込みの増、ま

た滞在時間の増加によりまして、網走でお金を消

費していただいて、経済波及効果が生まれるとい

うことにもなると思いますので、その辺も踏まえ

て、新しい計画策定事業を検討してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 策定の仕方について一例を挙げ

させていただきたいと思いますが、オホーツクで

は今も予約困難となっている体験型観光事業をＮ

ＰＯ法人として立ち上げて、今札幌圏の大学で教
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鞭をとりながら、研究や道内各地の観光振興アド

バイザーなどをされている方もいらっしゃいま

す。いわゆるコンサルタントにこういう政策を委

託するのではなくて、こうした知見の力を借り

て、新たな計画を市民の皆さんと一緒に広く人材

を募ってつくっていくというような計画の策定手

法が、新たな計画には望ましいのではないかと考

えますけれどもいかがでしょうか。 

○大西広幸観光課長 新たな計画の策定方法では

ございますけれども、ご示しいただいた札幌の体

験観光の方も含めまして、そういう方の知見を生

かして、市民の方も含めていろいろな御意見をい

ただきながら計画策定をしていきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 求められれば協力をするのだと

いう姿勢をその方もお持ちですので、ぜひそう

いった取り組みは進めていただきたいと思いま

す。 

 続いて、観光ＤＭＯについてさわりの部分の質

問が川原田議員からあったのですけれども、これ

をどうつくるのかということも私は大切だという

ふうに思います。今、代表質問での市長の答弁の

とおり、さまざまな検討中であることは承知をし

ておりますけれども、これをつくっていくのだと

いうことをこの計画に盛り込むということも必要

だと思いますけれども見解を伺います。 

○大西広幸観光課長 ＤＭＯの形成の方向性とし

ましては、地域の状況や事情も踏まえた検討が必

要でありまして、先進事例を参考に、事業展開な

どを研究しているところであります。 

 今後、関係者との意見交換などにより検討を深

めまして、ＤＭＯ形成に向けた取り組みを進めた

いと考えておりまして、同時に新計画の中に盛り

込むことについても検討していきたいというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひ検討の結果、ＤＭＯについ

ての記載があって、しっかりこの５年間の計画の

中で立ち上がっていくということを望みたいとこ

ろでありますけれども、現在ある観光協会、それ

から流氷館を運営している網走観光振興公社、私

はＤＭＯをつくって実現性のあるものをやってい

くとなると、この二つが合併して進めることが望

ましい一つの手法だというふうに思います。こう

した手法を進めていくことに対しては、いわゆる

そのＤＭＯというのは、収入の柱をどうするかと

いうことが課題になるという部分もありますの

で、一定程度の解決もできるというふうに思うわ

けであります。そういった面も含めて、こうした

手法についての検討状況や見解について所見を伺

いたいと思います。 

○大西広幸観光課長 今お示しがありました観光

振興公社と網走市観光協会との合併によりますＤ

ＭＯ形成につきましては、現時点では想定しては

おりません。 

○平賀貴幸委員 現時点では想定してないという

ことですから、可能性がないわけでは私はないの

だというふうに思いますし、道内外の各地域を見

ていても、こういったものが合併をしてＤＭＯに

なっていくという事例は散見されているのが現状

だというふうに思います。オホーツクの中でも、

こういったところが合併して次の動きをとるとい

うところは出てきているのが、恐らく御承知のと

おりだというふうに思いますので、ぜひここは観

光振興計画の策定過程の中でこういったことも含

めて検討をしていただきたいと思いますけれども

いかがでしょうか。 

○二宮直輝観光商工部参事監 今、先ほど課長か

らも御答弁させていただきましたけれども、現在

ＤＭＯの形成の方向性としては御答弁させていた

だいたとおりでございます。 

 実際に今検討している先行事例など、あるいは

他の地域の事例なんかも今至近で拝見をさせてい

ただいてる、あるいはお聞きしている限りでは、

必ずしもうまく軌道に乗っているというふうにま

だお聞きしておりませんので、まだまだそういっ

た知見を今現在は深めていくタイミングではない

のかなというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 観光振興計画について、そう

いったものも含めて検討はされること、それは期

待をしていきながら状況を見ていきたいと思いま

す。 

 最後の質問に移らせていただきます。 

 １点残っているのは閑散期対策の関係なのです

けれども、春カニ合戦についての質問が先ほどあ

りました。この点だけ質問が残っておりますの

で、伺いたいと思います。 

 私は、この事業は網走の市民の皆さんや市外か

ら来る皆さんにとっても、大変人気のある事業

で、今年度も続けていくような方向性なのだなと

いうのは答弁を聞きながら理解をさせていただい
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たところですけれども、市民の皆さんにとって

は、カニを中心とした感謝祭のような受けとめ方

をされている方が大半だと私は思います。 

 そうすると、本来は漁協さんが表に出て実行さ

れるのが望ましいというのは、先ほど田島議員の

質問にあったとおりなのですけれども、なかなか

商業上のルールでそれができない現状が今あるの

だと思います。先ほどの答弁の中では実行委員会

から働きかけたということですけれども、私はこ

こはやはり一肌脱ぐのは網走市だろうというふう

に思います。網走市の中には水産の部署もあるわ

けですから、観光部から水産の部に依頼をするな

どして、カニの購入代金を販促費として支出する

ような形で、カニの提供を実質網走漁協さんがす

るような形で、網走漁協さんがもっと前面に出る

ような春カニ合戦にしていくというのが、私は望

ましい形ではないかと思いますけれども見解を伺

いたいと思います。 

○大西広幸観光課長 先ほど田島委員の質問の中

でも答弁させていただきましたけれども、春カニ

合戦開始時に、既に実行委員会のほうで一度漁協

さんのほうへは交渉へ行っていると伺っておりま

す。市として、今後、今のところは直接交渉しに

行くことは検討しておりません。 

○平賀貴幸委員 そこについては果たしてそれで

いいのだろうかと私はやはり思います。 

 閑散期対策事業としてもともと始まったものだ

というふうに理解をしておりまして、その事業の

結果、ブランド化もできて今の現状になっている

ということをやはり考えたときに、市民に向けて

それを還元するような事業が、なおかつさまざま

な地域から人を集めることにつながるというのは

私は重要だというふうに思います。市がここは前

面に出るというよりは、この部分だけはしっかり

と一肌脱いでやっていくことは私は重要だという

ふうに思いますし、今の答弁聞いていると、そう

いった経緯はないということだというふうに思い

ますので、ぜひここはやっていただきたいと思い

ますけれどもいかがでしょうか。 

○二宮直輝観光商工部参事監 こちらの御質問で

ございますけれども、こちらの運営そのものも実

行委員会方式で取り組みを進めております。実行

委員会の中で、この春カニのイベントの当初から

の、第１回目の開催から実行委員会として動いた

結果ということでございます。その実行委員会に

は、市も参加をさせていただいている、参画をさ

せていただいてると、こういうことでございます

ので、決して動きに対して市は全く無関係だった

ということは当たってはいないと考えております

し、それから先ほどの繰り返しになりますけれど

も、いろいろなルールだとか、そういったことも

十分勘案した中で、漁協さんも御返答いただいて

いるというふうに理解をしておりますので、そう

いった中で御理解を賜りたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ここはなかなか理解ができない

ところだと言わざるを得ないと思います。やはり

ここは、私は網走市がもっと積極性を発揮して動

いていただきたい。尐なくても実行委員会からそ

ういう要望があったときには動いていくんだとい

う姿勢は持っているという形でいていただきたい

というふうに思いますけれども、そういった要請

があった際にはもちろん期待にこたえて動いてい

くんだということは考えていらっしゃるのですよ

ね。 

○二宮直輝観光商工部参事監 今の御質問でござ

いますけれども、要請があったときに、市として

の動きということの御質問でございますけれど

も、先ほど御答弁をさせていただきました漁協さ

んからのお答えでは、基本的に漁協さんのほうで

は、例えばカニだとかを直接持っていないという

ことでございますので、やはりそういったお答え

を御頂戴していると。その中で協力できることは

協力するということでございますので、決してそ

の動きに対して、繰り返しになりますけれども、

市としてもかかわってまいりましたし、かかわっ

てまいってきたことも今繰り返し御答弁をさせて

いただいて、この先、市への要請ということがど

ういう形で来るのか、今、仮の形ではちょっとお

答えのしようがありませんので、その御質問につ

いてはちょっとお答えをしかねるということであ

ります。 

○平賀貴幸委員 仮定の話ですから、お答えしか

ねるというのは一定程度やむを得ないのだろうと

いうふうに思わなければいけないのだろうなと思

いますが、やはりまちの未来のことやこれまでの

さまざまな取り組みの状況から鑑みると、そう

いった部分の支援がやはり欠かせない事業となっ

ているのだということは、最後に申し上げて質問

は終わりたいと思います。 

○大西広幸観光課長 先ほど御質問をいただいた
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内容につきまして御答弁させていただきます。 

 オホーツク流氷館の入り込みの個人、団体の割

合につきましては、ここ数年平均で言いますと、

個人が20％から30％、団体が80％から70％と、流

氷館としましては、団体の比率が多い状況となっ

ております。 

 あと、観光振興公社の未処分利益につきまして

は、平成29年３月31日決算の金額で言いますと、

649万6,952円となっております。 

○平賀貴幸委員 終わります。 

○金兵智則委員長 以上で、本日の日程でありま

す一般会計の歳出のうち、労働費、農林水産業

費、商工費及びその特定財源に関する歳入並びに

関連議案２件の細部質疑を終了しました。 

 本日はこれで散会といたします。 

 再開は明日午前10時としますから、御参集願い

ます。 

 お疲れさまでした。 

午後６時54分 散会 

───────────────────────── 

 

 


